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最高裁判所事務総局秘書課参事官松永智史

「一元的な文書管理システム教材」の改訂について

（事務連絡）

平成3．1年3月7日付けで送付した文書事務における知織付与を行うためのツー

ルのうち，「一元的な文書管理システム教材」の内容を現在の文書管理システムの

仕様に合わせて改めましたので，適宜，活用してください。
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1.システム概要

<概要＞

本章では､一元的な文書管理システム(以降､本システム)の概要､基本的な操作方法について
説明します。
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本システムは､公文書管理法等に基づく文書管理ルールに則り､文書管理業務を円滑かつ厳格に処理するためのシステムです。本g
システムで実現する業務及び他システムとの関連は、以下のとおりです。
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文
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受付業務
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D第言孑

｜(公開）
-D

各府省

連携システム

一一

ン’電子政府の

総合窓口
(e-Gov)

国
民

決裁・供覧業務

(牢請・届出システム、

電子酷達システム、
沈畠管理システム等）

メンテナンス業務
一一 . 4

行政又雷
ファイル

管理簿
審査業務

以下の機能については､裁判所
では利用じていません。

･各府省連携システムとの連携
･e-Gov

･内閣府･国立公文書館による審
査業務

職員等利用者共通認証基盤
(GIMA)’露査鑑務利用時

本システム利用府省内閣府・国立公文書館
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1.システム鼎腰
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■受付業務、決裁供覧業務の流れ

受付業務では､文書の受付に関する処理を行います。

また､決裁｡供覧業務では､起案･決裁･供覧･施行に関する処理を行います。
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■文箸管理業務審査業務の流れ

文書管理業務､審査業務では､文書分類､文書登録･廃棄，移管｡延長に関する処理を行います。
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本システムへのログイン方法について説明します。

＜操作手順＞

①GIMAシステムのログイン画面を表示させます。
②ユニバーサル,1D及びパスワードを入力します。
③<ログイン>ボタンをｸﾘｯｸします。

GIMA 一

アクセスするに13、こちらでログインする必要があります。
一一「一一
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I③<ログイン>をクリック
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各業務メニューの開始方法について説明します。

＜操作手順＞
①本システムの[ﾄｯプメニュー]画面が表示されます
②[ﾄｯブメニュー]画面から各業務を開始します。
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部署を併任している場合は‐｢所属部署｣欄よ
システム利用時の部署を選択します。

I鴬謡瀧雍引
二
一
一 卜
Iお

〃

知らせf董茨。

8

古一一一一吋一

eポｲﾝ'・

パスワードを5回間違えるとロックされます。
※ﾛｯｸされた場合は､G1MA登録者へご連絡〈だ
さい。
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1"シ異テム概要
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本システムからのログアウト方法について脱明します。
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①｢システム終了」
をクリック

Z一‐

＜操作手順＞
①本システムからﾛゲｱｳﾄする場合は霊｢システム終了」
メニューをｸﾘｯｸします。

辰

一元的な又悪管理システム
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鶴塞蛎の文邑腔和室せん １

１ 案件を開くと､他の職員が該当案件を更新できないように、
該当案件が｢ﾛｯｸ状態』となります。

※案件を開いた状態で、「IntemetEXplorer｣の｢×（閉じ
る)｣やく戻る＞ボタンをｸﾘｯｸして画面を閉じた場合、該
当案件がﾛｯｸされたままの状態となりますので、必ず杢之
ステム内の｢システム終了｣ボタンやく戻る＞ボタンで閉じる
ようにしてください。

銘雲待ちの文蜜趣意せん
文密画纂菌
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1.システム概要

1弓2基本操作
1
ー一一 F 画 ■ 令

基本的な

一＝＝－－

面･メニューの構成について説明します。 トップメニュー
[ﾄｯブﾒﾆｭｰJ画面に戻る ’システム利用者名

■

~1=一業務名

現在処理を行っている
業務の業務名

可~~～

｛ 画面名
一一
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システム終了

サブメニュー
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の処理画面に遷移
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｢Ctrl｣キーと｢F｣キーを同時に押すと、
[検索]画面が表示され、画面上の文字
列を検索できます。

函緬走りやI当 股定I

者八の掲示
ヨー ‐
年 月 日

一一

一

ボタン表示部画ｶレﾃ処理期限日 1霧F
;↑立雪瀝訓I クリックすると､それぞれ

の処理画面に遷移

！

=z=I 各画面表示部
L一一一一■一一

処理画面を表示
F圃雨河｢盃:函可｢蔓~千両
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2.受付業務

I

<概要＞

本章では、文書管理システムで行う文書の受付業務について説明します。

受付業務では、紙／電子媒体で受領した文書を本システムへ登録します。
また､庁内施行された電子文書､庁外から届いた電子ﾒｰﾙ等についても受付業務により本システ
ムへ登録します。
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2.剰寸業務
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全体業務において､本章で説明対象となる業務は､以下のとおりです。

し廃藻･延長

庁内 紙

下癖叶
『施行の要否』が｢不要』の堀合

受付
保存

≦壁
一

｜一
紙の鳩合

※システム外操作

※本教材では､｢電子文書の受付｣手順を例に説明します。
● 12
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2謝寸業務
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本章では受付業務を対象として､操作手順とポイントを説明します。

業務の概要業務名

’

’2-1.電子文書の受付

｜

’ ’
’
1
1

他部署で受付業務を行う文書を担当部署へ配布･転送します。2-2.配布･転送

’’1 2-3.受付削除
－■■■一一 ● －

一一■ ■＝一＝一 一一一
一一一 一
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電子文書の受付を行う際は､以下の手順を実施します。

|穂子文壹の鋤垂Iる手噸~－－－－－－－－－－－－

受付文書の選択I ･受付を行う文書を選択します。
』

号
、

I 受付情報の入力 ･受付情報を入力します。
【 」

C

｛
、

･入力した情報で受付文書を登録します。受付
ノ

14

電子で受け付けた文書の書誌情報を登録します。

電子で受け付|ﾅた文書の書誌情報を削除します。 ．



2.受付業務

註1駕季文書の劉寸
凸 -----■一＝－凸一一一一一一画 一■|‐ 一－－－－－=＝

庁内施行された電子文書を受付登録するため､トップメニューから業務を開始します。

＜操作手順＞
①『受付業務｣メニューを選択します。

｜

’’
電子文書の受付
一

手顧
一

一元的な文無管理システム
劃
、四 ｜
銅侭A掴〃

受付文書の選択

尋
受付梢報の入力

､C

1 5

2劃計業務

をI震手糞書翰霊赫
L _ －－

一q

受付を行う電子文書を選択します。

＜操作手順＞

①[受付文書一覧(処理待表示)]画面が表示されます
②受付を行う文書の件名をｸﾘｯｸします。

’
睡1り宋茄

紙文書の受付の場合､｢文書受
付｣メニューをクリックします。

》
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受付文書の選択
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検索槻能で受付文書の絞り込みを行
えます。

②受付を行う文書の件名をクリック1
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｢受信区分｣欄は､裁判所では『庁内施行｣又は｢文書受付｣と表示されます(以下、I｢蕊 同様)。

I可I認一

一
》

文害函麺
r■踵＝”ヨマユ｡､垂■E毎百.＝国ケタで

。
廷
》
》

■ﾛ■■‘

受付徳 ユ件近付 』佇
配布･睡還 ・4件 ｡

麺罎付に関す誕
理

哉
報
決
官
凸
も
壷
蜘



－マーー

P

些蕊付業務

2妄M雷字垂書緬受付
’

1 －－－ -- 一一 一一四 －－－ 』
一一一一一一 一一一一

受付情報を入力し､文書番号を取得します。 ＜操作手順＞
①[厩子文書受付1画面が表示されます。
②受付情報を入力します。
③<新規番号>ボタンをｸﾘｯｸします。
④確認メッセージで<OK>ボタンをクリックします。

諏
一

豐懸'認（■

②受付文書の情報を入力

一一一一一Ｇ－一一一一一一

受付文書の選択 6尾Z4日のつ･Oにうし［てユ
名 一

科
一一一

の文塞番号
一

の文密日付ぐ
恵
一
寺

課襄鍾蓋睾溌一三二J…霄暑>をｸﾘﾂｸｰ｣三竿琴6年･研惨収簾1･1r読言詞一一一一、－

銅
一
》
一
窪

受付情報の入力 疋先
’
一
一
一

一
や
９
０

一

26ﾉ07/31．8233壁
侭
一
権
一
癖
一
坐

の
判
一

鍔
蕊
書
が
文
す
と
ま
る
り
す
あ
ク
と
シ
罰

翻
電
》
》》

ぅ
可
で
鱸
」

喧
赤

豚ﾙ名
膚象弓･富丸､r･曲感

5

吋唖COC1コし虻 §皇､‘’….。

6月2ベ白のOCCについてﾒｰ解1脚＝

鄙冨担定仁‘｢騒定1蝿窮省訓晦馬研修司

受付

面1 1’画

一 凸一一一

F ･

幟バー壷尤喧のメf,セージ

一 凸一一一

F ･

幟バー壷尤喧のメf,セージ幟ペー率垣のﾒｼｾｰジ

⑫側…c･w…:受剣歸電願鴎し蔀･よaしいですが，

トー=国｢零珂’をクリック

1ヨ

一一

一“一

一一
庁し

者唖旨示

■■■ 月 ． 日義

｢担当者｣欄は､｢部署指定｣を選択してください｡｢部署指
定』ではなく｢職員指定｣を選択すると､指定された職員以
外は､受付文書を用いて起案するなどその後の操作がで
きません。

一.二

|{.蔓万一

2蕊御業務

2-13電子文書の受付
｜

[-－－－
残りの受付情報を入力し､受付登録します。

＜操作手順＞
①前画面で取得した文書番号が反映されます。
②残りの受付情報を入力します。
③<受付>ボタンをｸﾘｯｸします。
④確罷メッセージでくOK>ボタンをクリックします。鋤翰篭子文書の受付

手噸
一 可I費…一躍〔麺巽点1 1こ時罰I哩環此”I父『]薄I

亀子文震受付

|祷名 画‘月z4園の…"いて1
|元方の文書邑号 I

院方の垂日付 1年皮同．．． ・ ・年 月

5月Z4日⑭ごcc仁ついて1
蒔名 、

元方の文書琶号

‐－▼ポイント

|難篭鶏蕊蹴驍涛
I差戻してください。

I
受付文塁の選択

１
ー一一口－牛

ぐ 日圃､l全醤

鷆
瞳
垂
鶏

一
一

色
－
０
Ｇ

－
８
滴

年
砿

一
回
竜
一

》
｝
》
一郵

壷率
塗
罐
蒜 己r一~~▽

受付摘報の入力
ポイント

-1
１
１

蓮〒メール

々 ｜ ，ｱｲﾙ"の制約はありません。
「受付文書』欄に添付する文書に卜126/07/3118933

寅料名

受付文■Codについて

6月Z4日の。COについてﾒｰJ隆堀犀寵

一
一
一

受付文密

~~－－ー- .Tr-冨弓
■－－

ﾒｰﾙ蓉

両扇 一一芽～~一・一一.一一一－一一一
字

受付

’ぬ考蕪霧軍嬢胄~禰惨郭雨梅紳

W壇bパー…のメヶゼー

当者画璽雪題

当者への措示 I ’
③<受付>をクリック

十

一

茶
I

膳lﾗ処理期眼日

開考

ND岡S･CW･000ﾕ:受付をし蕾す･ようしいですか？

－－－

1 に･己:工昌1ﾉケ ~1｢蓉雇~1｢函話冒雇可「壼天④<OK>をクリックI

1－－3r.-
－4

キ1ﾌンセル
－－

ーー
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2受付業務

2-Z配術･転送
－－－－－． ． .里一 一一ロー ーーー q

受付文書の配布･転送を行う際は､以下の手順を実施します。

輔鏥蕊譜感纐誰掛詞1厨
一一一一一＝

･配布･転送を行う文書を選択します。受付文書の選択

尋
、

口

一

一
送
一

一
転
一｛ 配布･転送 ｡選択した文書を配布･転送します。

19

１
１
４
１
１
‐
Ｉ
Ｈ
Ｉ

１
１
１
で
４
口
０
０
１
１
早
一

■■■
2受付業務

2豈惣配砺腱転鑑Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
０
Ｌ 、一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一＝－ー一一 一一一一一 一ー－

受付文書を配布･転送するため､トップメニューから業務を開始します。

’＜操作手順＞
①｢受付業務｣メニューを選択します

》
報 － F－ ．一 一一一面一

遍的は文‘職尊哩渉ステム
紐
･エ

ﾕ

砺脇』111J

－
１

受付文墓の選択
トカ泓室ヨー

>紺駆壱薪侮局研侈邸爾修顕)』.､轌謹露鍵蔵蕊 ”臼
beQo 砂一一由一■■

所属諏(2oﾕ4．㈱･“～

､C-
鯉布･転送

Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｇ
凸
０

【

’
お知らせI重重］

一 一
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■湖5－

…I

一
段
一
一

種
一 文審惚壇“

守

一
》

辨
娠
軒
雰
↑

食公雰 リ ヱーョー
I

受(｡徳 1佇五付 ユ佇
蔀･壁 4件

文嘗の受付に閲する処
理 ．

起震･決裁
公印･官縄“
文笹分類､文■登録・
RS股定，廃蕊･移琶･廷
長に悶死“



－■一一一一一一

2.受付業務

2盟睡輪,転蹉1
1

ﾄ

一

｜ ’｜
配布･転送を行う受付文書を選択します。 ＜操作手順＞

①[受付文書一覧(処理待表示)]画面が表示されます。
②配布･転送を行う文書の『選択｣ﾁｪｯｸボックスにﾁｪｯｸを入れます。
③<配布･転送>ボタンをクリックします。:溌蕊羅劉溌驚ｸポﾂｸｽにﾁｪｯｸを入れ議す。

町 ，…．

受付業務

I愛嘩轌-7認I感量付IZ易諦l也齋出力I茨御謬l

受付文書一画《錘絡要素）
,｡■q・ppD●｡O■句●｡g喧自・旬●もｸ●QGgD口､●s●■■｡■■●ﾛ｡●sﾛ■､■●■■■■DGC●■qqb■■UGC■U毛■ｳ｡■●dbQpb●●■0●●･ ﾛ､●●eCpO●b6eeO■OUeD■■b●QoQGeQf？CD●■◆“●Qc8QqDD●●pDOB毎CG■qgGGaDD■●●・ロCD■■●■pe9DgQ，CG●■●CDD8e■巳

配布･転送

手順

状鰹:雲三同受信画:蕊三画件名g l--一一 ｢"m
受付文書の選択

霧縛霧w鵬蕊目…壼萬:::艮二且難鶚等縣.;巖…具….照撫景…嘆軋……………
｢唾待表示Ⅲ処屋添示1 ． ；

表示件数::裁荊さ1前へ1次へ全4件

悶錘 ｜麺碑｜憂国区分|受1画/量録･更畷日■|鞍｡文書番号I 拝名 ｜ 島■者 開Iぐ
|繍壷|有魏醗諾
ocno.』ﾛシ

有陽|鬮樹． 配布･転送 且貝24自切QQOにプリT3量罫一ル H26/07/0211:39
配布･転送

或諏”I …-ル H率/06/2416:49

1

1 ！ I
門
邑
Ⅱ
■

」E
配布･転送 H260770211:39H2607702駐子ﾒール

且

1
一

検索機能で受付文書の絞り込み
を行えます。

－

②配布｡転送を行う文書にチェック
0200■

庫
■

（
1

qｰ
裏ポイント

I布･転送する場合は､受付取消を行い､続いて文
行ってから､配布･転送を行うでください。

③<配布･転送>をクリック
ム

ー〈

リ

I

！

受付済の文書を配布･転送する場合は､受付取消を行い､続いて文

書番号の取消しを行ってから､配布･転送を行うでください。 ､蒜壼刊言誌六

21

2劉寸業務

2-Z配布･転送
k ----.--- .---- －－－ ．_一－－－－－“－－－－－マ ーー‐－－－．．－．．－一

配布｡転送先を設定します。

L■
－1

＜操作手順＞

①[配布･転週画面が表示されます。
②<追加>ボタンをｸﾘｯｸします。

'ー‘・卓識
。

受付業務

識函

画
0 4

ザ1 負鶴4忽J
もP全一》

諏
一

I受留亥唇-紅I文魯受吋l動碕1噸開出刃I受吋獅｜

昆布･壁

受付文悪の選択

欝窒
J司皇
、/

配布･転送

②<追加>をクリック

r罠~弓-]I.､更薊1|[-両-雨可「毒:雇言1

22
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’
一

2臺付業務

2豈笹層赫篭遙

設定します。配布｡転送先の部署を ＜操作手順＞
①脚署検索]画面が表示されます。
②該当部署を検索します。
③｢検索結果｣欄に表示された部署から配布･転送先の部署を選択します。
④<設定>ボタンをｸﾘｯｸします。
③｢検索結果｣欄に表示された部署から
④<設定>ボタンをｸﾘｯｸします。

の
睡■椣塞睡■椣塞

墾
諏
一

I ’

銅ス1

受付文蟄の遮択

１
１
１

J②該当部署を検索～ I

言C ~一T一
湿布･転送

選眼部■図

漉[:墨

③配布｡転送先の部署を選択

雲雲些皇葛↓
｜
｜

’
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2.受付業務

2弓2配布，輯送
一一 一 二一一一b一二一ー手 一■■ローロロ■一 ■ ■L

一℃一デー＝

配布･転送先の部署を確認し､受付文書を配布･転送します。

h
＜操作手順＞
①選択した部署が表示されます。
②<配布･転送>ボタンをｸﾘｯｸします。
③確認メッセージで<dK>ボタンをｸﾘｯｸします

グ 艮魚と

受付業務

l弾け実同-煮l率鯉咽.l

襲布･蝿

配布･転送

，壬腫．
占傘.’必罵埠〃.I蜜･‘

1

畳付文欝の進択’
’
一

一
》
一
癖
一》雀

先
爆

壷
ｌ
ｉ

球
１
１

・
雪
ロ

~－1師君

冬 －－ニテコ
一宝

配布･転送

唾V‘E3ペーシ電邑釣身一せ－う

穆脚｡脚s…‘"毒
一一一

1<OK>!をクリック

唾這甦J壼丁．よろいゆでず富‘？

１
３
１

キ灯シセルI『亨誼~写） ②<配布･転送>をｸリック Iﾛ

～

曇繭←曹 6 N'’
q ,一
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一

｢ 2蕊赫業務

2臺鰯諦心転遥
=凸一 一 一 ､一毎－－－ 画=串1 .ず一 - - ■一一一

－－画＝ 一一 一＝■▲~一一一一

を確認します。配布･転送の処理結果

｜
. ｣

ｌ
‐
ｉ
’

＜操作手順＞
①[一括処理結果]画面が表示されます
②<戻る>ボタンをクリックします。

一玩輌9 ．
受付業務

画 賦蒲坐椰ン

’0“'》
諏
一

I翼舗認]苧鷺1震雷麺I録電I轍鐸宛【勇付蹄1

－錐…錘璽
受付文書の選択

一一

HDNS-S-E-00Z4:一括昆布･転送処理を行いました．

MDMS-S-E-OO25:一括処理件数ﾕ／1件G
配布･転送

一一一一－－－－
，－－－－－－－

、

I②<戻る>をクリック
1

＜

r論
25

2.蕊繍叢溌

経召蕊糠削除
一一一一一画一一一. L－ ． 一一一一一一画二画

I

受付文書の削除を行う際は､以下の手順を実施します。

－－．一一一一℃『

綴削除I達穂鮒肴胃鋤頃
一 一一一一一■■七 ■■一 ■

｝I 受付文書の選択 削除を行う文書を選択します。

畢
､

｛ 肖l1除 ･選択した文書を削除します。’

－－ J

｢|Jポイント l

受付未了の文書についても同様の手順で｜削除することができます。
」
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し

』

2.受赫業務

2二8農符剛'際 ’Ｉ
Ｉ
Ｌ 一 由 一 言 一 一

受付文書を削除するため､トップメニューから業務を開始します。

’＜操作手順＞
①『受付業務｣メニューを選択します。繼

誰 －

1

1

,可 一一両＝ 一 二

受付文書の返択

心

削鰍

－－

’
一一
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－1
1

－

４

０
世■■■■、■恐■９．

2．劃計業務

窪3.謝謝削除
ｹ ｰ .一一一一一一＝一 ~ " ' 一一

’
沢します削除したい受付文書を ＜操作手順＞

①[受付文書一覧(処理待表示)]画面が表示されます
②｢処理済表示｣ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。
③[受付文書一覧(処理済表示)]画面を表示します。
④削除したい受付文書の件名をクリックします蛎

誕
－－－

③②により『(処理讃謹示)｣に変更TI鴬側女管-髄i,,宜急ｻf1 I ；為毎Jq

交付文審一鷺|…＝

受付文書の選択 壷花1

J－L
、

司嗣へ1次へ全1件

》
》
嘔

起
一
壁
一
醒
一
》麓

感興状琉

削戴婆 H3O/11/13 I研修05収第6

’
d

l ④件名をクリック

脇卜 I

受付未了の文書を削除する場合は､'2及i
iび③の操作は不要です。

｢詞雨天］
| － ≦－－ －－ 一
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:こ ．画

園 ｜瞳錆“，
｡…I

壷昏面 ●

1佇

雍
娠
蛎
塞

＝＝瀝雁■■■

率の受付に閲する処
理

決裁･仙醗｡歳行・
官報に関する処理

壷登録･
犀･移百･廷

一流的な文撫笹理システム

卜”ﾒニュー
G 咽む○●● ･ユロ●_● ●

所岳部吾｣聾型必畠9廷.繕.-.-.
一圭》

｜
Ｉ

》

可
一
ロ

お知らせ「羅天】

文塞蟹画果密
I角正一､宝､▲v4U■pご夕蚕■己圭●互守



2塁付業務

2遇墨赫削除

箱へ移動させます。受付済の文書をごみ

■
１
１
１
１恵癒曇

蛎
歪

、

受付文贋の選隈

－－－－－

函一一W曲ペーグツら⑳“ぜ‐．

.w､、nR2カJ誼へ健猷I,壬司沿‘塩l小浄可が？

三三二

一

研修用資料について －一二一一

冬
ー

⑰
削除

－

【
Ⅱ

【

蓋

ーー

③<OK>をｸﾘｯｸ トー
r _ _

一＝一－一

一
一
一
一

－画 ヨ ー 一

引
研修太邸05

②<ごみ箱へ>をクリック
二二L
■一一一一一

一

｢頁~訂I面魂｢穂.定可
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＝

2凛付業溌

2毛.劃寸肖鵬
一.＝一＝一一一一一一一

書を完全削除します。ごみ箱へ移動した文

’
＜操作手順＞
①[受付文書一覧〈処理済表示)]画面に戻ります。
②『ごみ箱｣メニューを選択します。

ー匪一ノーフロ

②『ごみ箱｣メニューを選択します。
＝ふき霞孟，

受付業務

Z

郵 －

雌
諏

磯雲]響2
1受…一灘l

受付文霊一鹿（
、＝

配一一

②『ごみ箱｣を選択
我態；唇一電受信区分

（ ②『ごみ篭受付日: I索ﾏi翫一1年僅顔

I霊罵毒11万重言燕烹］

闇婁慧皇-|…|鰯餅|噸熊
状重
炉一

受付済

魁里抵配

|幅
受付立岡の逼戎 －

日画自画 刀！'？'ダニ 〔頚

表示件数"而戸ﾏ[前へ1

＝

幻
鑪議職’

ー_受付番号

研像05収第7

削除

した文書は､必ず完全削除してく
り除しない限り残り続けます。

ごみ箱へ移動
ださい｡完全肖

[透誕
『
０
１
－

一一一
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＜操作手順＞

①[受付文書詳細画面が表示されます。
②<ごみ箱へ>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。
③確閲ﾒｯｾｰジで<OK>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。

h

a海心鈴

状鰹

処理状況

件名

先方の文讐言号

先方の文密日付

受付日

受付吾号

一

H30ﾉ11/13

研修05収第6

発信者

あて先

受但区分
－－－

文智受付

受付又■

担当者

畳墜考へ蛾盲壼

娠行処蓬躍護巳

受付鱈当謂

受付文言麺別

侭君

受付済

質科名

研修用資料
一

－

研修里OS

OK



司令画一一 ■ 一一

ごみ箱へ移動した文書 完 ll除し
＜操作手順＞
①[ごみ箱]画面が表示されます。
②完全削除する文言のr選択』欄にチェックを入れます
③<完全削除>ボタンをクリックします。
④確潔メッセージで<OI◇ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。

②完全削除する文誉の｢選択』欄にチェックを入れます
③<完全削除>ボタンをクリックします。
④確潔メッセージで<OI◇ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。

削隆

圭順 ！受御文■森1文曾受釘1琵毘l露出力I

ごみ箱

表示切替:犀ﾏI部贋週決:にニニニニヱ

処理臼;函画隼匡]月区.日圃辿芝逵～匪亘ﾖ唾]軍国月匝｡回働j熱濡も

鑿l…圓 ｜ 憂付B I 受働劃零 ｜ 儒名 ｜曇儲逼幽置|墨画区鋤
園I3O/''/i5'3:02 1H3O/U/'3 1研修05収第6 1課…|酔太郎0 1文蚕受付

辱蛙垣幽唇 辱碩瞬分受付費号 件名受付日

受付文書の遮択

前へ1次へ全1件

国壽
“
ﾌァ幻 イル

削除

②完全削除する文書をチェック

W官診旨タリロロ郡元ン

②興りHg.c,w,"型:選択古娩文曾娠全削除を峰す.縄wで”？
③<完全削除>をクリック

星毒了腫函画
一一■■一丘一一 ’

F二滞重うI-:"j"
④<OK>をクリック④<OK>をクリック

31

曇劃載業務

馨急劉謝灘聡
一一一一■＝ - ‘ － 口一一 T 一へ－-一 ・一一匹一四一一＝一~==一一画=一一一一－凸一一

ごみ箱へ移動しだ文書を完全削除します。

＜操作手順＞
①[－括処理結果]画面が表示されます。
②く戻る>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。②く戻る>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。 _堀H一一－~－

務
一

ワロ■

劃寸筆創隆

壬胆

一一一了一声言

1要付謹一兎1麺受付･I動篭1悪風出力1

－紐…巣

MDMS-S-I-OOO6g一括完全削除処理を行いましだ．

MD岡S-S-I-0007g一括処理件数1／1件

受付文言の選択 一一I

イ

号
削除

一匹一一■－－－■－－－

一一一

幸 一一

②<戻る>をクリック

I(宝麺

32
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』一一一一凸一一 一一 凸

一一一一 一一一一一一一一一一一一一一

－

3.起案業務3.起案業務

1

〈概要＞
本章では、文書管理システムで行う決裁(供覧)文書の起案業務について説明します。

＝

嚢一ポイント
L ’’

決裁終了後は件名や起案日等の書院情報の修正をすることができません。

－－

33

a起豪業謬
h 一. 子 F－－一 一一一一一一一一

全体菜務において.本章で鋭明対象となる案瀧は､以下のとおりです。

卜施 廃棄・延裳

庁内 紙
施行等（卿送弊）

決裁
(紙）

脚癖癖
「施行の昼否｣が｢不要｣の場合

’
１
１
０
１
－
１
１
器

》
操
一

決裁文書
起案

保存 →

’
※受付せずに起案
することも可能

※受付後､決戯を行わずに
文書登録することも可能

－－鰯→囹
砺

延長
一－一一一一一一一一一一①＝

※ｼｽﾃﾑ外操作・

本教材では､受付文書の『決裁文書起案(電子)｣を例に説明します｡受付を行わずに､新規に文書の起案を行うことも可能です。 34



翻塁豪鑿諺
一一＝一~－Ｉ ,｡

画 一. L一－一 L－．－－－凸一一一丁一一一一 一

本章では起案業務を対象として､操作手順とポイントを説明します。

業務の概要業務名

’
1’’'3-1決裁(供砲文書起案 受付文書から決裁文書を起案します6

’’’'3-2起案文書の唾

’’’'3-3起案文書の廃案

1I

’I 3-4案件を効果的に検索する
4

1｜

’
3-5効率的な起案処理①(起案例
の利用）

3-6効率的な起案処理②(参照起
案の利用）

P

I
』

起案業務を効率的に行う方法です。

3-7効率的な起案処雲③(再起率｜の利用）’

素唾・醸霧万’
処理④(雛形

35

■

灘量震簔溺

識勇蟻憩磯鐵糞織謹嘉I 二 一一一一一. 画一一・一一一一

受付文書を基に電子決裁(供覧)文書の起案を行う際は､以下の手順を実施します。

｜
I

－一

｛ ･決裁文書として起案する受付文書
を選択します。

受付文審の選択

＠

｝｛ ･起案情報を入力します。

･文書番号を取得します。

起案情報の入力

○
紙決裁の場合は息決裁ルートの
設定は不要です。決裁(供覧)ルートの設定

、
３
１
１
０
１
…
１
ノ｛ 決裁(供覧)ルートを設定します。

尋
１
ｉ（
･決裁(供覧)文書の決裁を開始します。決裁(供覧)開始

ノ

36

起案文書を修正します。

起案文書を廃案します。

案件一覧画面で案件を効率的に検索する方法です。



－－ー Tr ｡” ｡一

劉逼察業務

淵撰裁磯畠罰裳書起案
一 一一一一一一 一一一一一一一

責）■
決裁文書を起案するため､トップメニューから業務を開始します。

■■
｜

’
一
報
一

＜操作手順＞
①『決裁ざ供覧業務｣メニューを選択します。

受付文書の遮択

I1盈騎4，鰯。
8

g
ｳニ一元的な文篝宮理システム

ﾄヴブメニユー
尋

’
1

所厘銅･煙014．04．m～I麺3種量.二:...:j韓蕊露萱鰻壷鑿二二日起案備報の入力

幻

一一一一一

乗
娠
猴
や

一一一一一

乗
娠
猴
や

1仔鑑処理諏
1侍公鄙喜…
6仔官藏否毒了

】侍密葬醤鐸賓ャ
哩賑娠野

鑑空転
公鄙喜藷
官藏否毒了
密葬響.鐸賓？

｜
I

1鶏欝舗蝋

》》

》蔀

震印
起公

ｌ司１１

琴分銅､文画登録･

RS設定･扁棄,移琶･廷
長に閲する処理

是
塞冨匿重里思I
－ 〆
…垂栗屈 1

1

｣_今 、－－－－－－

§塗I①『決裁･供覧業務｣を選択
一

①｢決裁･供覧業務｣を選択

､､

1 トー一トー一決裁開始 一一一一一一一一

|… [霊
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8腿案業務

決裁(供鬘)文書起案
一 一 ＝－－－－－－一 一一一一一一 － 画 一 一一■－ー－■■一一一一一＝一

蕪覧3－1

一 一口＝一一一一一一..－－－』■一一一一一二

受付文書を基に起案するため､受付文書を選択する画面を表示させます。

川
＜操作手順＞
①[決裁者としての一覧(処理待表示)]画面が表示されます
②『受付文書起案｣メニューをクリックします。

決我文書起案

手願
”訂土郎Z

『孝司■FW･

決裁･供覧業務 ー

受付文書の迦択

’
v出刃I屈鼠閑I…I

－－－－－

②｢受付文書起案｣をクリック廻一
r ､

1

11起案愉報の入力
K

又麓晦劉士仔J』ての－見 、 2画審査者と"ての一見 ,：g穏雷匿者上l』て娠克

年， 月3o 日ロｶﾚﾝダ皇
表示件数:爺聯日嗣へ工次八

超宝目 ・ 起案唇
現迩

凹■日 垂鎚性
一一-

H26ﾉ07/02 教育太郎2 敦育太R
H26ﾉ07/03 "

H26/07/Oユ 教育課長一..ー教育太B
HZ6lQ7mユー壁一一 maFa=･…

現処理

H26/07/02

H26ﾉ07103
H26/07/Oユ

敦育太郎

教育太郎

露日26 年6 月i Ba』些込～蕊Ei6
処萄牙表示I

繼感 ｜醜|鶚｜文富曇冨 I 悪決劃
方法 華昌号 I 件名牡堅 唖別

哩
》
厨

唖

全2件

r
、

冑

研修発第,04 1鋸!ﾖ8回定例会1こついて'第138回定例会について１
１

I 2決蕊未決 毒._」

決裁ルートの設定

2研修発第80 1堀99回定例会について
一 二一.－1 －－． ．．

侠露決溌一時謡当 踊子
且世

卯

決裁開始

垂 一・ ,ー。 ． 言一一一

受付文書を添付せずに起案する場合は､『起案』メニュー
をクリックします。 厘重,函

、
可

38

望一可－ 1 霊…

受付巣残 受付待
翫･匠逼

－

X仔玉付 ユ仔

・4仔

一■一一一一…

易 J0－匹〃配畢

文賓の受付に関する処
理

B唾･狸唾哩＝



錨蕊襄雲霧

胸溌裁鵬謝尭篝繼湊｜ －
起案する受付文書を選択します。

’
＜操作手順＞
①[受付文書一覧]画面が表示されます。
②起案する受付文書の選択ﾁｪｯｸボックスにﾁｪｯｸを入れます。
③<起案>ボタンをクリックします。

》
郡

蛙

一

・
一

一
説
１

園

一
畦
岬
ゞ
日

一
方
〆
弱
↑

》
ツ
１
三
列
月
》
年

一
ま
く
ター
》
鵠
一

個
釦
ｉ
輌
図
》

Ｉ
一
一
日

俺
一
癖

函
唾
月

Ｉ
塞
年

儒
廻
一

》
碑
奄
誼
一
麺

一

臥
匪碑
‐唖
》
一
心
》
》
釦

受付文書の選択

』~1，
、

『燕~爵itT争一亜■1

起案椅報の入力

一
研修課

暴
名

一

存

碩
一

１
雪
峠
唾

墾
恥
一

Ｌ
哩

垂
顎
－

１
１
錘
掴 I露子ﾒーﾙIH26/OW31皇量量毎ｺggH26/0刀31

受付鐙喋騎
》
一
》
一
》
｜
》
燕

E勧塾rl皇量量毎ｺCGK:勧塾rl
研催収第
一

研修収緊鵠際
且闘魂１

３
１
０
万
万
０
０ 廻

嘩決裁ルートの設定 06ﾒ261研修収第14号I龍且Z

教育太節2②起案する受付文書にチェック tXS“つ《Z"

聖~]〆 1
一一一＝一一一－一＝一一 一一＝凸

決裁開始

（
ー

唖ポイント
１
１

▲
１
▲
Ｔ
７
日
ｆ
Ｕ
Ｉ
Ⅱ
Ｉ

1受付文書が表示されない場合､｢表示切替｣､｢受信区分｣､｢受付
1 日』に適切な条件を設定し、＜検索＞ポﾀﾝをｸﾘｯｸしてください。
一
‐ I
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L

1

一、P 一一由マーーーP ‐～ ‐ー‐■■ 一

T■ ■

3纒蒙業務

警劔繍縦職塞書濯崇

１
１
１
１

日ド&垂 一一一 一 一ニーーー ニー白鮖酉一’二一 一 一 一Fq －－

’’
｢文書属性｣、｢伺い文｣､[別紙･別添｣に情報を入力します。 ＜操作手順＞ ．

①[起詞画面が表示されます。
②起案憶報を入力します。》

錘 =－

｢決裁方法｣は霞子で決裁するため畳付宮窪の預択 1 諦砺一顧I翻子冷汎唾IごSW噛

り‐≠●｡■色■白■可白包合舍 酢q

1厘鯛I園f繩I

起蹴
②起案情報を人力 『電子Jを選択します

畢

蕊篝譲
顧別

鑑
別
一
郵

璽文公 逗諭行煎(H23/03ﾉ31以前）

起案摘報の入力

二コ 意ボイシト
ー_－． 1

Ⅱ二季調『公文書管理法』欄は､裁判所では､『施行後
F{H23/04/01以降)｣は｢3分類』､｢施行前

五口(H23/03/31以前)｣は｢5分類』と表示されます
： ‘ （以下､同様)。

一

|檸重塗 一■一

劃
Ｉ
｜
珂
嘩
．
一
一●●ヂ

屯

縄
》
錘
》
》

一
刎
睾

溝ﾕ0砺侮会聞脳Eついて

ひ E…詞…歴睡■U…■1厘瑠
睡ﾏl廓ZZEE-鳴厘．a鷺迩竺二 ｜
侭反厄霊郵一▽1｢~--1[…§ ｜
B :i
｢急｢ - ; i

区画

、

決裁ルートの設定

畢
０
凸
？
』
』

》
－
榊
一
一
｜
》
一
》

|犀..1F~1年ロ月に．日圓創埜
決裁開始

議篝画 1
一

展

漢霊種令

裁区分(甲、乙､丙等）I裁判所では一決

|凄嘩唾__一
■一座塞鋼目
必須入力項目とはされていないが合起案
時に大分頚､中分類及び名称(小分類）
＃欄を選択する。

１
１ 40



一Fpョ －■甲－1
声
凸
■
砧
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｆ

3起案業務

8-1撲識磯貰)索書運案

ｑ
９
凸
Ⅱ
Ⅱ
Ｕ
■
ｌ
■
Ｉ

起案情報として､文書番号を取得します。

’’
＜操作手順＞
①<新規番号>ボタンをｸﾘｯｸします。
②確盟メッセージで<OK>ボタンをｸﾘｯｸします。

湊蕊輪起案 ”B

撫裁f錐蕊業務 一･= 一一

1.厘鍵.1風砿･淀l憂罹露I緑廊飼l i"1…認I画読宇誕1画〆司輝晶lcsY出力I

湿渥

官霊園特璽鱈jL蕊宗

種別 画|C決蕊f冒供宛

公文書官理法 画黛.施行後(H四/“/01以後〕 i:》晦梼穣鯛”ﾉ(Rﾉﾖ1 IMal_-

冨醤…=…｜ ①鋪瀞>F
亜種別

決釜方法 画匡呉I .
①<新規番号＞
をクリック

函

画一

》
受付文書の返択

八

尋 ｌ
「
『
『
剴
１
１
「
ｌ
「
Ｉ
「
ヨ
ー
「
‐

起案情報の入力

画
一
餡

ひ
垂10回研伊倉聞騒侭つい道 ミ

一一E

－－

錘鍾錘回錘ﾖ嚴詞礒蕾画亜画画匝直壺国

鮮
騨
琴

緊急性

共有区分

決蟄瞑分

壁

一
回

助
一
画》一画四

・
決裁ルートの設定

’
一
一

一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
《
’
一

号 |回

|両一壱1房洋[．月に．日勤と型二・
＝

■幟パー…お樫ｰ§

＝

幟パー…お樫ｰ§ 画
決裁開始

〆

｢両壼扇豆喜罰禧豆乖T壺罰庵

「蘆~詞｢雨『宮F1｢=WJ…鷲駕'＠'＠ MDNS･CW-OO”:華番9通取愚産或よろい腿すか？
一手一~-1－

MDNS･CW-OO”:華番9通取愚産或よろい腿すか？

__ﾛｰ■ 皇

1②<OK>をクリック

_ﾄﾆｰｰ薩ﾖ1…‘
《
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3遥案業務

3-1.決裁(繰鬘)文書起案
一一一一一 －一二一上一一一一■由一一一一一一一一.一一一一 一一■÷－且I ．- 一． ｰ

文書番号が取得できたことを確認します。

■篠識蝋綴で言たこと雷確霊し議す。 ’
一

頁ポイント ーーー■■

＜操作手順＞
①文書番号が取得できたことを確認します。I①文書番号が取得できたことを確認します。

決裁文書起案

圭胆 P厳りご

決議･狭蕊業務
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決裁文書の作成日等､起案時点で未確定である事項を､決裁終
文溌賎性鐸逼隣署宗 了後に追肥する場合は､起案時に､決裁終了後追記を行うことを
種別 画乙訣譲rも鑓 「伺い文』欄に｢(決裁終了後追記事項有り)』などと明示して<ださ
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決裁ルートの設定

中分類

名称側命頚）

保存期間 ，

決猛処理期限日

緊急性

共有区分

決霊区分

0
決裁開始
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3-W狭裁縦鬮文書湿雲
一一 一一一一一＝幸一一

一一一■ご 凸一一一一一・一一

起案文書のデｰﾀを｢別紙｡別添jの決裁文書案欄にｱｯプロードし､決裁ﾙｰﾄを設定するための設定画面を表示させます旦

＜操作手順＞
①決裁文書案欄の｢参照｣ボタンをクリックしてデータをアップロ
ードします。

②＜決裁ルート＞ボタンをクリック
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；
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９
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受付文害の選択
一
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一
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…丘完了と同時に保
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電車決蕊文賓顕
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拶働

一
一
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決数ルートの設定
受付文書

号 別添（鑑子）

決蕊棚始 別溺（綱

I

■●

別紙･別添〈受付文害含む)について､ファイル種類／添付数の制限
．はありません｡ただし､裁判所では､ファイル容量は一案件につき合
|計2MBまでとしてください。 一

｜
I

3渥案業務

I3壱1親裁(繰覧)葉書逼室
！ －－－ 一一一一一一面→÷一一 一一一一△一 一一

=一一 一一一一一一 一一■＝一一一一

決裁ルートを設定します。
＜操作手順＞

①[決裁･供覧決裁ル-H画面が表示されます。
②｢局･部／課・室｣を選択します。
③<設定>ボタンをクリックします。
②｢局･部／課・室｣を選択します。
③<設定>ボタンをクリックします。

》
諏
一 誰Q4其確雲彩

リ紀鷹l■庄一尿l異碗覗講.1,g厩圖1.1.ftfテl嫁電認.. I,掘瀧-w1簿ﾃ瀞躍趨1 .psW”

決窪･短翠ﾙート

尋付文書の選択

日箇狸芝二{壷宣］

廊録if. ' [
L二一一一 一_．

血色一一一●一

一一ユームーー合一

雛形ﾙｰﾄ名： 『ｰ

|圃識…篠の鯛…え霞ゞ（決裁ボタンは表示されません｡)。
一一一一①一句

ﾙｰﾄ&碇日：”日26.. 年ア 月3ｺ

起案情報の入力
唾
密
画
・
函

焼■目

（･曾促麺有）
〈骨検腿有）

K童

教育太郎2

》
画
邇

哩
函
函

.…慨….、
1月軽皆：
忠｡o､.・・0．口』

● 健 恵飽■画貝･■/■･宝

研修局研修部
担当者Ｊ

’
．

決裁ルートの設定

薄三景洞| |蕊震露姻
＝｣遷腿塵霊墨"ョ
②｢局･部/課・室｣を選択

日
－

選択局･部/課・室」

研修局研”
ｰeや●邑辱ﾛ■●●④ 七 申 ■■

研趣
厘璽ヨ 回

廻 /- IL｣侭蟇_ゞ1回

③<設定>をクリック
決裁開始

一

｢窟-g1 ｡ gl i"鑑垂壁哩墾垂垂踵鯉

｢局･部/牒・室｣の選択は､上段の部署を選択しだ稜､下段の部署を選択します。
(例えば､総務課職員をルートに股定する堀合は､上段からrOO地方裁判所事務局｣を､下段から｢総務課｣を選択しま:l
す｡また､事務局長や次長等｢課｣に所属しない職員をルートに設定する増合は､下段は選択しません｡〉
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ﾚｰﾄを設定します。決裁者を選択し埼ノ ＜操作手順＞
①[職員･役職一覧]画面が表示されます。
②決裁者として設定する職員の決裁ラジオボタンを選択します。
③ルートの順番を変更する場合､職員を選択したあと<↑><↓>ボタンを
クリックし、上下に移動させて並べ替えます。
④<設定>ボタンをクリックします。

》
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決裁熱鐸務
[“悪．…〕受付文書の遼択
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(譲駿鵬-卜・霞重）決裁ルートの設定
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｢後閲｣にﾁｪｯｸを入れた場合､該当の決裁者を後閲
に設定することができます(例えば､起案後に特定の決
裁者を後閲としたい場合に利用します｡)。

｢督促｣機能は､裁判所では利用していません。

－－－－二一一 一.一一一 一一 一 －一 ．一．‐

｢後閲｣にﾁｪｯｸを入れた場合､該当の決裁者を後閲
に設定することができます(例えば､起案後に特定の決
裁者を後閲としたい場合に利用します｡)。

｢督促｣機能は､裁判所では利用していません。
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決裁ルートを確認します。

’■
＜操作手順＞
①前画面で選択した決裁者が反映されます。
②決裁ルートの設定内容を確認します。一
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複数の課室で同時に決裁をまわま必要がある場
決裁開始ー

決裁ルートを雛形と
して登録することができます‘

合はさ｢並列決裁』を
利用します。並列決裁の設定をする場合は､複数の課室を股定した
あと、『並列｣チェックボックスにチェックを入れ､<設定>ボタンをクリッ
クします。 ．

※並列決裁の後に次の決裁者に決裁が移るタイミングは､並列設定
された各枠内の決裁者の決裁がすべて終了したときです。
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3－噸職縦覧》文書遥凛
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決裁ルートを設定します。
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画面上から下の順番)で決裁者に
案件が移っていくことになります。力
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{譲鐘…職憲）決戦ルートの設定
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3=1淡裁《鰈翻文書迄雲
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－－■一一一一

内容を確湧し､決裁を開始します。入力した起案情報の

画蕊
＜操作手順＞
①碇案]画面に戻ります。
②<開始>ボタンをｸﾘｯｸします。
③確潔メッセージで<OK>ボタンをクリックします。

》
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3繼案鑿蕊

罪w繊識綴鐵蕊書纒蒙
ユー合一Lｰ

｜

－」

･紙決裁(供覧)の場合は､<起案用紙参照>ボタンをクリックして起案用紙を出力します。

一k -- -=ーマーーーー ーマ一一一， ~~~ ~ー

L』ポイント ｡

|紙決裁(供覧)の珊合､一時保存ではなくく開始>ﾀﾝをｸﾘｯｸすると､その時点で決裁終了となり、 ｜

|内容(『文書属性』等)の一部の変更や『添付ﾌｧｲﾙ｣の差替えができなくなりまず。－－－－－－．－－－－一一一一ﾑｰｰ-.....,- ．- . ---.-I

、
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伺い文

一

－

B

一一一

＜操作手順＞

①〔起案用紙参照〕画面が表示されます。
②必要に応じて起案用紙を修正し､＜印刷プレビュー＞ボタンを
クリックします。
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謹業繊
鵬鯛一一Ｆ３ゞ

－－－－今 r一一

一一一■■Ⅱ■一・一●一一一一？●一

決銀・供覧１
１

｜室欝舜
覇5画窺修会鳳躍について
件
名
一一一一一一●一

例｜

”顕醗俸

起案用紙がPDF形式で表示されま
す。

印刷を行い､決裁者の決裁を受け
ます。

※印刷が完了したら､PDFファイル
を閉じます。 ‐

誰
一
一

癖
・
幸寺
輌
咋
勢

研
日
尾

調

》
恥

月０年１諏 巽付日

雛豐墾里旦
日

言
瞳
齢

“壺箆Ｉ

施
締

腫行処顕屋日

繧＝
＝1鱒行
者

亦塑階、謹宝

。
■
ｑ
８
ｑ
Ⅱ
０
■
ｒ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｈ
ｊ
■
１
０
９
・
■
０
０
１
４
１
０
日
■
０

鐸
取
抵
高
分

樫圃織嗣 一
一
一鰐競竺ド

健了日
一

損定事由 I

I
毎I行賦軍鋒存矧同'3年

存l保存迩因璽了鴎廟|令恥辱3月31日

屑麗講冒識0o

峡
畝
．
供
覧
掴

I

’
一つ頃一一一

翻
然
稜

__ _ _ ・・、色.．I
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ｑ
■
１

｜
I

に二一 山

起案用紙の修正内容を登録します。

錘空軍塑苧垂

’渓錘･供売
1

－－－－1

受付日

一一一一~i
－

’鍵祷誕或限日＝e”－s、－－〃←ーーグー却一eー

岸
Ｉ

W急bパー”)喝の”セ

壺
幽

積イント

MDMS･C-W-0026:以下の項目内錘更新しま説よるしW函か？

・指定事由 ‘
・決麗･供郵
更新内容は起巽届抵参照画面雇再表示1次際に表示l'まず・

確潔メッセージで<OK>ボタンをクリックすると､起案用紙
の修正内容が登録されます。
＜キャンセル＞ボタンをクリックした場合､起案用紙の修正
内容は破棄されます。
※修正内容を保存せずに画面を閉じたい場合は､画面下
のく閉じる＞ボタンをクリックしてください。I

|、
52

繭園元E王
一
》

<操作手順＞
①〔起案用紙参照〕画面が表示されます。
②＜更新＞ボタンをｸﾘｯｸします。
③確麗メッセージで､＜OK＞ボタンをクリックします。

補足

倉

伺
い
文

PI

’
起案日 願ﾏ1厘一陸屈目E~1日碕狐"－

廓1｢－目拝[．月［．日圃制然

:先

01〈

罷蔵国＝決蕊掴這hⅡ



P

》
｝

繍瀧

I 一一一壬.一 一一L一一

担当者(起案した者)において､決裁者の指示等を反映して決裁途中に起案文筈を修正する際は､以下の手順を
実施します。

~~r三一－－－1’i莎露錘…圃訓罰鋪詞照 －－戸＝ -＝ 一 一 一一一一一

１
〕I 起案文書の選択 ･修正する起案文書を選択します。

号

}｛ 起案文書の修正 ･起案文書を修正します。

､
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3超蕊業務

蝿毒蕊鍵篝翻修垂
’’

’－ －－．－－- ‐‐__‐ －－－‐ ‐ ‐‐

起案文書を修正するため､トップメニューから業務を開始します。

、

’’ ＜操作手順＞①｢決裁･供覧業務jメニューを選択します。

起案文書の修正
睾腹

一元的錘謡鐘理ｼXﾃ幽

起案文審の選択
卜”ﾒニュー

畢
▽1
・1I殉煙鄙萄〈20麩凶･虫三一 】

一一・一一一 一一一一口

］縄溺憲司惨局銃悔邸研惨映05

起案文‘の修正

一＝

お知らせ厩~実1

今
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召 1研膨“”
私夢伊』射す 『

“Z茸垂一一…

｡－ｰ｡

■一一一』 凸 ローー ▲ロー一一色

P･AP号舎心産P塾LW』ニ
ーーロM

･医質文掴】
処理袷5の文得はありません

一一一 一一

舞壹の鴎邸

率の受付に閲する処理

驚謡識鯵施行･公印｡宮

蕊…搬宝.廃

決裁-恋頻輔

文霊琿集砿



3起案業務

緋迩逼識書窃修匪
｜
修正する起案文書を表示します。

■
＜操作手順＞

①[決裁者としての一覧(処理待表示)]画面が表示されます。
②担当者区分から『起案者としての一覧｣を選択します。
③〈全件表示>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。

燭間扱蝿築務 ､詩 謡》
率

L皇室皇竺四二壁垂戸
I毘鼠l霞笠読.I“文響包竃I

函唇としての一蝿（…持疸葦

“極

担当者区分: l塗展誕匹｡垂 I <文■管理者u'ての－又
冒振行者と唾の-瓦一…百GUL炉畢

ｲﾆ泣璽壷画圭仔J:じての一鷺 L蝕印暮五者と(』ての一更 亡召輻窯蚕署と1〕ての一厘

②『起案者としての－覧｣を選択

一一雪アーー ‐_~~~.-
起案文宮の選択文客の選択

e ’ I珂衰▽1面一一洋画月匡．日酋池型室～唇盲司E－.年画月{亘．日･瞳鯉塑二畢
壷 衷示件数:1冠存毒I前ヘユ次八全0件

|

！

D

l
l’

－
１

》
－
唯’唾t群

日
日
裂
鬮
起
回

決副
方途

…省文書橿号 件名糧瑚起案文．の犠正文・の俸正

表示件数:1200件､'1前へ1次八全0件

｜ ③<全件表示>をｸﾘｯｸ I

■ポイント

｢担当者区分｣欄で､これから操作を行う担当者の役割を選択し、
<全件表示>ボタン､またはく処理待表示>ボタンをｸﾘｯｸすること
で､目的の案件を表示させることができます。

’
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I
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3起案業務

課2錘案文書の修涯
一一一.一一一百凸凸一 一 宇一一一一一一一一一一一一一一一一一’ ｌ

ミ
画 _ ロー邑『 - - - 一■一 一一一一一一

＜操作手順＞
①[起案者としての一覧(全件表示)]画面が表示されます。
②修正する起案文書の件名をｸﾘｯｸします。 ’I

修正する起案文書を選択します。

弓
＝△ ご弔

準ポ企卜

l睡綜錘l檀罹ﾒｰ沸審決裁者が該当案件を開いている塙合は､修正‘
できません。

gとしての一瓦 ※ロック中である旨のメッセージが表示され、

麓昌庵穏墜縄]画耐嘩示雪言。

一J②修正する文書の件名をｸﾘｯｸ ’

一一

ポイント

’
担当官
一

緊急性
現焔理唇
一

課長0s

件名

百口p

決裁･供麓錐職起案文書の修正

壬l順 － 一

甲

I踵I■丹一見1畳鯵翼零■I鹿蝉1．代屍I雀麹デ腿l睡一. l露頭密．

独露臼としての－■（金井唾）

：蕊とljm-=X <浜御薗窪喜としての一風担当者区分：
鯛R行者とt』ての一瓦

庵繧＜独賃者とlﾉての-又 ､切田巴宜君と虹の-瓦<》又榎取壁任とL死の-瓦

起露日 ： 膵藺司師一陣匝一旧E百一ｺ日圏迩竺～

起案文書の選択

巳
I
|
I

起案文への修正 交霊■号

研修0ぅ郷3 1蕊哩騨箪雲聖＝一一一

■■■■ １
１

’

ｔ
５
７
８
Ｉ
●
１
０
６
０
１
１
■
，

担当者(起案した者)が修正する増合,担当者まで一
旦差戻す等の操作は必要ありません.決裁者のところに
止めたまま修正することになります。 ，
なお､｢種別｣､『公文書管理法｣､｢文書種別』及び『文
書番号｣の項目は差戻しによらなければ変更することが
できません。

I

ド

辰言1｢莞ﾃ］
詩一一一
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3起案業務

3晨裡疑蕊篝函修唾
一 一 一 一占一．､ 画 ◆●症ニニーロ ニーー＝画一F一

1

1

選択した起案文書を修正します。

’’
＜操作手順＞

①[修正]画面が表示されます。
②内容を修正します。

起案文書の修正
壬腫

’
毒…1.Csγ蕗だII露.l霊一翼1 3

拶正

文選圏性麺弗罪宗

|種別

②内容を修正

一一一一フ’ －－－

一

起案文書の選択 八

一 一一一ー 一
一

巳
血

－．
嚢ポイント

|蕊漁驍謡甥蕊て、
| 新たにﾌｧｲﾙを逼加してください。

－~71

決裁

施行錘（H23/04/Oﾕ以独）

起案文書の修正

L
－

劃ボｲﾝﾄ
<処理状況確麗>ポﾀﾝをクリック
すると､決裁状況を確認することができ
ます。

’

! ’｜

E劃反冒瀝理l
－－ －ー－←‐一 母の心

決藏区分 J

冨壺Ji…r瓦燕函ﾌ偏重…1｢霊菌遜I

｢蘆~詞｢冨翫不T戻壺示帝~IR~m｢壺璽天丁罵~壷丁喜面雨1|
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3起案業務

3-2起案文書の修正
一一一二一-------…－.‐ 行

文書属性等の修正内容を適用させます。

’’
＜操作手順＞

①<修正適用>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。
②確認メッセージで<ok>ボタンをクリックします。

“愈卿｡,1
－J

｜鵡恥
起案文書の修正
手順 蝿 謹

③“悲佃“
-や唾

1肖
業蕊

| '霞篤:…!驫飼…!…'賑!…宝!鰯鰭錘’麓"…!、sv鱈ね’
|篭正起案文書の選択 八

巳
決戴

堀ﾃ後（H23/04m1以後）
起室文鶴

一一一一一一 一一＝

電子

起案文書の修正
扉5面認蚕i堀に5;=一一
し、-－－．.一 、. 一・､－ －

研修05発第ﾕ3」

画
W印パ崔守り””セージ ＝'－－－－－
守一

、綱｡脇s…"ﾕ:修画卿電し罰･鰯しし蝿"，犀颪ﾏ}函二ご~侭
I遥炭砿ください蔀

囲震日 画

大分頚

中分頚 I
名称(小分頚) i
保存期間

U

I
U

I

②<OI◇をクリック②<Cl◇をクリック F壷1 ｜ キ1，シｾル

I

ﾖ藍
F

国

~]年｢一_旧ロ日国力”ー決…朗限日

緊急性

共有区分

’
▼

一一

I
V

｢~ー － ザポイント ｢南面貢1m函雇1l盤室剛砥缶照l｢瀝忘繭罰
耐
’
一
卵

↑

爵量陶率
1

1 既決者､閲覧済同報者に決裁変更通知メールが届きま
す。

[重訂[壷
I ①<修正適用>をｸﾘｯｸ淫

一 一一 二＝－．.

、舜延L■宙U；､

決裁･供蕊業務》武藝al

一 ー一一 ー 一一〒■寺 子

一一一一一一

合 ｜ 召 ；倒砕1A“
I=口一 6〃四一

公垂管理霊

文賓租別

決浸方法 ’

件名 陣

文書番号

一一一凸 ニ ーー一■凸一一

■ 画一凸▲一一一一■a二一■a－

z一画菖匹函画･pJbpL

研修05発第13[更~罰

毎－一q

I
起宴日 9 犀ﾏ1価一~洋画月匡．日画力”ダ室ｌ

■

大分頚

中分頚

名称･(小分類）

回

画

|退択して《産い 、'11 ．I壺雰~1| I

保荏開聞
一

濃監処理朗電日

緊急性

共有区分 画

庵~ﾏ1｢－－拝口月[二コ日鰯1，う,グー

起露文蚕

園子



a起案業務

感=迩懸文書耐修正I
！ ‐ ‐

起案文書の修正時､決裁ルートも修正する必要がある場合は､[修正]画面でK決裁ルート>ボタンをクリックして､修正します。圃
＜操作手順＞

①[決裁･供覧決裁ルー剛画面で､決裁ルートを修正します。
②<設定>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。

窪

薦

函

顎

璋
劃
準

一
企

ｌ

》
一

認
一
一

璋
凸
今
○輪ｆ郵止鷺》

卜》

Ｉ感唖
》 既に決裁済みの決裁者(既決者)は修正できません。

まだ決裁を行っていない決裁者のみ､修正できます
(最終決裁者の場合も同様です｡)｡既決者について決
裁ルートを変更する場合は差戻しにより､決裁をやり直
すこと力泌要です、

決狸唇
(・督髭乙釦有）
（〃後画材〕

画

醒
錘
函
函

醒
扉
函

》
麺
銅

叶
錘

同団瞥車幽■豆局･■／灰･蜜

－｜ 担当蕾 ｜ ｜職:瀞

:|冨|号陸菫岸ニー

塵

□

｜留膣太郎05

厘壼亟胃司 ｜形課長05課長

ニ当'暦需雪冒壼宣冨
卜

、 一一一一一一一一

｢百更1 □□

<設定>ポﾀﾝをｸﾘｯｸすると､決裁ルートの修正が適用されます。
※[修正]画面の<修正適用>ボタンをｸﾘｯｸしたﾀｲﾐﾝゲではあり
ませんので､ご注意ください。

I碕癌局翻修郡
文蚕冒需

研侈展OS

■…
②<設定>をクリック

一
○

3唐趨案業務

3雲2起案文書の修正
l■‘ 一

一一一一 一一＝一一 二一
一一一▲■画一三

圃艤騨擢難寵蕊騨皇総瞭鶴翻燕鴇轤翼辮聡騒誹嬢
以下のように[起剰画面が表示されます。

權謝驚歎黙灘雛謹瓢鰯蕊鯛欝’
務から参照することができます｡)。 I

八■LPロ

編画一P下牒藍＝5宛

I癌霧I竃貫-■！受個室霊錘1錘鯏I俺テI後錘一斑I■

起塞

由■●■0●●●●CO●■●■●｡●pDcgq■■口●■■。●■｡■。■巴Ⅱ

|鰯雲を匡孟
cc●●｡■g■gGg『色■●｡●■■

一◆－

「

一
一一

一一

p一宇ロ■‐｡■■P■

･■■｡●－●｡⑦｡■●■■●■■■■□｡■■■■

以下のいずれかのボタンをクリックして修正が完了したら、
決裁を再開します。謡麓濁癖…又口

文蜜種別 ・

決裁方法
一一－一ー

件名

垂番号

一四 伊 司●一

「
厩1，回研修金倒蛾画1繩
6 一一一一一一一"E･幽馴｡=，､竃!~､'.、 ＝」。<次法裁宣圭ﾘ豆盟型塗些
｜研修05発第迫『豆m l .自身の次の決裁者(※)よ‘自身の次の決裁者(※)より､もう一度決裁をやり直します。

※起案者に差し戻された場合､次の決裁者は､決裁ルート
の最初の決裁者となります。

＝‐ 一 一 ， － －阜一

一

一』

決蕊が再開されると､次峨裁す増瀞賓《擁鱸者又ぱﾛ･篭緊駕篝り､決裁を再開し議す。
卜|鑿騨雛塞蕊溌瀧鍾綴

11_1－－－－

L 辱][戻亟冒両F軍詞｢貢認｢忘頁蕊砺両~]舜画’
一一

－一



一

3通案業務

3-3渥案或書の廃案
Ⅱ

I

｝

| _ _ _ ____ 一一 一一 ▲■ ■

起案文書を廃案にする際は､以下の手順を実施します。

’◆;鐸交審の廃案I畠お付愚手順
一竺一▲』

「
ｌ
ｊI 起案文書の選択 ，廃案にする起案文書を選択します。

c
1

I 起案文書の廃案 ･起案文書を廃案にします。
｣

’
－

塁ポイント

決裁(供覧)終了後(具体的なﾀｲﾐﾝグは以下のとおり)も.<鍵窯鰹案j_,'r履縢を残|L.､名称(小分類)へ保存｜
kg.">"銀理はできます

| ・電子決裁(供覧)の場合:最終決裁(供覧)者が決裁(供覧)画面の｢決裁｣(｢供覧終了｣) ﾀﾝをｸﾘｯｸし
た後。 I

| ・紙決裁(供覧)の場合 :起渠壱において起案画面の『開始』ボﾀﾝをｸﾘｯｸした後。 ’
l.._. .. ____ ____ ._ _.._ ..____ __ _－ －-－－－－.一‐－－－－－－－ －」
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8起案業務

3二3起案文書の曉案
■■■一一 ’
起案文書を廃案にするため､トップメニューから業務を開始します。

｜

’＜操作手順＞
①｢決裁･供覧業務｣メニューを選択します。
一
諏
一

臼
クュ

一元的な文苔営理システム 波汚▲鰹'

’ I起案文害の選択 －

幹 』面

］轌濁

ﾄタﾌﾞﾒﾆｭｰ

々
凸｡■■■ ■ ＝面｡■ b

所田部署く20ｴ4．“－0ﾕー

１
１
１

I
、
１
１
ｊ
空

起案文寄の廃案

撞熱臺蔚壁墜塗一一－、
垂震墾務
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一蕊雇ﾇ三百＝ー

受付巣罷

【9出q4第9謎望ご臼岻』

受付荷 ユ仔近封 1仔
疋宿･匿毒 4佇

町一研弱

文雷の受付に関する処
理

①『決裁｡供覧業務｣を選択 I 雛臘辮庭
長に間する処理

佇
仔
ユ
ー

決鳳梼丁 －6仔
唇密宗丁 1緯

潅狩…

公
官
昼

、
仔
佇
３
１

●仔
埣
１
岳 決戴･供覧･錨行・

官報に間する処理
洩錘.櫟謹鮪



8濯澆業務

卿艇擦蕪篝溺艤察
１
１
１

i

一=一一一.一 一

－－－－■一 四

J

_」 ■
検索します。廃案にする起案文書を

一
》鑑撫鐸

『4節ノ
一
報
一

●ｰ1

②｢起案者としての一覧｣を選択

~之一一
一

起案文書の選択 49%…千 一

F壷粛ぢと吹切二頁一I 畦文■憧理者とじて吟寛
奄冒残癒画面て珊=壷一一 〔代行者とし”一匁
4文岱取囚主任とl〕ての一瓦 <'公Ep密置者として咋叉

蕊日蒟一年6－月ヨー日鋤k型二～

掲当岩区分

晶
、宮租緊査肴を1丈の一真

"EZ6－年9-ー月調起室日
一一一一

起案文書の廃案 選択

③<全件表示>をクリック
三

｢京~m｢垂口

63

3渥蒙業務

卿葹曉減濤②曉凛１
１ 一＝一一一ヰー早一

廃案にする起案文書を選択します。 ＜操作手l順＞

①[起案者としての一覧(全件表示)]画面が表示されます
②廃案にする起案文書の件名をクリックします。

－ー一ー■－＝ーー

偽 劉
寅垂負

「－

砥間始榔ノ

諏
一

l樺詳一品樋簿IcSV幾万I蕨廓尋l転珂！

:’起案文書の選択

巳
全49件

起案文宙の廃案

研修宛第193

I
三

研鰹

| 」’保辱処理未了
64

＜操作手順＞
①[決裁者としての一覧(処理待表示)]画面が表示されます。
②担当者区分から『起案者としての一覧｣を選択します。
③<全件表示>ボタンをｸﾘｯｸします。

霊烹烹

劃別
率
滝

文窃■号 仔名

雷 研修発箆104

昼，与哩窪盤舎吏爽両

起累日

回垂日

HZ6ﾉ0刀0Z

H26/0刀03

H26ﾉ0刀01

HZ6ﾉ0刀01

起案宮

詞

蚊育。

低
－

教育躁畏

低

陸

Z

函理冒

教育太郎2

救育太節Z

回

ロ 決誇

逼銀

」

界－－

－1

回

..」

我盤

決躍中

施行中

決露塵了

処理完了

決蔵鰹了

決震慶了

繭別

決躍

準
一
趣

決霞

決闘

決露

浪罠
方涜

昭子

綴

紙

園子

竜子

電子

文置唇弓

》
一

ク〉

●

－

H26ﾉ08ﾉ15

H26/08ﾉ15

/11

H2印09/26

研修兜第1洞

研修発第173

鑑

盲Rn耐1観嬢翻催についぞ

鰍10回WI婚会開催に。Lrr

露82回酬携会制倦に〉いて

起塞目

四段日

H26/09/26

H26ﾉ08ﾉ01

H26ﾉ08/01

H26ﾉ08/01

H26/08/01

記雪画

教育太師2

低

教育太郎2

砥

軟育太邸2

価

教育太郎2

低

教育太郎2

低

教育太郎2

低

散性
現廻冒

教育課長
一一

研修兜第172
軟育太囲2



3濯案業務

8罰態鰐の廃案
＝一一一一一一 一 一ロワ ー ワ

一＝一一 一一 一一. －－ーローー

選択した起案文書を廃案にします。
＜操作手順＞

①｢修正｣画面又は｢起案｣画面が表示されます。

－－－－－1②<廃案>ボタンをクリックします。－

｡竜PO
w

決裁曙織鐸務

l運庭I緯件-瓦I安呵宜官賎宣I瞳鳶税I Ifi鼠曇9-HI騨需層言鳳l襲鐸訊萄録I率M壱方1球竃j雨句I

修正

＜操作手順＞

①｢修正｣画面又は｢起案｣画面が表示されます。
②<廃案>ボタンをクリックします。

両

L
面癖FA卸』
，…P起案文書の廃案

手頤

▲

1

1

子

一
跨
毒

決孟

施行後(H23/04/01以勧

起電蚕
ぐ

_-－二三二二-－－.一一一一

{鱈…霊]起案文書の廃案

電子決塞監
①●■■■■■■甲｡●■因①｡■■ロー寺●■－p■■ニ ーーー

．.一 ‐画.｡．｡'.－．－．.~ー‐．.一.~.････…｡...～~－了
策80回研修金阿確信gいて

研修発馬193[~面~菊1．

画件名

際
一
際
一
辮
睡
監
心

華
月謝一日鋤ﾙ”＝年

弱
一一一一一

②<廃案>をｸﾘｯｸ

1 「＝

－

（
日画ルツダー謹日一.~一年一月一
P P 4 －ｰ一

匿日

雛鍾W:r..鴬画:胃壁蕊雪禦豐澤譽具雲
｢…1｢…1｢諏雨辱鷺~｝

函
一

65

3鰻蒙崇務

3＝3.起案蕪書の廃案文書
’－

１
‐
ｉ
’
一

廃案の情報を入力し､廃案にします。 ＜操作手順＞
①睦案選択]画面が表示されます。
②廃案の情報を入力します。
③<廃案>ボタンをクリックします。
④確認メッセージでくOK>ボタンをクリックします。

記案文客の廃案

’ ･手順

鈴り

壷寺穆

②廃案情報を入力1驍l寓侮←寛I員"文鷺嘩1厘鯛I代行I債任慧一風1庵局歸＝侭I姉ﾒｰﾙ縁IEsy甥｝炉

励起隈

起案文暑の選択

寺完全鯛除く履歴からも謝除さ！1ます）

廃累慨霞して履歴堀鼻癖)・

廃震臨顕して窪を残し､名称(小分頚）ヘ保存し麺）

r...｡.……~､鐇議§.､鷺識塗;"鷲薗..…'…､
： 中分頚： :画 i
t..:急熱側魚瓢..1:.!3,..,……輿……………〕

毎 '決裁鋒了前!まく完全削除>を選択してください（
廃案文書の履歴を残しておく､廃案文書を保存
する等､特段の事情がある場合を除く｡)。
完全削除をした場合､廃案した文書の文書番
号を再利用できます。

l決裁終了前
廃案文害の
する等､特屑
完全削除
号を再利用

画屍室方歪

起案文書の廃案

ｂ
ｅ
内

理由；

I



3起案業務

3剣.案除を鋤果的I壹溌索する
l

－l

本節では､案件一覧画面で案件を検索する方法を説明します。

|鑑姦曇＝

＜操作手順＞
①『担当者区分｣及び｢起案日j欄に､対象案件を探すための条件
を選択･入力します。
②＜全件表示＞またはく処理待斑示＞ボタンをｸﾘｯｸします。

’

’

| 鵬……… “三遍 毫屈:震塗絡
|磯~襄驚鴬1

②＜全件表示＞またはく処理待表示＞をクリック 毒弓件数: l2QQ件劃前へ1次八全1件｣

①条件を選択･入力

｜率

決認
方法

現処理者文器醤号 件名

教育太郎2
輪一

1

母

愚~1
1

臣ポイント

｢担当者区分｣及び『起案日｣櫛で適切な条件を選択･入力することにより､一覧に表示される案
件を絞り込むことができ､効率的に案件を探すことができます。

一一
一

I嚢ホイント

自身が処理すべき案件を探す場合は､＜処理待表示＞ボタンをｸﾘｯｸしてください。

I
１
１
｢粟-厘1｢産、

67

3繼察業務

3濤噂凛絆を勧黒糊這犠案する
一一一一一 一一一ﾛ ＝一一一一一一 一一一

‐
１
１
１
１
・
Ｉ
ｊ
ｌ
‐
■
■
■

、零鱒駕壁舗駕閉繍灘鰯謹綴熱義識凝面､決裁
画面等)では､一人の職員のみ案件を開ける仕組みになっており､誰がﾛｯｸしているか確濯できます。

d一元的な文書管理ｼｽﾃﾑ一W七bパージダｲｱﾛグ 1－堂一j

…駕Z"
阿房可

－一一

■ポイント

更新系の画面を開いたまま1ntemetExplorerのく×＞ボタンをクリックして画面を閉じたり、
InternetExplorerのく戻る＞ボタンをｸﾘｯｸして画面遷移した場合､対象案性が約40分ﾛｯｸされ
たままの状態となります。
ﾛｯｸしている者に画面を閉じるよう確認した際､その者が既に画面を閉じていた堀合は､＜×＞ ｜
ボタンを使って画面を閉じてしまったためﾛｯｸされていると思われます｡その場合は曙当該案件を！
改めて表示してもらい､本ｼｽﾃﾑ内のく戻る>ポﾀﾝや『ｼｽﾃﾑ終了』ポﾀﾝで案件を閉じるよ ｜
うにお伝えください。

これによりロックが解除されます。

68



3起案業務

3毛-1提案獅蓋登録する‐

ｌ

」

１
Ｊ

一一 合 一 ■一＝一一一ず－

本節では､起案例を登録する方法について説明します。
起案例は､起案時に登録することができます。

業務名 業務の概要

起案例を登録します。 ’’ ’’ 3-5-1.起案例を登録する

’’ ’
0

1 起案例を利用して効率的に起案業務を行います。3-5-2.起案例を利用する

国ホイント
起案業務を効率化するための機能として､起案例､参照起案漠ぴ蒋罵案があります。
それぞれの機能の違い.使い分け方法は､以下のとおりです。

’

【起案例】
起案例とは､起案するに当たって事前に用意した雛形のことです。
一般利用者が作成でき､｢文書属性｡伺い文｣の項目のみ雛形を利用するか､添付ﾌｧｲﾙを雛形からダウンロードし
て再利用(再添付)するか選択できます｡ある程度同じ内容の起案文嘗を作成することが多い場合や､同じ文書内容
で添付ﾌｧｲﾙだけ差替えたい場合等に､起案例を利用します。

【参照起案】

溌群8噸磯
『』

蜑霧嚇臘 -.--J ‐＝凸

69

3息起案業務

3-5-1渥案掴毒登録する
一一一一一一一一一一＝－一一－一一一

ﾛ■■

案件一覧画面から､[起案]画面を表示させます。

｜
I’ ＜操作手順＞①「起案｣メニューを選択します。

叔弗太津〃

。|鴻職鰈務 。 …‐
命 笥

霧蓋豐蚤嘉墓重……”
〔汝書顕扱圭任とUての一屋 9.3公印審査者&ﾉての－煮 ’二'宮殿審宜者としての一覧：

|鶴,向蓉需逗隼一厘ｺ日瞳…-国塵.尾一黙驚書表示f徴: :20礁､'1 F
１
１
表示件数: '200件vl前へ1次へ全0件

70

｡

選択 状態 麺|蕊 文雲番号 件名
起案日

回顛日

輻当宕

緊量性
麺理奮



3起案業務

窪匪1擢案制憲霊録ず愚
一一一一一一 -－－一一一一苧 ロー一三一＝一 一 一・ 元 ■■

｢伺い文｣欄､｢別紙･別添｣欄に必要事項を入力します。｢文書属性｣欄、

’壷業務

１

文霧厩桂島率非表示 一

三二ゴ
｜｜

‐ゞ ‐ ‐Ⅲ‐

②必要事項を入カ
ーーー一詞極ヱﾛﾆ

②必要事項を入力
一＝一

I

|… 『

I
同傍会興催について

」件名

I平成26年･研修発露vl后窺蚕詞[衰冨冨丁霊頁畜T…喜可密
↓
》
一
癖
》
｝

一一

計’頤ﾏ1E§司年D月匡．日圃独皇逵
I麹&みI

|斎盲一~~~ﾏ1
一

､'

H響》
一
一
》
》
｜
》

||唾ヨー年匡.月[二ｺ旦圖力塗竺二
二③＜起案例登録＞③＜起案例登録＞をｸﾘｯｸ

１

１
７

｢臣~訂再下冒1｢二憂哀存可｢面~蕗1

3擢凛業謡

3詣妻1澁篠蛎謄墨録する
■－－－－グー一一一－一・』 二 ．

起案例を登録します。

１
１

＜操作手順＞
①腱案例名登録]画面が表示されます。
②起案例の情報(起案例名､メモ)を入力します。
③＜登録＞ボタンをｸﾘｯｸします

｜’

~露悪登録
ｄ
ｒ

’
計

I

醤 ．’一一 I

一一一一一一一一一一

|に

匿副壷
②起案例の情報を入力 ダ

｜
】

』

③＜登録＞をクリック

ロ■■■■■ 裏ポイント

同一組織であれば､雄でも利用することができます。登録した起案例は､登録した職員と

」
また､他組織へ一時的に参照権を与えることもできます。

｜

I

72

ロ

＜操作手順＞

①[起案]画面が表示されます。
②必要事項を入力します。

③＜起案例登録＞ポﾀﾝをｸﾘｯｸします

■

公文書菅理法 函

文吾彊別 唾

画 ’亘決裁く淋蛭

畠施行後（H23/04/01吟

壱起案文齊逢淳務連絡文書

作成）C施行前（H23/03/31以前作成）

教胃 ￥

W修謀内 v

函

研修会閣壷



&鶴業務

3言5-2起蒙靭潅利雨する
－－ －－ －_‐－_－__一 －－－ －－ －－－－．－.ﾆーーーーーー

’
__ _=_ ｣1___ _

本節では､あらかじめ登録した起案例を利用して､起案処理を効率化する方法について説明します。

業務の概要業務名

’’’ 3-5-1.起案例を登録する

’’
l

I 3－5－2起案例を利用する

73

3渥案業務

3気5-2超裳例を制用する
＝画 ．＝一一．一一一 一 二一一 一一一曲一一 画一二一■＝＝一一

側を
由 -‐ - ，一

案件一覧画面から､庭案]画面を表示させます。

’
l

h

＜操作手順＞

①『起案｣ﾒﾆｭｰを選択しますも

___ ___

貧 罰辮“，
朕甲さ乱一 、粥掌『

唾1点sy照力I 決蕪珊 草1．鹿行鋪I

●

I"翫堆ル

■

〔喧騒癖彊宕こしての認

,隔司優示~洋侭一煽 E冒司日･圃雄Z2二
表示件数: 1200#v 前へ1次へ全0件

担当者 ｜
現処理壱

案急性 ｜

表示件数:'2“件､'’前へ1次へ全0件

》｜》

現処理饗
起擢日 ｜
同垂円 I

争

I

一一一一

今一一●

74

起案例を登録します。

起案例を利用して効率的に起案業務を行います。

壬4？白き●駒・

決裁･供覧業務

C文番取錘圭拝を:虻の一覧

I象任鈴羅1.範行先号号爽

.C文唇管塁者且ﾉての＝更
C代行者とぽの-頁
C公印密狂者とL,ての一覧

起案日 ：犀~▽1E百一]年E－旧産旧園狸Z昼二一
!全1阜豊宗'1圃重穂壼I

－

選択 状観 租麗
罎
鑑 文書醤号 件名



3起案業務

験§瞳程繼勇夙を利用ず畠
一一一一一一一■､一一一三 ■－－一一一一一一一一

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
９

l
h

I

[起案例]画面を表示させて､起案例を選択します。

－－1
－‐一一盲~言

』罰壷

決裁;?1役覧業務

’
＜操作手順＞

①[起剰画面が表示されます。
②＜起案例＞ポﾀﾝをｸﾘｯｸしますI"_1_酔認.』.鍬ｵ識趨踊】“例1．f露I捜露罵麓1"鯉肩先認 lj5揃貯獅

遍寮 八
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吟一一一

’画
一
画

蝿
一
》 ｢蒲認否］

垂
一
画
麺
一
一
一
》
壷

I雨~V1E§一陣ロ月匡．日箇拠豊塾二画

|逼択して〈瞳いー一一マ！『 I「…~1

四
画

|園ｰ輝‐周[二ｺ目動壁二
mll蒔面x－画｢謹言百罰

一

｜ ②<起案例>をｸﾘｯｸ

=ゴYV 上"n1l局長決難

匿璽霊謹圃(顕麺匿璽函腫亟亜國
｢頁~訂｢要扇F祠雷｢両面1

一一一

75

3趨案崇務

3ご5-鋼窒謂例建剰用す為I

ﾋｰ皇一 一 ．＝一一一一■＝一 一一一一一一一‐ 令

利用する起案例を選択します。

侭察桝

種別；匡壷二三~司

||錘|｜率固崎 ｜ 率‘
|||癖|胴28/04/2517:261研修会関連

登録日時 起寮例選沢

表示件数;|元燕珂前ヘユ次へ全4件

摺鵜
恥
》組織 登録管 メモ名

教育太郎2

教育太郎2

教育太郎1

教育太郎2

総務省研修局研修部研修課

総務省研修局研修部研修課

総務省研修局研修部研修課

総務省研修局研修部研修課 泡’課
一

Lg_ml ②起案例を選択

＜操作手順＞

①[起案例]画面が表示されます。
②利用する起案例を選択します。
③｢文書属性｣欄､『伺い文｣欄を複写する場合は､＜属性･伺い文複
写＞ボタンをクリックします、

『別紙.別添｣桐に添付された文書をダウンロードして利用したい
場合は､＜別紙.別添ダウンロード＞ボタンをクリックします。
④確認メッセージで､<OK>ボタンをクリックします。
（＜属性.伺い文複写＞ボタンをクリックした場合の例です｡）

塵1W曲ページからのメッセージ

砂 岡DNS・CW､0001:回性･伺い文復写をします□よろしいですが？

③＜属性･伺い文複写＞または
く別紙･別添ダウンロード＞を
クリック

ーーー

ｮ●一一

平成26年-研修兜節v

I． OK

一時的砂原糧耀除 一時的俊照権付与

別砥･別頻ダウンロード’圃性･伺い文複写
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一
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[起案]画面に起案例の内容が反映されます｡必要に応じて､項目の修正や追加登録を行い､起案します。
－－ーー■ー雫■ー－ーーー■

負
い孝雰､苧分凸

一一~マーーー一戸一

．～ロケL官●“凡！

園 叔徐無恥
脚丁亜『溌識･翁…

1超震I愛井.一興l受埜率癌巍i繊営麓12代据l.後露〒嘩.i諦号篭#.童癖字〃唾. lpSy出力I涙蝿.I璽予濃｛

趨蒙 ハ

鮮雪塞霊塁 函11,§決裁“霊

嘩亟il!燕行後(H23/0"01以後竹裁) (燕行前(H23/03/31以前作成）

面面…雷這這…雷

函|[豆ヨ
岸－1篇'潅恕値につbYて
函

篭崇達
決裁方法

､

件名
’
し
Ｆ
１
Ⅱ

藤麗寄1文笹番号・

起案日

大分頚．

中分類

名称(小分類）

保存期間

決裁処理期限日

緊急性

共有区分

"JI"WE百一洋匡.月匡．日圃塑些逵
F 可
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１
１

1

0 |鯖~一宣言~-~;[冒蓉1

毎

〉
一頚 ホイント

’
一一一一一弓

I硯謬鋸妊月ョ 、'’I硯謬鋸妊月ョ 、'’ ｢文権番号｣､『起案日』筆起案例から
複写されない項目もあります。
一一一二一一一－一一一一一 一＝－－－

1年未満

陣厨司『－で洋酉月(二コ日
医璽

1年未満

軍||謹誕四 vV

｢言蔬壺罰『蓉颪雨蘆,偏震雨,,蕊唾墨mll壷壺冒奉 竿’決裁区分

｢蘆~罰｢要厨房漬1[二房毒1「両一雨1
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3起案業務

§竜農樫鐙蕊例謹剰願する：
=－－－ － 一一一 一二 ‐一一 一一勺一画－亜一 Z式一一一一÷一一一一古■－－ー一一0

、繍鮮?芝燕剛添ダｳﾝﾛｰド>ポﾀﾝをｸﾘｯｸした場合は､〔様式ダｳﾝﾛｰド酒蔵が雲読され議す｡ダｳ〃
ロードしたい文書を選択し､＜ダウンロード＞ボタンをクリックしてください。

織式ダｳﾝﾛｰﾄﾞ

一 一P－

函 ｢二霊零1
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雫陸26年･研修冤昂v

伺い内容の詳細

決裁文書案

別添(鱈子）
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3起案業務

3議鐵瀧起察する
．－－－－一一一一一一一一一 一一

一 一 一コ ョ －－

本節では､過去に起案した案件を利用して参照起案することで､効率的に起案する方法を説明します。

業務名 、業務の概要

’’' 3-6参照起案する

一一＝ ＝

１
１

ポイント
■ ・'． oー0
ｰ

起案業務を効率化するための機能として､起案例､参照起案及び再起薬があります。
それぞれの椴能の違い｡使い分け方法は､以下のとおりです。

【起案例】

※3－5で解脱

【参照起案】
参照起案とは､過去に作成された文書を個別に流用し､起案することです。
過去に扱った文書で内容をほぼそのまま流用したい場合に利用します(例えば､月例で同じ件名で作成する文書等)。
※別紙･別添で添付されているファイルも､添付されたままの状態となりますので､必要に応じて修正してください。

【再起案】
灘3－7で解説

一一
一一一一一マー一一一一

79

3濯案業務

3=6参照濯集ずる
一一一 ＝七一句■ ■

一一唾｡一一一ゥ－－口一一

ここでは､起案者が過去に起案した｢決裁中｣状態の案件をもとに､参照起案する場合を例に説明します。
案件一覧画面で､参照元の案件を選択します。

句
金 詞 』一。一】■■

裁"供魔業務
一

淡 ＜操作手順＞
①参照元とする案件を選択します

1,･ga､1房維頻I受付文歯起濯l .Eml ｲ賑I｡ggrml耀行蝿罵箕IEIT幾謬酷呉鞭鴛野戦霧,ﾌﾟ
通禁酒としての-蕪（金繩斌）

Oリパて
担当者区分； 色起乗哲とし”一冤 ・ C交霊箇理巻としての-斑

Q決鯉者としての一貫 C細ﾃ者としての一興
C文筈取級孝仔とI江の一見 C公印幕貢ぎとじての－犀 ご忽嘱霧壷考如ての一見

起案日 ：扉▽1辰一一]年E三コ月匡．日圓血竺逵～囲厘二二拝ビコ月匡．日固辿型二

準
》
一
》
｜
》

i蟇霊荒I1蝿熱舞宗で

トー薔籠

|熱
決錘
方法種踊

決裁 隙子

’ 選択| 総顧 現処理旨件名文露密号

同忍l圏決藪中 課長悩発第237 一
一

示件数:1200E:v 前へ1次へ全1件表

①参照元案件を選択

唾軍]Ell8。
一一■

ー一

過去に起案した案件を利用して参照起案します。



■－
案件内容を確認し､参照起案します。

』一一一一一一

3握嘉業務

3三6参照窪案する
一勺←一一一. →一

口』
＜操作手順＞

①[修正]画面が表示されます。
②＜参照起案＞ボタンをｸﾘｯｸします。
③確認ﾒｯｾｰジで､<OK>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。

－TP－‐ 1 ，”j猿・

鹿行先弓" 1 膳届〆訓肇翻1.Csy出力.1 .潅擢I艤行患！

ー

I鍵d文曾錘l…＄,鵺行.l磯陵", I

八

決裁

■

___ I

｢頁~詞扉両…罵丁届~繭1｢癌馬丁扇~罵丁雷毒1
芯1

’
患起案業務

3三6参篭起票する
一－一一一一一■－．－ －

に応じて文書属性等を修正し､起案します。必
＜操作手順＞

①[起案]画面が表示されます。
②必要に応じても文書属性等を修正します。
③＜開始＞ボタンをｸﾘｯｸします。
④確認ﾒｯｾｰヅでへ<OK>ボタンをｸﾘｯｸします。

。

I_麗庭1歳仲芳慰l.受付雄屋露I屋索開I侭行l佼琿で砿. i_鱈読罵"..l.W

起璽

文憲園性鮮蹴咋襄壼－ ＝

|種別 画道決裁に供覧
|公文書菅理法 画|ﾛ施行後(H23/04/01以後作成lL施行前，
|文書識1 画|壺案文書C駆務運綬文書
|決裁方法 =ll電子､,I

一一

一一一一
コ

韓

I

ゴ
ー

②文書属性等を修正

’
＝＝

－－

謬棲会服握について
件名

噂|厘垂蚕適函翻……厘垂画…
鋤|厘亟匝一]堅閲一混腐一活動とZZ二－-－－－

》
｜
錘

大分類

中分類

名称(小分類）

保認間

決裁処理期限日

私･号b報一曼均うの』q沙セーZ E詞

⑦側｡脚,S.CW･0001:M瞳重ﾝ臺可･よ愚ｼ､画力’

一一

四唾

一一

》⑦

瞳董宣］
ワー一ー一

座
一
国

》
一
回
一
回
二

Ⅱ
可
ゴ
Ⅱ
１
「
剴
識

．繍繍;熱瀞學元か､

→ －3~|
緊急性

共有区分

決裁区分

I

圭一 ! ｢萩開始>をｸﾘｯｸ
「ー~~一 ー馥蕊癖塞･癖画f簔姉f葡竃･嘆弓薄遠雷善菖…

…｢二爵華圃函
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82

種別

公文圏管理法

文書稲別

決裁方法

件名 函

文蟹番号

起素日 函

大分類

中分類

一

一

一
睡國

〈j詮い

画

名称(小分類）

保存期間

決讓処理期限日

緊急性

共有区分 画

決裁区分 函

癌……

起室率 F一一三 E －－‐ ． ‐‐ 『 汀、 .，
電子

『訂停会､"につし唾
9 －－－－－

研修発第237

壼司｢一一洋口月亡．日酋力とZ2二
4 戸

画 一
扉恵一~一列~議零『．

Ｈ
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Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
聖

DK キャンセル



3鎚凛業務

3ニボ潟起案する
一一一＝一一一可し ‘鈴 鑑錦鼬蹴

､

本節では､決裁終了後の決裁文書について修正のための決裁を起案する場合に､当初の決裁の内容を流用して再起案することで､効
率的に起案する方法を説明します。

、業務名 業務の概要

’’ ’’
決裁終了後の決裁文書について修正のための決城を起案する場合に、
当初の決裁に関連付ける形で再起案します。3-7.再起案する

9ポイント
ロ

起案業務を効率化するための機能として､起案例､参照起案及び再起薬があります。
それぞれの機能の違い．使い分け方法は､以下のとおりです。

【起案例】
※3－5で解説

【参照起案】
※3－6で解脱

【再建案】
再起案とは､決識總了後の決戯文書について惨正のための決裁を起案する場合に､起案嵩自身が起案した当初の
｜決溌の画容を流用し､起案することです。
騨起案元丈掛と再起塞交書の関連付I紡ぐ､システム内部で管理されるため(画面上確露することはできません.） 、

|擁のだめの決裁を建案する甥合にのみ利用します， －－季一一‘..』

ポイント

83

|‐
3起票業務

3司罵篭案する
一h－一一一一一一一一一一一一

一一一＝－－－－

ここでは､決裁完了後に廃案した文書をもとに､担当者(起案した者)が再起案する方法を例に説明します。
案件一覧画面で､再起案したい案件を選択します。

口●け●

決裁･供覧業務
国台
“…。 ＃

』
■

、

麗震 ’

四
一

84

一一

＜操作手順＞
①再起案したい案件を選択します。

選択

ロ
ー
ロ

状鰹

処理完了

廃案

狸別

決溌

決裁

決窒
方法

電子

電子

文書番号

研修発第4号

研修発第3号

件名

露3回研艤会開催につしTて

も
一

第2画研儀会開催につ(,'五’
ロ 鹿案 決謹 霞子 研修発第2号

決裁 嗣子

起雲目

国璽円

R1/09/Z1

R1/09/21

R1/09/21

R1/09/21

R1/09/21

一一埴些

塩出琶

薬急性

研修太郎00

低

研修太郎00

低

研修太郎00

低

現処理者

Z1一
一
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－－－ ▲－ △■一一と .－－F ＝一一面一一一

再起案します。内容を確認し、

’』
＜操作手順＞

①[確麗]画面が表示されます。
②＜再起案＞ボタンをｸﾘｯｸします。

－－Pロ ●d－H F凸

＝竜垂も毎復苗9

擦裁"撚燕業務

I起寛I舞佇宇璽L異愉文轡星寵1.塁室倒1．.侭行1隆任雪一鷺I施行先-寛I塵行ﾒｰﾙ顕: I CSV出力｜

薩霊 八

’決裁

(H23/04/01以後）施行後

起室文書
忠子

第2回研修会開催につしvて

研修発第3号

｢一一 ． 、

I民ポイント’ ■

． ’

~－－－－－－1 j塾＝一
ト

一一一一イー度再起案した文書の場合､<再起案>ボタン一・一一鎌一一一一一一一一J桑骨J唾禾レノニ茶壷U’掴ロ、、毎J竺奉〆"I,季一

が表示されません。
※一つの文書について､再起案できるのは、
一度だけです。
※再起案した文書を廃案(完全削除)すれば§

－－－－－－－． 再度､再起案が可能となります。

可－1一

R1/09/21

教育
羅
一
》
一
奔
一
岬

保存期間

決裁日

塵量

涛

低

研修課OO内
審査なし

ー

不要

－一一一
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②＜再起案＞をｸﾘｯｸ i二
ｒ
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Ｌ '函1鰭…霞噌鵜巽 ’ 85

卍▼一房

3濯案業務

3三7庸鶴歩る １
Ｊ

必要に応じて文書属性等を修正し、 起案します。
＜操作手順＞
①[起案]画面が表示されます。
②必要に応じて､文書属性等を修正します。
③＜開始＞ボタンをｸﾘｯｸします。 ．
④確認ﾒｯｾｰジで､<OK>ボタンをクリックします。

一
ｍ
》

〕
も

縮

一
ｍ
一
》

起霊篭粟:亡塗雲電.…‘、一二r-垂童三雲型r－－管慰掛 ’
種別 画穆決裁●供寛
公文書管理法 画jg施行後(H23/04/01以後) <瀧行前(HZ3/03/31以前) |案文書が紐付けされて管理されます。

－－1本ｼｽﾃﾑ南部で､再起案元文書と再起

決裁方法 副侭享▽｜
文書種別 画麿起案文書区事務連絡文書

「一百鵜ｲﾝﾄ ■→i｣■
司浮2圃疏窪鯛"層ついて｣の一顧函こつい℃件名 －－－1章紀宝完萱毒が鳥胃,鬮六れ為軍国i士「

②文書属性等を修正

－瓦~‐

件名

壼憩譲譲欝黒’される項冒は｡「
劃臣画一年画月屋.日圃型全量二陸鼠琵ﾖL逼塞

》
｜
》

大分類

中分類

名称妙分類）

保存期間

決裁処理期限日

緊急性

共有区分

洩譲反分 二



１
１

3起案業議

3濤齢鬘i鰯形ルー羊鶴瀧謁
一一一一.一一一一一一一J一一国 凸竺一一■一一一一一一一一一己

ここでは､定型の決裁ルートを雛形ルートとして登録する方法について説明します。

業務の概要業務名 ！

ロ定型の決裁ルートを雛形ルートとして登録します。 ’’’’
3-9-1.定型の決裁ルートを縢形ルート

として登録する ．

’’’
｜

ト

3-:－2.雛形ルートを利用した効率的

な決裁ルート設定
ロ雛形ルートを利用して､効率的に決裁ルートを設定します。
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Ｕ
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Ⅱ

Ｂ

ｒ
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3縄塞業務

捗饗雪w錨溌擁弓確燈録講義
一一一 一一 二 e 一一一一一一一一=－ご一一 一 一■■一一一一一一画一一画一一▲一一一

學から､決裁ルート設定のための画面を表示させます。

毎■も

‘…

[起案]画面等から、

’■ ＜操作手順＞
①＜決裁ルート＞ボタンをｸﾘｯｸします。

１
１
１

・
獺

一
一
一

「

’
一

F

1~ ｡宰首

I…l妬行汚！j起塵I慶住デ虹_l受付交霊起蹴I録罵臓I代行i笹鑑--気. l蝿ｦ先一驚I鰯齢【-船謹lcsy出力

騒議

文霊馬捗鮮籍非差崇

|竃配り 瞳画!直決裁C供覧 ’
|公文書管理法 麺|§施行後(H23/04/01以後作成1(施行前(H23/03/型以前作成）

八

一
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

|垂種別 “|､画起室文書･事務連鋸文窃
|決裁方法 唾|画園 一■■一一一①一一

1
Fー
ザ

I
函件名

陣藤壼薪穆屋屋~▽1｢薪溺葡喜T厨房弓1｢享薗諏雷1厘亜頭詞画文密番号
－

斥雰1E百一拝E二幅F－1日『1控Z逵 －
＊一一一ー‐一一

麺》
｜
》
一
》

~▽IEE二言壹壼プ｢霊］I運択して〈産い

図
画

一一

一
一
一
一名称(小分類）

…間

決裁処理期限日

緊急性

共有区分

決裁区分

陣扇~g1r一拝[．月庁]日瞳鯉堂処篁
国
雨一意,,雇悪罰 一{一一歴悪而零罰蒻①＜決裁ルート＞をクリック…‐

一

一~-.-,1

’
－－

－－－
｜起藁用壌移照l[E=

謹
_i

一

V：語
砲礎

I ‐~ ‐‐
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一房
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１
１
」

鼬起案崇務

3弓8三1雛瀧ﾙｰﾄを登鋸する 1

1

’
■
Ｉ

定型の決裁ルートを設定します。雛形ルートとして登録する、

9な宙毎rO ．、

'決裁‘供覧業務裁・供2

’
CSV出力 I jI9ZI寒件-鷺1識砿調起走. l 起撫園（代行I幾任胃冒冒寛.1膳行先-"l .露$《‐(極2.1

快鐘･侠猟渋鐘ルート

蕊形ﾙｰﾄ名： 、′ ・議窒‘・

ルト設定日：斥冨ﾏ1E百一拝F一1月ロ日勤と垂二匿罰
l U

③＜雛形ルート登録＞をクリック

》
一

L一一
②定型の決裁ルートを設定

｢一響宗｜ ”

Ｊ》

一一審鰯？）
睡雪

醸
轌
露
蕊

鯉
璽
函

》
麺
麺

御
塞

屑･部極Q室

二一一
＝

－

幅
一
噸》
》

鰯研研 教育太郎2担当者■

教育課長｢奮壷1ロ ■0

｜
ｑ
４
ｑ
ｌ

･
情シ患員5
情シ職員6

行政管理局総務部
行政傭報ｼｽ示A企画限

函
一
一
函
｜
函

ロ
国
掴Ｉ

穰景
７
８
貝
員》

》

情邇職員1口
一
口一

一

コ
纏
一

－

当該3
一

当塗湿｢藷ZD 章同蛮時vl 総務職員ユA

文蟹管理課

些

3渥稟業務

雛形ルート灌登録する3-8-1

【

雛形ルートの情報を設定します。
＜操作手順＞

①[雛形ルート登録]画面が表示されます。
②雛形ルート名､雛形ルートを共有する範囲を入力｡選択します。
③＜登録＞ボタンをｸﾘｯｸします。
④確潔メッセージで､<OK>ボタンをｸﾘｯｸします。

〃もー■■0

決裁･供鐘業務

1逼童I震件一侭I受付幸起案I錘室例lf賑1後任曹一気1廃行先

■彫ルート函

1
IH7H/nB/04

穰焉
I

②ルート名､共有範囲を入力･選択

豊澄
母all淀修会髄催通知

’
’

I 11

W曲ページからのメッセージ
1

1雛膨ﾙｰﾄの裳有範園は､｢個人｣､『爾属｣‘"種類から震擬でき議す｡ I 、､,｡…職･"01 EIEPJ"-……｡よろしい函絢､,

典 ，…‘,④<OK>をクリック

I=章二言1OK
｜

| ’
｡｢個人jを選択した場合

雛形ルートを登録した職員のみが利用可能なルートとなります。
1

｡『所属lを選択した場合

雛形ルートを登録した職員の｢登録時の所属組織｣と完全一致まる
組織に所属する(同一の係に所属する等)職員が利用可能なルートと
なります。

◆ ‐－一一 一手一

一一 一一一 日

I

1

1

（ ③＜登録＞をクリック

L － 一一一一口一一一一●

－国I雲｡’
90

<操作手順＞

①[決裁･供覧決裁ルート]画面が表示されます。
②定型の決裁ルートを股定します。
③＜雛形ルート登録＞ボタンをｸﾘｯｸします。 ，

当珪唾室回画時.v

---ﾛｰｰｰ-.口.〒1.1註jV

当瞳健室向遥磑v

『修腱 vl

辰~言1「爾志1｢面~歪1



3起案業務

S謡二1.爵蛎ルー斗卜を豊蕊惹苛愚
４
一一一I

定型の決裁ルートが､雛形ルートとして登録されます。

一一 ■F■三 一 『 ー守一一一■ 一一一口一一＝一一

一一二一一一一一一一

一口CG

決裁･供…
倉
Q

画
か■

砿戯太穆』

1.m.i撫件需憾IXm謹嘩

認･棒決垂ﾙｰﾄ

一一

【起窺側I代行._l."Xj歯磁号-露l癖謬r側露I FSVifW1W"l堰伺薄！

八

画 …麺［冤癌1「頭E雨菌可［重証王憂国
｡－

鯉形ﾙｰ･卜名．： 研謹駆擢釦
－－－｡

－

一一一一ラー一色一夕一一一一一二一口一一一一一
一一至一

Il l
一

匡一奎哩Z型

でポイント
ー 酉－ ‐－－星. .. ‐

ー

,－－－J

醗鰐局総務部 厘孟蕊局壷言v

I当険課至回竃時v

l . _k
r肩~言lm"TE~m

’’朧璽竺－－号’文書管理課
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3趨案業務

|帰す愚
- - -口 - .一一一.＝－－~一酉 一一~－

雛形ルートを弱3雫惇翌
一一＝一 一一

Ｉ
Ｉ
Ｊク

ここでは､雛形ルートを利用して､効率的に決裁ルートを設定する方法について説明します。

業務の概要業務名

’ロ定型の決裁ルー1･|を雛形ル｜･として登録します。’’3-畷－1.定型の決裁ルートを雛形ルート
として登録する

’’3－$-2雛形ルーー

な決裁ル
｜
I

ﾄを利用した効率的

一卜股定
ロ雛形ルートを利用して､効率的に決裁ルートを股定します。
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3起案業務

3毛三2雛形ルートを利用する
Ｉ
１
ｉ
‘
Ｊ
里L － － 二一■ゴー=

[起詞画面等から､決裁ルート設定のための画面を表示させます。
‐ ｜＜操作手順＞

患悪霊蟇~－ ’…ﾚｰ呼ﾝ謹惣
1．超寛l.W#壽鷺」受側丈密鐸I罎例.1代行I .後任冒子気1.鰻行先=翼1 ．輯ﾗﾒ認潅lCsyIMI .決麓鯉.1噸誠I

起寮 公

｜ ｜
文害麗性詳鞠非壼宗

｜種別 E亜|道決裁･供寛
l公文曾管理法 唾I宮施行後(H23/04/01以後作成)C施行前(H23/03/31以前作成)
｜文雷種別． 唾|垂案塞ぐ郵務連絡文醤

＜操作手順＞

①＜決裁ルート＞ボタンをクリックします。

官施行後(H23/04/01以後作成） 《瀧行前(H23/03/31以前作成）
垂案文書く津竪連絡文醤

’

函|厨司決藏方法
－－ －

『 一一
函件名 t
ー一一一‐ーー

文筈昏号 画||毒玉章蔬霧刷匿亟函匿蔓麺匿亟麺…記

藍
拳
屋子

犀~▽1犀一洋画月E二]日[.､墜塾二画
一一 口＝一一一－ー寺 4 Lヨ ー

垂!一ご字デー~一~可｢蕊調観…
’
一図

面
－－－

i壷ﾏlr==洋国月[二コ日箇迩とZ畳二
E画

’－－①＜決裁ルート＞をｸリック
一【

－！画
｢症ml'質頁惑一 一万’ ーー～

|態襲用睡砂璽冊塾

I震試
－－

－－

ー一
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3濯案業務

3招壽2雛形ルー司卜を利‘用する
1 － －－．． ‐‐‐ ‐‐__､_‐

雛形ルートを取り込みます。 ＜操作手順＞

①[決裁･供覧決裁ルーH画面が表示されます。
②｢雛形ルート名』棚で､取り込みを行う雛形ルートを選択します。
③＜置換取込＞ボタン､またはく追緬取込＞ボタンをクリックします。
④確認ﾒｯｾｰジで､<OK>ポﾀﾝをｸﾘｯｸしまず。

②｢雛形ルート名』欄で､取り込みを行う雛形ﾉ｜△云甘■G

決裁"供麓諜鑑 ， ③<置換取込＞ボタン､またはく追緬取込＞
④確認ﾒｯｾｰジで､<OK>ボタンをクリック1

1. .屈興.1_,蕊齢侭l."球霊…1舜例’㈹51挽缶酢蹴l箆冨完豈挺 1燕未妙露.l_Rsy出力.1..涜翼博.1蕊行規I

決裁･供麗換穣レド 八

I
U

’ ll唾璽-翌』唾… －_－二三
－－■－－

斫修会閲腔速知鐡形ﾙｰﾄ名：
－－－画 ■ ロー一一画＝

雪蘇憲ﾙｰﾄ設定日
ー

ジー｢菱~更1
｜
’③＜置換取込＞またはく追加取込＞をクリック

藍一宇~i-(．‘霊駕11】 ｜ 同蝿奮(＄攝毎i員電】
《＃掻聞有）

率
鐸
函
霊

》
函
認 歴亘

ルート
温定
壷
函

局･鰯／良・室 車前■頁

h

I＝1

1 關鰯“部相当者□

,＜置換取込＞をクリックした場合

現在設定している決裁ルートがすべて初期化され
雛形ルートの内容に置き換わります。

一
一
》

｡＜追加取込＞をクリックした場合

現在設定している決裁ルートの下に、

内容が追加されます。

vi －

当唾煙室回贋時Y
－V

一

［
〔

のトル形
一

雛

当駿認堅回腰鼠v

日版醒l:逼塞
941 －



3起案業務

鵺8毛雛形ルー|ドを剰麗誉鐙
I
雛形ルートの内容が取り込まれます。

■
１
‐ ’

＜操作手顧＞
①必要に応じて決裁ルートを修正します。
②＜股定＞ボタンをｸﾘｯｸします。
曹智＝UーFVし、”、…グン I巳『P一し

②＜股定＞ボタンをｸﾘｯｸします。
｡

一一ー ー一一－一－－－－

■･ ﾛ

決裁･織鐘業務 －1■■

I起醒l麗砕守彊l妥楜蕊尭I"HI代行l俊鎧-魔I駈先宇寛l":-f樋砥lcSv"､I池■1噸ﾗ卿l

挟魔･唾決裁ﾙート 八

で－可…………
－今一一一■一一一一 一一

厩塵諏画面篦形ﾙｰﾄ名畠
一一一

ﾉ1戸卜塞日ョ 陣蚕で1犀一洋一月属司日置2座>姥匿~罰

唾
》
唾
函
一

壊画石
（卓哲健逼知有）
【＃筏聞有）

睡罰
一

吋
睦
一圓
函
露
函
一

閂畷壱砺論回隠園｡醇／塵･竃

一一一

雛鼠研催鄙
研修局研綾部
研修課

教育太郎2ロ’ 把当岩

I 1教育蝶長｢蔭~歪1 |当墜臣率同曙時v□ i■、 ①必要に応じて修正0

ll o lp＋豐引錨騰蕊|｜ 、、 | r,

鴻羅團舗｢画一定可□｡

一蝿団

E1並副I鎚雲鑿麹|｜ 、、 ｜ 『， ｜ 血貢責

シ蔵員5
シ職員6鴨園繰 1当瞳顕窓伺圏時v
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Ⅱ
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ポイント

屑
通陰買う
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黄
貴
賎
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通
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堅睦§＆宕圃晦瞳V
一－℃函一一一一＝雪蔭璽冨固函言 U1 1摘通賎員1摘通職員1

I
一

五ポ
L

総務職員1A当駿屈室回塵時vl

決裁ルートの雛形に登録された者がそのまま反映されます。

ｌ
０
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｆ
Ｉ
Ｍ
■
■
Ｉ

0
ー－

②＜設②＜設 量>をｸﾘｯｸ 1定＞をｸﾘｯｸ
ト

1雲霞霊冒頭詞

Iｰ｢一－－－－－－≦
一一課鱗議…誉”

／
一〆〆

■一一一

r頁~詞厩潅扉副E颪壷］
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、－－
－'－－

感柳，

■

L‐一‐ －－ －－ － ．‐‐‐ －■一一一一一一 今一一

4.決裁業務

<概要＞

本章では.文書管理システムで行う電子決裁文書の決裁業務について説明します。

なお_電子供覧文書の供覧も､決裁と同様の手順で操作します。
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l

4繍業霧
一一一 －－－ －●一＝＝－－ ．

全体業務において.本童で説明対象となる菓務は.以下のとおりです．

＞嘉亨＞ 延長~。施行
畦
グユ

f

庁内 紙
施行等（郵送等）

一癖針国
｜

「施行の要否｣が｢不要』の塙合

原i鐵
決裁

(電子）
一今

壁 、蕗廊…

L_今 一一一「罰

１
１

、

淀
※システム外蝿作

97

4狭識業務
L一一一一一一重= ←一一 一一一

本章では蕊決裁(供覧)者における決裁(供覧)業務を対象として壜操作手順とポイントを説明します。

業務名 業務の概要

’ ’ |' 4-'､決裁(供覧） 起案された決裁文書を確認し､決裁(供覧)を行います。

’
1

｜
I ’

4-2.差戻し
灌豊僻!あると判断した案件を担当者(起案した者)叢たは前承認者
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4決裁業務

4－1，蝿
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決裁文書を確認し､決裁を行う際は､以下の手順を実施します。

’．一一一一二■一一一一一一一～ご－

余識1塁錨I誹惑識碩

１
１
１
ノ｛ ･決裁を行う決裁文書を選択します。決裁文書の選択

畢
－
〕｛ ･決裁文書の内容を確麗し､決裁を行います。決裁

Ｆ
直

Ⅱ

Iポイント

１
９
１決裁中の決裁者は侭｢文書属性』等の内容の変更や『添付ファイル』の差替えをすることができます。
１
Ｊ

§頂

｣

一一■一口 F－

4.決裁業務

鯉=1製繊
一 一 一 一一 ■一一一▲由■一 一

Ｌ

一一一一一一 一一一q 凸一

決裁文書を決裁するため､トップメニューから業務を開始します。

＜操作手順＞
①｢決裁･供覧業務｣メニューを選択します。 ’

I

決裁手順

’
甲一一一一■再 一一一■一●－■■ー－コ已壼ロウ■マー~－一一一

一元的な文態管理ｼステム 園”鋤､
､＝

決裁文書の選択
1,”ヌニュー

所属部唇鈎蕊p翻紫_…….漁塗韓亮諭毎鰄腫．…て国

廻
索
印
超
公

ーー

①『決裁･供覧業務Jを選択
…苛一鯵夢葬琶汽琶.

I

’
文窪隠唾栗翻

－

｜
|お知らせ〔室天］

１
１

「
,■■、
決裁処

…

理待ち案件がある場合は､｢未決●件｣と
表示されます。 ’’ 100！

←

Ｉ

週… 画，副尭魅f語謝 I メニュー
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4撫裁籠務

|
灘－1蕊鐡

決裁する決裁文書を選択します。

｜鍔誤鰈瀧
一~~~~~~－－~1

決裁手甑

＜操作手順＞
①[決裁者としての一覧(処理待表示)]画面が表示されます
②決裁する決裁文書の件名をクリックします。

函
舞９ ０１

１
８
１
．
Ｊ
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や識官と！〕ての－頁 で｡ft行智国欠の－庭
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睡一》

鐵鴬
状鯉 浬圃 ｜ 文霊髭号文霊髭号 件名件名遇択

圃捧 箆些雲凰“麹室四二 ｜
H26/09"6
－

H26/09厘6I決裁 露子 研修発第203 教宵課長

決裁文喜の選択

毎・

堕窒、 _隠溌－1
教育太囲2
－

砿
屋姪g鯉定翻畠 、～、～□ 未決 供髄|電子 研修発第”1 教育課長

上J韓 供覧l電子 研修発露200 教育媒喪毒
一
毒

②決裁する文書の件名をクリック ．

『両三由君垂『＝画 U郡面…盲卜嘩一一垂一一一 一

教育鐸長教育鐸長教育課長決謎 研修発第193園子 鯖80回J1憾金切個ついて

》
鮮

長至育
廷
教
蛭

H25/09/26

i-f26/08/0Z
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低
一

赦育太郎

画 法溌 研修発第177
一
藷 電子 一 教育課長
一一
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状態

言一一 色

ロ

ホイント 研修発第170 教育黒畏

1

｜裁を行います．
■

－

状態が｢未決｣の案件について､決裁を行います．
|研修兇罵』6フ
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4決裁業務

4=1.溌裁
I

決裁文書の内容を確認したあと､決裁を行います。 ＜操作手順＞
①[決裁]画面が表示されます‘
②文書の内容を確湧します。

虚

決裁手順

②文書の内容を確認卜"-鮒電z！"v蝿"！
＝一一

1厘重!…！愛…戯'1－娩興
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決裁文書の選択 一
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4決裁業務

4ﾆﾙ洪裁
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決裁画面上で､別紙･別添文書を確認･変更する手順について説明します。
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決裁，供鐵業総
決蔵手順
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渓難

{…薑鞭）決裁文筈の選択
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〃
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０
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四
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－

別紙･別添文書を追加する場合は、
①｢決裁文書案』をプルダウンﾘｽﾄから選択。
②<参照>ポﾀﾝをｸﾘｯｸしてファイルを追加。
③必要に応じて資料名を変更。

一幸L◆■心配心○句
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●
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』

颪
－－－

卜雲雪一塵
決裁文害案

決裁文膏案
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牽念鱗難繊
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4決裁業務

4-1鞠裁■

ｒ
Ｌ
Ｉ
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一一一一甲一一

■q■■■■■■■■■■■■

決裁文書の内容を確認したあと､決裁を行います。

’’ 希繍莞ため､く決裁>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。
垂
■

決裁手順

I記郵I舞伸？叉I父創文宙鏥寓【茜糞錦I侭房I後辱導-病I麓l読一■1富挙･恐簿婚f 哲告v鰹〆

決錨 1

決裁文番の選択

i
、ぱ
者

決裁時､決裁者自身が決裁ルートを変更することもできます(例え｜
次の決裁者を後閲に変更することが可能です｡)｡ただし、現処理：
が登録されている同一枠内の決裁者のみ変更可能です。

※他の枠の決裁者を変更する場合､又は､新たに他の枠の決裁毛
追加する場合は.起案者による修正操作が必要です(決裁･供覧3
務の『起案者としての一覧｣画面から案件を選択して修正します｡）
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画件名
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蕊講織辮難識霧
※起案者が修正した際に､既決者宛てに届く『決裁変更通知メー
ル』は､決裁者が文害属性等の内容を変更等した場合､又は､起
案者が差戻しを受けて変更等した場合は届きません。

､睡子ﾌｧｲﾙ名
一･････一･･一一一
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決裁文書の内容を確認したあと､決裁を行います。

H
I ＜操作手順＞①確認メッセージで<OK>ボタンをクリックします。

､～

葛
旦酵埠尹

魚
『称Z

価固垂踊
決裁手願

I起鍔_1gW!受『露蝉踊』馬寓就I f時【観顕翻り蕊癖-厘I忘鐸冑－61論鰹i と5､“｜

洩哉

決裁文書の選択 ホ

､EL 次決裁者が設定されている場合､次決裁者
に｢案件通知(決裁)｣メールが届きます霞凝向”3．1王

種別 画1決戴

鶚涛蛮階"-雰譽露｡｡管-ゞ 唾雪
決裁方法

扉『②鮒“…"期漂確ｯ霞訂‘よるwてす憲｡’
二一一

文書琶号

－， r壼言膀壼面子

件名

に夏．

決裁

一一一

①<OK>をクリック
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口
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の一部の変更や『添

付ファイル｣の差替えをすることができません
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文書内容に不備があり､差戻しを行う際は､以下の手順を実施します。

Ｉ
Ｉ
Ｐ
ｂ
ｂ
Ｄ
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ｂ
℃
■
且
■
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輯戻し應誇げる詞侭

｛
、
１
１
１
１
ノ

決裁文書の選択 ･決裁の場合と同じ方法で､決裁を行う
決裁文書を選択します。

e

｛ ｝ ･決裁文書の内容を確認し陰差戻しを行います。差戻し
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_』
＜操作手順＞，
①[決裁]画面が表示されます。
②<差戻し>ボタンをクリックします。
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ロ ー』一一一一二竜李ら』 や■一F

差戻し理由を入力し､差戻しを行います。 ＜操作手順＞
①瑳戻し理由]画面が表示されます。 ．
②差戻しの情報を入力します(『差戻し理由｣桐は任意入力)。
③<差戻し>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。
④確認メッセージで<OK>ボタンをｸﾘｯｸします。

’一

鑑熟…
差戻し手顛一 一一一一

'津'､畜緯難’鷺辮鳳“i“!《嘘!隈"豐翼．i･掬海･灘'･翻…"･"’"･《i②差戻しの情報を入力
差農し理由

決裁文認の選択 魁畷置区分
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｢申送り事項｣は､決裁後も処理履歴から確認できます。
｢付簔｣は､決裁中のみ表示され､決裁後の参照はできません

０
８

蕊唇l[雲副’
.…|決裁者自身と同一枠内で､かつ自分より前の決裁者を差戻し先として
｜選択できます(差戻し先に｢差戻し通知｣メールが届きます｡)。

③く差戻し>をクリック
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II 5.決裁完了処理
L

<概要＞

本章では、文書管理システムで行う決裁文書の完了処理について脱明します。
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5.譲鍾混了処理
一一一 一 一 一 一一一 一一一一 一一一一

全休業務において､本章で説明対象となる業務は､以下のとおりです。

庁内 、紙

施行静〈騨送等）

決裁

(紙）

’一→ど錘J

鼠
~1

腫蕊同一'詞一届
l・

『施行の要否｣が『不要』の場合

同一令彦一一一＝一 一一凸 今 I■再一一

匿
決裁

完了

１
１

※受付縦､決裁を行わずに
文塞登録することも可能

※受付せずに起案
することも可能

函圏
｜紙の堪合
‐

可
１
１

繊
細

’
※システム外操作
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5．疾患涜了:鯉理
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本章では蔭決裁完了処理を対象として､操作手順とポイントを説明します。

業務の概要業務名

’’’I 決裁後の決裁文書について.決裁完了処理を行います。
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愚漢裁完了鯉理
一 ユーーーーー凸一一一一 一一一一

ローーー ー一 一一一口－ －－－－

』

決裁文書の決裁完了処理を行う際は､以下の手順を実施します。

’「◆溌裁完了1量鍾鋪鐙霧順 凸迫 二一一三一

（ ,決裁完了処理を行う決裁文書を選択I .まず，決裁文書の選択
ノ

号
、

（ ･決裁完了処理を行います。決裁完了
ノ

ン

決裁文書の作成日等､起案時点で未確定である事項を､決裁終了後に追記する場合は､決裁完了処
理において行います。

一
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5-1.決裁完了処理
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決裁を完了するため､トップメニューから業務を開始します。

’＜操作手順＞
①｢決裁･供覧業務｣ﾒﾆｭｰを選択します。

決裁完了

、手願
一－－4h勺与一■両 一

決蕊文書の選択
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鳥井

決我完了
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’’ ；倖 一

＝
｜ （

･供覧業務｣を選択･供覧業務｣を選択 1－‐雇墨璽雲竺彗
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5.鐡塞蕊完了処理
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文書を表示させます。決裁完了すべき決裁

■
＜操作手順＞

①[決裁者としての一覧(処理待表示)]画面が表示されます
②担当者区分から｢起案者としての一覧｣を選択します。
③<処理待表示>ボタンをｸﾘｯｸします。
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珂冒…
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R曾吾踵･廃棗吋移管･廷
長に閲する処理
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決裁完了する決裁文書を選択します。 ＜操作手順＞

①[起案者としての一覧(処理待表示)]画面が表示されます。
②決裁完了する決裁文書の件名をｸﾘｯｸします。
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決霊 輻10回研修会剛錘ごついて決裁終了 霞子

｜|謹|決璽鰭了；

鎚窯差－－ ‐~曹彌謙一

懲匿状態が『決裁終了｣の案件につい
決裁完了処理を行います。

露82回研俺会翻侭Eついて

第77回研修会照織2ついて

鰐75圃研穆会開催につし暉

一一 回
1 15
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謀裁完了拠雲§・
一一一 ■ 一一▲－－一－－

決裁文書の決裁を完了します。

＝穴ウF宣毒4

決誰完了

手順

1

1
I("…1決裁文暑の還択
l
U決裁終了後に追記する場合は､『決裁鍵了後追記事項』

桐に『(決裁終了後追記令和○年○月○日)決裁終了後
追記するとしていた内容は次のとおり｡○○○○○○｣な
どと入力します。

※追記を行った場合は,決裁ルート上の決裁者や文筈管｝
理者隼に決裁終了後追記通知メールが送僧されます。

寺、 決蕊

施行後（H23ﾉ04/01以後）
■

一
旦
『
０
町
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『
》|…ア ｝決裁完了
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月蒟一日I
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＜操作手順＞
①[完了]画面が表示されます。
②<完了>ボタンをクリックします。
③確認メッセージでくOK>ボタンをクリックします。

公文昏管理法

文圃唖溺

決戴方法 電子 、
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i6施行処理6

－

<概要＞

本章では､文書管理ｼｽﾃﾑで行う決裁文書の施行処理について説明します｡驚
喜を他庁や他の擢鱸へ謝する必要がある場合は､｢施行jを行います。

蕊;”

1－＝~~~~一五 ポイント

’;施行処理1次､旋行の要否を｢要』とした墳合に行います。
な挿・誤って施行不要として起案した文書については文書状態を以前の状態(『処理完了｣を『保

I鑿駕麗讓鰯薑蝋競篤駕駕墓。

|■襄繍篤欝蔦睾蹴駕菫……霜“ ’
117

’

一
！
‐
１
１ 6施行拠理

全休案務において､本章で説明対象となる業務は､以下のとおりです。

し起案

庁内 紙

施行等.（郵送等）

う

ｌ
Ｉ
！紙の増合

雁隷園
『施行の要否｣が[不要｣の堰合

施行

i■ 睦
匡

エ

’
※受付後､決裁を行わずに
文書畳録することも可能

※受付せずに起案
することも可能

厩 I

l

I

今

※システム外猟作

118



a施編鯉狸
－－一一一

一 一 一一一一

本章では施行処理を対象として､操作手順とポイントを説明します。

業務の概要業務名
｣

1’' 6-1施行 ’

I
, 〈施行方法が『庁内施行｣の場合＞
‘施行完了後に施行先を追加したい場合は､r決裁･供覧業務Jの『施行メール確潔』メニューより追加を行います｡ま
た､施行メールを再送信したい場合､状態を確謬したい場合等も｢施行メール確麗』メニューより操作を行います。

一一ロー→一一一 ● 一 ‐
一 一一一
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6施緬処理I

|－ 一－－．－一コ一一■ 由一一一｡■■－－．舎一一一

I－吉一一一一一？一一

◆施ﾘ行にお撤溢季順
､一一 一 凸一 一 一 一一－－－

決裁文書の撰択

、

｛ ･施行を行う決裁文書を選択します。
」

尋

I 施行方法の選択 ･施行方法を選択します。
ノ

尋
~、

｛ ･決裁文書に対して､施行明細を登録します。施行明細の登録
ノ

120

決裁後の決裁文書の施行を行います。
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5.施行狐狸
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決裁文書を施行するため､トップメニューから業務を開始します。

’’ ＜操作手順＞①｢決裁･供覧業務｣メニューを選択します。

壁
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施行方法の選択

’
冬

｛ ’
、
一

二施行明細の登録
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a施行処理
一一一！

上
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施行する決裁文書を表示させます。 ＜操作手順＞
①[決裁者としての一覧(処理待表示)]画面が表示されます｡
②担当者区分から｢起案者としての一覧｣を選択しまず。
③<処理待表示>ボタンをクリックします。
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屋布･唾 4件

廸麺今鐙l琢写も.9｡?､1

魂型塗･供覧業務｣を選択 1
1

文蜜分顛､文震登録・
旗･縄塞･移管･砥
剛する処理

【蔓蟹女ごI

軍繭面頁可 2件麓行魁理未了 3件
未決 1佇公印画酔了 ・1件
涜侭焦了 6佇官囲喜宣未了 1件
室野宅？ 1尾廻毒"聟手下 等律

起震,決裁･§錘･雄行・
公印0官報に関する処理



｜

L一 鋤澗葡処理
一 ＝－- 一一一一一▲-－一一一一一一一一一

一 一凸 一一

一一由一■一一一

択します。施行する決裁文書を選
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(嵐驫…］決裁文書の逸択
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施行方法の選択 翠
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明細縞集画面を表示させます。登録する施行文書の

■
＜操作手順＞
①脆行]画面が表示されます。
②施行を行う文書の｢詳細』をクリックします。
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＜操作手順＞ ．
①腱案者としてのー覧(処理待表示)]画面が表示されます。
②施行する決裁文書の件名をｸﾘｯｸします。



耐施行拠理

施行方法を選択します。

’
＜操作手順＞
①[施行方法選択]画面が表示されます。
②施行方法を選択します。
③<登録>ボタンをクリックします，施行手順

|蕊蕊辮驍耀舞繁書を通知
卜，

!’

熊行方途室銀

鱗≦霊蕊霊鯉勁
掘〒方法を暹択して壹議ボタンをポ

施行方法

騨燕蕊蕊蕊蕊繍ﾐ;
|~~一~‐ 萱ポイント

|･庁蝋施行』を選択した場合の､施行文書の添付方法〉
③の<登録>ボタンをクリックした後の[施行明細編集(庁内施行)]画面で、

歴
方法1:『施行文』欄の<選択>ポﾀﾝをｸﾘｯｸし､決裁文書案に添付した
ファイルから施行文書を選択して登録する。

I 方法2:『施行文』欄の<参照>ポﾀﾝをｸﾘｯｸし､施行文書のﾌｧｲﾙを
選択してく開く>ボタンをｸﾘｯｸする。

。紙(公印不要）

1鱗§鯆蝋謹職 。

｢紙(公印要)｣は選択しない(裁判所では公印
審査の機能を利用していないため)。

一 一 一 一■

－

I紙(公即安ﾉ」は超釈しない(誠判町

審査の機能を利用していないため)。
1

1

1
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．庁内施行!ｰ
三一一一一一一

国紙(公印要）

施行方法
震

謡鯛鶏難藤謙蕊蕊驚驚．

③<登録>をクリック

決裁文書の選択

幻
施行方法の選択

叩

施行明細の登録
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6施行処理

|軸脳”場合｜
施行文書を添付します。

＜操作手順＞
①[施行明細絹集(庁内施行)]画面が表示されます。
②<選択>ボタンをｸﾘｯｸします。
③<施行文選択>画面が表示されるので、
④<登録>ボタンをｸﾘｯｸします。

h”sW
添付する施行文を選択します。

’

ぜ■qマ

決裁風供覧業務
~支寧

施行手順
■■■■
■函

施行文！
ｒ
」

１
画笠

I I
｜ 膣

決し 裁文書案に添付されている文
書を選択できます。

茨案文蚕素

C ③施行文を選択 I

施行方法の選択

又宙壱号

施行先 画
－－－奇一 一 一一

④<登録>をクリック

ａ
■
■
０
■
■
■
凸
■

ﾒｰjﾙ本文

｢面露－1｢豆盲］

一一■角0－ー一一 ÷ 一一一＝~ ⑪ 一一■ー旦言

一 一~ ~

弓雪
一一｡一.ー罰8 ●‐ｰ

‐ ． 毎風..．
‐｡ ■■ ー○

一一一一一一＝一一一

②<選択>をクリック

－－…屋胄や一七一
合一①●一一●

一一■－－一

一
斗施fﾃ文

『
「
、
’

｜状蛾 I施行待ち

ー－悪』

<参照>ボタンをｸﾘｯｸすると､デスクトップ等に
保存されているファイルを選択して添付すること
ができます。

｢憲言]E籟雇扉]W
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決裁文書の選択



剛翻剥幽理
’ －■ ■ ■■■

一一一一一一里一一 司

I斥内施綴の場合B
施行先を登録します。

＜操作手順＞
①<施行先選択>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。
②肺行先選択]画面で施行先を選択し､<追加>ボタンをクリックします。
③<登録>ボタンをｸﾘｯｸします｡・すロロロ巳

決裁･挟蕊講鵬 轟一.、
11_1.蘂I丞仔一魂I受付…1壷例I妬I産蟹-夷I竃洗一魔I辱-島唾1CSV出力l＝I毎sl

発露
［施行先選択]画面に施行先がな・

官趨登垂の蓉否 ｜牙雲 い場合､まず､施行先を作成する

｜匡一 ｜ ・必要があります。決蕊文蜜棄

<施行先一覧>ボタ芝から施行先を
｜作成してください。

①<施行先選択>をｸﾘｯｸトーーー ！

I｜ iﾒｰﾙ侍名 隆 一__鯵．、 j

麺毎号 ■厩影鎚冒第101号 ▲

｜ ；膳行先 画「壷塞壷寅][再盲電童.…〕

鰯ﾃ日 画唾l.皇 一迂孵文看嘩>群ﾑ･･唯翻･争予ず塑靭
FM…

笥口
~
巳■

[施行先選択]画面に施行先がな
い場合､まず､施行先を作成する
必要があります。

<施行先一覧>ボタ芝から施行先を
作成してください。

画一Ⅷ

施行手噸

{鱸…嘘1施行方法の選択

C
州
Ⅷ
葺
麺
ロ
ー
函
函

－､

施行明細の登録 ｜
ノ

！
’

ﾒｰﾙ趣 檸望上｣鶏騨』垂璽
再婚題再室白昼
堕睡竺匝交魯長 公

L

■岬琿庵要侭

施行文

．■堀今

＝霜〃
４
一
一

一一 ｢面墨嘉轟リック
I

蝉
一
》 鯵宏塑翻幽毎晦塵蜜麺=悪

|嶋鰯菱竺雪加奎 1
ノ

唖匡画' 12フ

1

刈
馴

I
■
？
ｂ
■
９
■
ｑ
０
１

｜

’
､6施請処理

＝一 一一一画 ｡ 一一一一一＝ ■■ － －－－勺一一 ＝一 一一 一一 一=－ローーョ ーーー一一一＝一一－一一ｰ一一一一一 」
r一一一一生一一一一一一 一 ■

[庁内腕茄の賜合‘

修正し､施行明細を登録します｡||施行明細を登録すると､施行先に施行文書が送付されます。その他の情報を適宜入力，
11

篭痩供踵業務 ，陰延一

施行手順
I ィ軒1毎仔寓一竃I瞬号先雪･鷲I誌ﾒｰﾙ函I c5V出力『涜働解I鰯予■1

1
ハ

決裁文書の逆択

再冠

し件名 炉言－

蕊三
ﾒ一J

麺番号 1畳寓我樽■第101号 ，

施行先 区｡11[詞蔬賓硬~1｢壺蚕需遠錘2 11

雄行日 画|陣颪-列唾拝陛菫喋f匡一R畢
・
１

超
一

麺
一

一
榊
一’ ’ﾒｰﾙ本文

６
，
Ｇ
Ｆ
且
伍
邑
８
６
■
■
■
Ｖ
Ｐ
甲
０

４

占

１

１

８

■

Ｉ

Ｃ

占

８

６

■

■

８

Ｆ

凸

日

。

１

１

１

６

９

凸

Ｉ

Ｏ

Ｑ

■

９

口

■

１

ｂ

■

■

日

９

０

■

１

０

口

１

０

１

Ｕ

４

画

Ｂ

８

０

Ｕ

ｌ

Ｊ

ｆ

ａ

ｑ

|<施行明細登録>をクリッ
ーーーー庫一』■■

施行文 」｜夢署塗_・樋-号-薑雪亨雲習＝=‐

雄行待ち裡
一
》

V

｢蔀馬面壷]▼､、
I毎＝画lロー狩旦室HⅡ…

|霧
施行 １

１
１

先に施行したことを通知したい場合､<通知先般定>から､通知先
の職員を選択し､設定します(文書管理システムから､通知先として
選択した職員のメールアドレス宛てに電子メールが送付されます｡)。 128
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飼臓編処理 １
１

1 － 二 可■

＜操作手順＞
①[施行明細編集(紙)]画面が表示されます。
②施行情報を入力します。
G)<施行明細登録>ボタンをクリックします。

一

[~紙魎の嬢『~1
施行情報を入力し､施行明細を登録します。

施行手順

言C，

J弓
－－ヱーー

－

|潔瀧謝驚鱗の震雷』綱は『不雲｣毒選
|文書昏号 I研慾発第196研俸発第196

--一一

’
?

１
１
施行明細の登録

’
△

？

6施行処理
’一

７
１
Ｊ
」

一一＝

後､施行完了処理を行います。すべての施行完了 ＜操作手順＞
①[施制画面に戻ります。
②｢施行日｣を入力します。
③<施行完了>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。罎零壁業務
④確望ﾒｯｾｰジで<OK>ポﾀﾝをクリックします。…腿

’房ポイント
I崖酎1誌虹1受

…1'“‘“’施行
施行手順

卜
催
卜

琴一斗蕊
I露文蜜吾号

決蕊日

施行処理期限日 Lﾆｰﾆ
樋行日 圃睦童

庁内

文療番号
一

決蕊日

一

施行では､施行明細を登録した時点で､本システムから施行先へ
公文書(施行文書)が送付されます。

施行方法が紙及び電子メールの場合､本システムから公文書(施行文
書)は送付されませんのでご注意ください。
一一一屯■一一一一一一一一面P一一一一 一一一一一一一一 学一一

決釜文書の選択

一一一

巳

｢縞儒…"）施行方法の選択 担当者

②施行日を入力発煙者

鋤蒜定先’

号
ー

鑑研修
施行 .

堂
状塵

決趣■露
一

資料名

(……）施行明細の登録 罵綴鶏
会のご案内

研修油ｷｭﾗﾑ

ノ

偶D閥S･C･Wo0001:施行完了竃し詞もよろい雁すが？
L

I

署④<OK>をクリック

｢置董 ｷｬｼｾﾙ
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｜④確認ﾒｯｾｰジで<OK>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。・唖．ﾛ●E竃｡、

決裁｡畿蕊業務 一々要一 一…･＝

{･湾.1．.風衿ま.!.､剥司趨這奥..’冠寓謝I （龍I襖径普望§_【､恩謄尭-F兇I塑蒲走晩悪§IEsy閏万l暴輯』躯荷河.I
一一両■。

町一一一一一一一一一5－－

発燈者 ’胸gbペｰジがらの誤ツ包一ジ 一度
官軽登載の要否 ｜不要

｜属砺鴎 ～．

:蕊愛コーーーr2W圃麓二二竺

発燈者

官輕畳誘の要否

二戸一一-一~一一"－－－

1②施行情報を入,

不要

決麓日

施行処理閉悪日

担当者

HZ6/09ﾉ26 1‐

教育太郎2

決裁文毎の選択

施行方法の選択

OK キャンセル
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に 7.保存処理

<概要＞
本章では、文書管理システムで行う決裁･供覧文書の保存処理について説明します。

131

弔

釦

Ⅱ

Ⅱ

叩

・

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｊ

7線存拠鯉I _ －－－－－－ 一 一 ◆号 －－

全体業務において､本章で説明対象と蹴る薬湯は､以下のとおりです鰹

長卜＞ 施行

庁内 紙

施行等（郵送等）

■、 決裁
(紙）

※システム外操作

歴同一~障霊
『施行の要否｣がT不要』の堀合

1
Lぅ鬮

決裁

(徳子）

丁Ｇ
Ｅ
■
ｆ
９
６
ｆ
９
ｑ
ｄ
Ｇ
■
Ｈ
Ｉ
ｑ

※受付せずに起案
することも可能

※受付後､決裁を行わずに
文害登録することも可能

’ 供覧文書
起案

辰

１
１
』

一

－令 一 一一

※システム外操作

132



I

L－
｜
」測呆存如鯉

本章では保存処理を対象に､操作手順とポイントを説明します。

※起案者は､決裁･施行等すべての必要な処理が完了した後、文書の保存先を指定(確潔)し、当該文書を行政
文書として保存する必要があります。

業務の概要業務名

腿
’

’ |決裁･供覧文書の保存を行います。

133

7繰蒋処理
1

L

決裁･供覧文書の保存を行う際は､以下の手順を実施します。

’I ◆保存における手IF手順
、

｛ 文書の選択 ･保存を行う文書を選択します。
１
ノ

C
、

I 保存 ･保存を行います。
ノ

134
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０
１
１
１
１
ｈ
．
ｈ
ｌ
Ｐ
ｒ
Ｂ
Ｇ
Ｐ
欧
一

Z纒祷躯鯉
一 ﾜ －－一‐－－

文書を保存するため､トップメニューから業務を開始します。

’
＜操作手順＞
①｢決裁･供覧業務｣メニューを選択します。’

保存手順
望一F一－一 ｰ－－－－7

Ｌ
ｌ
Ⅱ
１
１文筈の選択

号

曲知らせ｛重宝］
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旧
叩
咀
旧
旧
旧
旧
旧
旧
旧
旧
旧
勺
川
Ⅲ
旧
旧
相
門
川
川
Ⅲ
１
１
川
Ⅷ
川
山
川
Ⅱ
’
１

F

D 7纒潅郷理
一一=一1 →一一

＜操作手順＞
①[決裁者としての一覧(処理待表示)]画面が表示されます
②担当者区分から｢起案者としての－覧｣を選択します。
③<処理待表示>ボタンをｸﾘｯｸします。

保存する文書を表示させます。

■
’

職?職識務 0 ●e ｰ＝

保存手Im

1 1蝿腐1画倖、

＃鶏糞蕊 う”
謹穏としての

相当者区分：

文書の選択

畢
保存

"国I
一一一一一一
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一元的欺文澱管理ｼステム

ﾄｯﾌﾞﾒﾆﾕｰ

頑誌憲鑑繭癖獺瓦三画
■■●‐●.■一一●一F

所底部■鯉碓吐里f弓．

｜術震‘鯛”召
q▼一

す麺理
●廷

硬幅＝

受付累残

建哩F壁画■愛

垂忍－2』

受付侍 1件玉付 』佇
跡･産 4件

【洩嘩魯】
辨
好
蛎
窄

ﾕ件．麺ﾃ…了
｡件ゴ上露酵了
6件宮…諏
v兵＝戟璽手了

》
密
》
一

－ﾒﾆｭ寺の説靭

文蚕の受付に関宛処
理

起姦･決裁｡9暁｡施行・
公印･官雅に間する処理
~

【q汎F司密自雪



'’一一一
i

l
－j

ヌ線霧処理
一一 一一一一 一 ＝■由 一

保存する文書を選択します。

’’
＜操作手順＞
①[起案者としての一覧(処理待表示)]画面が表示されます。
②保存する文書の件名をｸﾘｯｸします。

魚 ， 匂”“ン ’。｡．ぎ■繋樺｡，

決裁･供蕊業務 ．－ ，…

1足堂’五蝦艮l壁句文句竃函l鐸軍㈲A,､ｲ露.l.携驫琶一極1.麓融令臓.【‘,麓層於払轆1尾SY畠方.【漢陸騨. l麓禰I
夕

蓉唇と砿の一鹿（蛤竃持膜示）

掴当若区分： 息蕊と”-匁 峰又恩圃窪者幽"一興
・ 曇霊異者と唾の一興 ど代行者と灰か気
ご率亙殴主任と!』ての一厘 ．公印奮置宮と！〕ての一魔 〔､官麓画董者と"ての-厘

毒日 ：塞日篭一年苫--.月i一・日勤kZg二～讓展元一年百．一月§。 …日置z睦2二 『
｢奉宗‘|露譲宗司 表示件致:､塑鑑日前ﾍﾕ次へ全zMM

|逼瞬|…蝉一 ｜垂|霊｜ 文喜唇冨 ’ 鍵 ｜謡昌 ｜麓｜…恩Ii決圃
方途

現処理圏件名_…鰐- 週別 女塞璽号冠限

保存手顛

|胤
泊当若躍

起素日

「奉宗

遇限

一尹思

鏑

|蓋
|雲

雄行回

ロ勢決塞

起妻
： ’

守畷罵

■I 文書の選択
r-

）（ 保存

．
、

保存処理未了： IIZZ-L國峰“埜星’鰄
一
認

霞子 研修発第202

壁沙員一少重塗壁堅
②保存する文書の件名をクリック

一

叩②保存する文書の件名をｸﾘｯｸ

完了 電子

｜畷艤
教育太郎2
－

低
了 認
一
淫

畳子

ジ 教育太魍2
－

低

H26/09/26
一

H26/09/26H26/09/26
研修発第194 1露155回W砺認催につし碇中 踵子

－

Hz6/08/11 》
｜
侭

一開屈,
状態が｢保存処理未了｣の案件について、
保存処理を行います。

順

蕊100回壼例碧匡つい丁
H26/08/n

HZ6ﾉ08/01

H26/08/01

H2"08/01

H26ﾉ08/01

霊万r-塵
教育太郎2
－

低

敦育太郎2
－

低
I博発第173 1"82園研修掛淵蝋”L虻

L=｣
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7緑存処理存拠

保存情報を入力し､文書を保存します。 ＜操作手順＞
①[保存]画面が表示されます。
②保存情報を入力します。
③<保存>ボタンをｸﾘｯｸします。
④確認メッセージで<OK>ボタンをクリックします。

＝

擁裁建磯龍業務

l思侭1頁何毒常1受吋箕鴬騨

像存

俣左手1m

I賎寵侃.j iW.1 _饗圧管誕1膳庁洋言琵.1龍行淘ﾙ磁嶋,,I｡.pg.M豊力･I蕊鼻踊1 1“,i

［蘂霞蜜カー1
ー

②保存楕報を入力

］三三
I ｝文書の選択

こ
瓜

決毘

施行換(H23/"/01以釦
起漏文蟹 ＝二二J二

｝｛
麗子

第77回研修会斑催について

捌修発踊202
斗

一

輯ポイント
保存

I
文置番号 研経発踊ZO2

記安同一-----….一一理“9"丘-----と 1--"--イ正しい保存先が選択されているか確認してください。

大分類 画暫蘇鴛~" ; :"….Bl____j____Ja ._____. .f==:一一 ・三一『、
中分頚 画:"___FI

姿二三一ヨ 号ポイント名称(小分鋤 画斑撫頴-.画
保存期間 1年未潤

保存画面

l
I
h

でも『決裁終了後追記事項｣欄に追記するこ
とができます。

||墓憲駕孟轌……
塵

|廼璽室
一
一
一
一

｛ しー
一＝r

｢零毒1「宿面面可｢壷雨頂覇面1｢垂…1

-1④<OK>をｸﾘｯｸ ｜
鋤
一

刻
一
一
味
三
に
一
砿
Ｆ
‐
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文書管理業務用
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3.行政文書の登録1.システム概要
1-1.全体概要

1-2.基本操作

箪艤;嬢欝霧蕊
か2,涛付フハルを還し替える2.ファイル管理

2-1.大分類の作成

2－2.中分類の作成
2－3.行政文書ファイル(名称(小分類))の作成

2-4.行政文書ファイル(名称(小分類))の修正
2－5.行政文書ファイル(名称(小分類))の削除

2-6.行政文書ファイル(名称(小分類))の削除を取り消す
2-7.行政文書ファイル(名称(小分類))の分割

2－8.背表紙印刷

2-9.行政文書ファイル(名称(小分類))の審査

2－10.行政文書ファイル(名称(小分類))の所管換

-3.他②行政文徹ファイル(名称”分類〃龍下鳶-3.樋の行政X徳ファイル(轟杯l’
，へ移動させる

3－磯夢中の行政文書を壷案する

一

ー一一凸一

5.廃棄･移管･延長
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1.システム概要1.システム概要
I

<概要＞

本章では､－元的な文書管理システム<以降､本システム)の概要､基本的な操作方法について
説明します。

3

一マーキ画一1 ■1■4』 ■ ■ﾏ ▼ －－

i職鯨蝋

#←i溌瀧鬮溌雲 ’
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ﾛーーロ ーー一■一旦＝一一一一一戸一一

本ｼｽﾃﾑは､公文書管理法等に基づく文書管理ﾙｰﾙに則り､文書管理業務を円滑かつ厳格に処理するためのｼｽﾃﾑです｡本
システムで実現する業務及び他システムとの関連は、以下のとおりです。
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本シヌデム

I

文
書
管
理
業
務

割
オンラ

遥宰一一
受付業務

‘
壷

一
や

際
‐
‐

各府省
連携システム電子政府の

総合窓口
(e-Gov)

国
民

決裁・供覧業務

(牢課・届出システム、

電子鱈達システム、
塊昂管瑳システム等）

j(ff' 謹言割

｜■

メンテナンス業務

行政文書
ファイル

管理簿

I

審査業務

以下の機能については､裁判所
では利用していません。
｡各府省連携システムとの連携
oe－Gov

･内閣府･国立公文書館による審
査業務

亨バｯﾃ“･蔚員/畷急等の億認〕1
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Ⅱ
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内閣府･国立公文書館
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1.システム概要
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■受付蒙務決裁供覧業務の流れ

受付業務では､文書の受付に関する処理を行います。

また､決裁･供覧業務では､起案･決裁･供覧･施行に関する処理を行います。
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1.システム蛎腰皇

1-1全撹謝螺要
一-一一一一---- --一__---

１
－

■文書管理業務､審査業務の流れ

文書管理業務､審査業務では､文書分類､文寄登録･廃棄画移管典延長に関する処理を行います。

し1 浬堂麓賤、毒里，
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●行散女童の迩璽･削除。 魚引鰹が必翌な温散◇砥長が閏
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③延長蝿翌渥個会
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雨
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移動を行う堤合

|(悪繍鴇)｜ ’
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中分頚
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Iの
延長の雷査

一

のI1 画
削除できるのは｢文書管理業務｣から登録した行政
文害のみで,『決裁･供覧業務｣から保存した行政
文書は削除できません。

内
閣
府 謹塑I
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’×の部分は､裁判所では利用しません。
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1シ患テム概塞

1-2塁素操作
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本システムへのログイン方法について説明します。

＜操作手順＞
①,GIMAシステムのログイン画面を表示します。
②ユニバーサルID及びパスワードを入力します。
③<ログイン>ボタンをｸﾘｯｸします。

GIMA
ー一一一 一一－ 4

アクセスするには、こちらでログインする必要があります。

層ﾕﾆパｰw、

露バズフード

②ユニバーサルIDとパ
スワードを入力

一一一一一一

三二通二1［鎚塗．
③<ログイン>をクリック<ログイン>をクリック

‐ ノ

7

1システムオ膿

1報鰭雛辮
一一一一一 一一一一一一一一画一一一一

I

１
１ － .一一凸一一一■ 一一一一一●－

各業務メニューの開始方法について説明します。

’
I

＜操作手順＞
①本システムの[ﾄｯブﾒﾆｭ剴画面が表示されます。
②[ﾄｯブﾒﾆｭｰ1画面から各業務を開始します。’
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矛浮汀
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一

▽ポイント
パスワードを5回間違えるとロックされます。
※ﾛｯｸされた場合は､GIMA登録者へ連絡してく
ださい．
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本システムからのログアウト方法について説明します。

’I
＜操作手順＞
①本システムからログアウトする場合は､｢システム終了」
メニューをクリックします。

i ①｢ｼｽﾃﾑ終了」をクリック

ー

『一一・~･~=’一

⑧
p各■｡■C

⑧
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‘一元的な文書唇理システム一元的な文筈喜理システム 史鎚A馳
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【決屋寅璽】
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官叙壺未了
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洩穣･砂銅梁砿

【供匿宮電1
塁特ぢの起睡唾ぜん
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墓 ボイポイ

案件を開くと､他の職員が該当案件を更新できなL
該当案件が｢ﾛｯｸ状態｣となります。

※案件を開いた状態で、「IntemetExplorer｣の｢×
る)｣やく戻る＞ボタンをクリックして画面を閉じた封
当案件がロックされたままの状態となりますので、
ステム内の｢システム終了｣ボタンやく戻る＞ボタ畠

､｢×

ステム内の｢システム終了jボタンやく戻る

件
件
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１
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文名黄醒暴
､ように、

メンテナンス露

（閉じ
じた場合､.･該
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ボタンで閉じる
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紐知らせ【~莚天~】

ようにしてください｡．

函

回

i

差一 一一一一一一
’

本的な画面･メニューの構成について説明します。

一一匹－一－一一

トップメニュー
[ﾄｯブメニュー]画面に戻る {ｼｽﾃﾑ測周着．システム利用者名

-11 1
~1ターーーー

'

業務名

現在処理を行っている
業務の業務名
処淫なｲ丁つ Ll

業務の業務名

－－K

嘩霞 百
寺ー一一

’ 画面名 賓泣■-髭《一F麺』. _).銅置鳳I

サブメニュー
ｸﾘｯｸすると､それぞれ
の処理画面に遷移

ｼｽﾃﾑ終了 ’》
一
一 施行前

匡
庵
■眼1泥〈轡､ 。－

類

(鋤■’(鋤■’箙（小箙（小
｢Ctrl｣キーと｢F｣キーを同
[検索]画面が表示され、
字列を検索できます。

｢Ctrl｣キーと｢F｣キーを同時に
[検索]画面が表示され、画面
字列を検索できます。

押すと、
上の文

文筈属煥

千名

頂成（取得）

文筈属煥

千名 函

減（取得） ≦・－－ ･･･二
画麺日詑~、 年6 月誼一日箇ﾙﾝダｰｮ期

顕毎号 報2‘年･”髄掘璽蕊院軸｢奉喜]｢享示言l
唾■砺顛 西 岡

函’ － －－－二
画|麺日詑－年6 月誼一日箇ルンダー
平威26年･研鋺鯉ゴー亜規嘩｣(技奉jL手醐電」

[＝」

一＝ ■ 凸一＝ ■ 凸

I ボタン表示部

｜ ｸﾘｯ疑霊灘登れ
同
E

鬮括文曾太郁･~壼蓑更可 I の処理画面に遷移

壁露Z盲太郁 、 ‐一一、特滅白｡.． ．、 同悪FI26~.年6 月2B 日画刀し”－
1年素涜.~.一~~－－~一・一一一一丁郭一 X /

ボタン表示部
ｸﾘｯｸすると､それぞれ, "ig

各画面表示部
処理画面を表示

一

1

…“轡塞囚ら卿…呈冒-型

[哀~詞F面罵詞
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I2.ファイル管理

<概要＞

本章で感3分類のファイル管理を行う手順について､説明します。

※本教材では､3分類の｢名称(小分類)｣と5分類の｢行政文書ファイル｣をまとめて｢行政文書ファ
イル(名称(小分類))｣と表現しています。

※本章で説明している手順は､文書管理者､文書管理担当者ともに実施可能です。

11

．．

I 2.夢アイル管理
一一■、一一一 一一一一

一一一一一一一一＝－ ＝＝守 ． 一一一一一一一一

一一一一 一

本章では文書管理者が行う以下の業務を対象として､操作手順とポイントを説明します。

業務名 業務の概要

－1
E

'2-1.大分類の作成※

「
Ｉ中分類を作成I､ます・

1'2.2.中分類の作成※

'2-3行政文書ﾌｱｲﾉ2-3行政文書ファイル

ｊ
コ
ー

－

行政文書ファイル(名称(小分類))を作成します。
－．一.‘一一一 一一一’

凸
唄
旧(名称(小分類))の作成※

－－－－

行政文書ファイル(名称(小分類))を修正します。I
0

1

2-4.行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))の修正

2.5.行政文書ファイル(名称(小分類))の削除

行政文善ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))の削除を取り消し｜ます°聾‘繩文書ﾌｧｲﾙ(名榊'崎頴)'の削除銅1消す
’’

'2-7‘行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))の分割 一」

'2-8.臂表紙印刷※ －~~12-8.背表紙印刷※

1
’行政文書ファイル(名称(小分類))を分割します。

背表紙印刷を行います。’ ’

１
１

－

2-10.行政文書ﾌｧｲﾙ(名称〈小分類))の所管換 1
伝
１
１

※-般職員でも､大分類/中分類/行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))を作成することができます。
また､行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))の背表紙印刷を行うこともできます。
ただし、一般職員が大分類／中分類／行政文書ファイル(名称(小分類))を作成した場合は、文書管理者(文書
管理担当者)による審査が必要です。 12

大分類を作成します。

行政文書ファイル(名称(小分類))を削除しますb

一般職員が作成した行政文書ファイル(名称(小分
類))を審査します。

行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))の所管換を行い
ます。

2-9.行政文書ファイル(名称(小分類))の審査
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分類作成の手順として､大分類を作成する際は､以下の手順を実施します。

座織籟鰯綱識垂鯛鐙謂鵬 ｜

一一一一一L, －－－－－－P

'一一一一 、

｜

_ノI 大分類情報の設定 ･大分類ｺｰド.大分類名等の大分類情報を設定します。

畢
、
ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｊ｛ ･設定した情報で大分類を作成します。登録

、

※本節で説明している手順は､文書管理者､文書管理担当者ともに実施可能です。
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2鼠ｱｲﾙ管理
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大分類情報の設定を行うため､トップメニューから業務を開始します。

’＜操作手順＞・
①｢文書管理業務｣メニューを選択します。’

1
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大分類情報を入力するため､股定画面を開きます。

’
＜操作手順＞
①[大分類一覧]画面が表示されます。
②｢大分類作成｣メニューをｸﾘｯｸします。

大分類作成

手頤
一

……．． 蹴鰯 i唾灘園
爽雛華里業務 。q…卿．…｡ ”寅鳳” ・…‘画・－"･

池3/“/oｴ以賎 笹理顔畳；cc省研悔周研錘§研修観oユ

i駕上f翫懇扇威蒻
鼠塾蜜

②｢大分類作成｣をクリック

又斡附確りU

大分類情報の
設定 閥賢蕊＆

c．
前ヘユ次へ全1件
断年月日 ’鴬状謹 . I 大分頤コード

亭 11 青

ｺｰドの順に表示されます分類ツリーは､分類

１
１
１
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2夢アイ腿管鍵

2剖式翁蕊雛醐熊蔵
I 戸

一 一一一一一 ■一

作成を行う大分類の必要情報を入力し､作成します。
＜操作手順＞
①[大分類作闘画面が表示されます｡
②大分類ｺｰドや大分類名を設定します。
③<作成>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。
④確認メッセージで<OK>ボタンをｸﾘｯｸします。》

緬
一

一口一一画一一一一一一一一一一一

一一一ず－

｜趨郵塵風趣
大分類精報の
設定
分類精報の
設定

冬 一
一
一
一 『憲二二編毫奉－1二J聖

曲争

裁判所では自動採番機能を利用していませんので､手入力で設定
してください。
裁判所では自動採番機能を利用していませんので､手入力で設定
してください。

［詞糊通も録-シ守ら謬歩．包一昌

翻"脚…""{泰電辱葡･よう…燕？

［詞糊通も録-シ守ら謬歩．包一昌

翻"脚…""{泰電辱葡･よう…燕？

糊嘘ベーシ守ら謬歩.琶一

露"脚…""{索逐辱曹･よa
ノ ③<作成>をクリック

霜可I.尚
④<OK>をクリック④<OK>をクリックK>をクリック に童．IE毒詞に童．

6



2-ﾌ霧イル管理

曇靭車券鮒作成I
１
１
１
１
‐
１
１
１
１
１
ユ

分類作成の手順として､中分類を作成する際は､以下を実施します。

’
－－－－－－－－－

｝’ 大分類の選択 ･中分類を作成する大分類を選択します。

9

1｛
･中分類ｺｰド､中分類名等の中分類情報を設定します。

･設定した情報で中分類を作成します。
中分類情報の設定

」

､0

※本節で説明している手|順は､文書管理者､文書管理担当者ともに実施可能です。

17

2.ﾌｧｲﾙ管理

2垂.津分類の鞭威i
i － 一一 一里＝一

中分類の作成を行うため､トップメニューから業務を開始します。

’’
1

＜操作手順＞
①｢文書管理業務｣メニューを選択します。

中分頚作成

手顕
｡一一一

～一~巳■■ー ー＝＝一ー■ーー＝■一一ー■＝ －ー一■ ーー

|一元的な又鍔管理ｼｽデﾑ |量'…"，

大分類の選択
幟ブヌコー

一一■‐～ｰ －－｡～凸 一一 一一一●一

■…ES癖』侯?町、可 V所囲部眉
､岸
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I－L
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I
中分類愉報の
設定

！ 4
I竺竺
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1 －

画知らせ|唾
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■
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2ファイリル管理

2菫惣庫分篭の朧戒

１
１
●
Ｉ

〕一

中分類を作成する大分類を選択します。

’’
く操作手順＞
①[大分類一覧]画面が表示されます。
②分類ツリーより､中分類を作成する大分類を選択します。》

諏
一

－■～一一‐ 守子 一口■ロマーーー－－－ー一一

q 食 罰蝿:“Ⅷ！
幸か 0 － 一

~－－5F－－－

文撒瞳理業務
亀
か凸■

分
■■扉働

職
申■ぬ■

門
再凸迪

恥
…■昼1

I 大分瓢の選択 営琴g8CC壱研銅研傍部研惨扱Oユ庵3ﾉwo1域ム 画一
一1

J

暴
鐸件数拒而存壱I前ヘユ次へ全2件中分類梢報の

設定

！

ー

1

1
分類ツリーは､分類ｺｰドの順に表示されます。

－一
』

I

’
｜
I
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2.ファイル管理

2旨2鮪翁籟鯨維威
－－－ 一一一 ・=－一

中分類情報を入力するため､設定画面を開きます。

｜
’

’

1

1
＜操作手順＞
①[中分類一覧]画面が表示されます。
②｢中分類作成｣メニューをクリヅクします。》

諦
一

’
戸口一 一

縦
■…正

翻
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6脳睦
一宮中今 Q－－●■

Q
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圃
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■宣

曾理梨職

大分類の選択 !9寄鯛似置瓊戯匿：ここ蚕研惚周研惨顕函寵股O】
－

1大惣鉛餌遥i易几
、

三 ’瞳三
1

②『中分類作成」
をクリックI

、

中分類情報の
設定

ｌ
ノ

、

雲竺…中分”一

慨556

h

l

’篭緬……鶴…”政文書ファイル(名称(小分類))を削除しだ上で､削除
してください。

Ｉ
！

I

I
l
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2ファイル管理

鴎鮮勢篭め作威

ｌ

ｌ

ｊ
L 一一

作成を行う中分類の必要情報を入力し､作成します。 ｜

可一

＜操作手順＞
①[中分類作成]画面が表示されます。
②中分類ｺｰドや中分類名を設定します。
③<作成>ボタンをｸﾘｯｸします。
④確認メッセージで<OK>ポﾀﾝをクリックします

識
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{ "翁認瓢｡ ｝中分類情報の
設定
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》
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一一 ’画

分銅 画I 愚
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王ヤー

応嘉畢…”
可

→官ポイント

判所では菖動操霄機能を利扇していませんので､雫入力で設定 ’
てください。

「 －－ 一一一一一‐ －7 ．－‐‐－－ －一一一J
i朧彦'《一参雷ら毎ﾉ.参乞塾 ・函1

一

[壷睡壱'【一参膏ら毎みちセーa

〕裁判所では自動採番機能を利用していませんので､手入力で設定
してください。

’繊澗｡胸…．c‘"‘溌璽=すjょ参…てず鯵？繊澗｡胸…．c‘"‘溌璽=すjょ参…てず鯵？
－

④<OIOをクリック④<OI◇をクリック H置壷1｢壽兎nlOをｸﾘｯｸ Lラ砦I
1
－

一－－戸一 21

2.ファイル管理

2夷3編政文書ﾌｧｲﾙ隠滅K小分類))の昨砿
I
行政文書ファイル(名称(小分類))は、行政文書を保管する周期に合わせて、年度ごと、または一定期間ごとに､以下の手順で
作成します。

’◆行政交響ファイル(名称(小分農動)作成にお除る手順

1I 大分類の選択 ･行政文書ファイル(名称(小分類))を作成する大分類を選択します。

言ひ

1I 中分類の選択 ･行政文書ファイル(名称(小分類))を作成する中分類を選択します。

垂

、ﾛグ

｝｛ 行政文書ファイル(名称
(小分類))情報の設定

･行政文書ファイル(名称(小分類))の書誌情報を設定します。
､

,設定した情報で行政文書ファイル(名称(小分類))を作成します。

画ポイント

既存の行政文書ファイル(名称(小分類))を他の課へ移動させたい場合は､｢所管換｣を行います｡(5分類の｢行政文書ファイ
ル｣を3分類の分類配下に『所管換｣することはできません。）

また、行政文書の保存先を他の行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))へ変更したい場合は、「移動｣を行います6
5分類の｢行政文書ファイル｣配下にある｢行政文書(保存済文書)｣についても、3分類の『行政文書ファイル｣配下に移動さ
せることが可能です。

△

１
ト
ー
ｂ
■
ｑ
８
ｂ
Ⅱ
日

→ ←一一一 ー‐① ゆ 一

※本節で説明している手順は､文書管理者､文書管理担当者ともに実施可能です。 22



2ファイル管理

2屯府政支書ﾗｧｲﾙ略称鮴鍔翻》捌炉感
－

１
１

三
~ － ， 一・P ■一一一

－－一一一一一一▲一

行政文書ファイル(名称(小分類))の作成を行うため､トップメニューから業務を開始します。

’I1

罎

ー

一一一ー－－一一ー一一一ーー－

『圭売的”烈塞ｼｽﾃ血

大分頚の選択
滝プﾇﾆﾕｰ

一
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一

一
一一

－－

所属部署i(zdZ5Z )s･省研修昂砺塞量豊狸oL

貢、7
，

、#．

中分類の選択

’』~↓

’
l
b

行政文官ファイル
(名称(小分蕪)）
情報の設定

口
－J

詞知らせ扉1

一一一一
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１
１

2ﾌｧｲﾙ管理

2罠3術政糞書茨ｱｲﾙ嬬猟ｿ,哨識》耐乍成１
１

■

凸

■

国

■

一

行政文書ファイル(名称(小分類))を作成する大分類を選択します。

’
＜操作手順＞
①[大分類一覧]画
②分類ﾂﾘｰより、
を選択します。

面が表示されます。
行政文書ファイル(名称(小分類))を作成する大分類行政文書ファイル

(名称(小分靭)）

作熊牟弛一
－

大分甑の選択

畢
中分類の選択

』一彦

行政文書ファイル
(名称(小分類)1
情報の設定

Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ

24

＜操作手順＞

①｢文書管理業務』メニューを選択します。

一一

策霧メニュー

里鍋倒魔顛閥

飢睡榊冑拝観 。

【涜函】
…輪軸方由『全掘吋圭せん

麺はあ歴せん

メコーの登明一

鰯:鶴蘭溌溌

童密岱理頭駈
完了罎待 』仔

〃 灘謬溌
識鯵溌

嶽冒 555

牧図 露語両日一 ＊分再袈 ド:娘;越膿稲ヨ言'百1

1
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2.ファイル管理

罪a謁職童書ラァイル嬬称側職類ﾘ)の惟成
【－－－－‐ － －－．－._ ‐ ‐‐ ‐－－－－－－ ‐一‐ ‐_---------一__-.- ‐－－－－－

’

－ －－－－－－ ’
行政文書ファイル(名称(小分類))を作成する中分類を選択します。

’’
＜操作手順＞
①[中分類一覧]画面が表示されます6
②分類ツリーより､行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))を作成する中分類を選択します。

4〒融女寡ファイル

（名称(小分朝)）

作節睾噸

" a,8ik■も貢白色貢 ｡.

又遷宮理業務 動画風･輿二一…徴 ・ロ｡働
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分塞

－斗跨延E1顕語

＆
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②
唾

廻 全ﾕ件

{繍）
行政文書ファイル
(名称(小分甑1）
情報の設定

’
?

’
’

｜

’丁ホイント

分類ツリーは､分類ｺｰドの順に表示されます。
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」

2コァイル管理

2詔.行政文書ファイル《鐙赫《州､分翻りの順成
一一一壱一二一一一．一一一一一一一一一J一一一一ヨーーニ－吟一

行政文書ファイル(名称(小分類))を作成するためのメニューを選択します。

山
I

｜

’

＜操作手順＞
①[名称(小分類)一覧]画面が表示されます。
②『名称(小分類)作成｣メニューをｸﾘｯｸします。行政文書ファイル

(名称(小分類)）
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2畠ファイル管理

2認｡特政文書ラァイル鰭馴恥鐡類卿働作威
－ 一一一一一画一

■ P』 P4 ．＝一一一畠

一一一一一一一一一一
一

書誌情報を設定し､行政文書ファイル(名称(小分類))を作成します。

＜操作手順＞
①[名称(小分類)作成]画面が表示されます
②必要項目を入力します。
③<作成>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。
④確浬メッセージで<OK>ボタンをｸﾘｯｸします。
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文謝管理
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②必要項目
を入力
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情報の段定
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2ファイル管狸

2．薑3編政葉書アアイル幅耐小錯顛獅鯨縮威
1－－－ ”－－-一一－--.-:一 一

行政文書ファイル(名称(小分類))の状態定義は以下のとおりです。

説明状態

保存中.. . .…･･ ･･…････行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))の作成審査が承潔され保存となった状態。
廃蕪文管審脊中･･･…･ ･･･行政文書ﾌｧｲﾙ<名称〈小分類))の廃棄を文書管理者へ申請を行った状態。
廃棄総文管審査中…･･…行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))の廃棄を文書管理者が総括文書管理者へ申請を行った状態。
延長文管審査中･…．．…･行政文醤ファイル(名称(小分類))の延長を文書管理者へ申請を行った状態。
延長総文管審査中．．……行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))の延長を文書管理者が総括文書管理者へ申請を行った状態。
廃棄済…･･･…･････…｡廃棄完了待ち状態の行政文書ファイル<名称(小分類))を廃棄完了した状態。
統合済.………･･･…･･行政文書ファイル(名称(小分類))を統合した場合の統合元の行政文書ファイル(名称(小分類))の状態。
分割済...…｡．…･･･…･行政文書ファイル(名称(小分類))を分割した場合の分割元の行政文書ファイル(名称(小分類))の状態。
削除済……･……･…･行政文書ファイル(名称(小分類))を削除申請し､承認された状態。
廃棄審査差戻し･････…･･行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))の廃棄の申請を差戻しした状態。
延長審査差戻し｡………行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))の延長の申請を差戻しした状態。
分類審査中…………･･行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類)･)の修正､作成及び削除の審査を申調した状態。
分類審査差戻し…･……行政文書ファイル(名称(小分類))の修正､作成及び削除の申請を差戻しした状態。
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2ファイル管理

歩4.行政茂書ファイル鰡称(小分鋤)'画修瀝
一一一一一一■一一一一

1
4

■ 一

本節では､既存の分類を修正する際のポイントについて説明します。
本教材では､文喜管理者(文書管理担当者)が行政文書ファイル(名称(小分類))を修正する場合を例に説明します。

m ~~- W蒲ﾝﾄ

一般職員でも鶴同様の手順で分類を修正できます。
ただし､一般職員が分類を修正した場合は､文書管理者(文書管理担当者)による審査が必要です。
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分類ツリーで対象の分類を選択します。 ＜操作手順＞

①分類ﾂﾘｰで､修正する行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))を選択します。
②ｻブﾒﾆｭｰより､｢修正｣を選択します。
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( 『保存中｣となっているか確麗してください。
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2ファイル管理

2到編砿垂善ﾗｧｲﾙ幅称側A舞籟醐緬修正
’
0

I
！
L一

＜操作手順＞
①[名称(小分類)修正]画面が表示されます。
②必要に応じて内容を修正します。
③＜修正＞ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。
④確腿メッセージで､<OK>ボタンをｸﾘｯｸします。

行政文書ファイル(名称(小分類))を修正します。 ． ｜

棚 飼随画一〃い‐Gpq
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ー般職員が分類を修正すると､状態が
『分類審査中｣となり､文書管理者(文喜管理
担当者〕による分類審査が必要です。
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2"ファイル管鯉

鋤削|隙書ｦアイル(名称鰄職類》）隆｣5卿誠攻糞
一

本節では､誤って登録した分類を削除する方法について説明します。
本教材では､文書管理者(文書管理担当者)が行政文書ファイル(名称(小分類))を削除する場合を例に説明します。

■ ■ポイント ■■
｜ 分類を削除する場合､配下に分類.行政文書が存在すると削除することができません。 ’
1 また､配下の分類を削除して3ケ月(削除取消可能期間)経過していない場合も､削除することができません。 I

一 一＝ 一 一 一一一一 一 一 一 一。

■
夏ポイント

１
１
１

一般職員でも､同様の手順で分類を削除できます。
ただし､一般職員が分類を削除した場合は､文書管理者(文書管理担当者)による審査が必要です。

L __ __ 一 一 ーー
凸 一一一一一一一－－ －
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2､ファイル管理
一一口

2罰緑政麦薑ｦｧ輔雌囎称側鴻撫)》〃眉鵬
一一一－一一 一一一一一一二一一一一一 一■ー■ ■一一

ツリーで対象の分類を選択します。分
＜操作手順＞

①分類ツリーで､削除する行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))を選択します。
②サブメニューより､｢削除｣を選択します。

又議雷理篝

H2可04加入以俄 『毒壽諏亙弓甘理部皇：杷脇志研傍局研悔鄭研鯵課
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2.ファイル管理

2壱5漏政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分簔))の削除

行政文書ファイル(名称(小分類))を削除します。 ＜操作手順＞

①[名称(小分類)削鬮画面力$表示されます。
②削除する理由を選択します。
③＜削除＞ボタンをｸﾘｯｸします。
④確潔メッセージで､<OK>ボタンをクリックします。
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2、ﾌ零イル管理
：

)‘鰯削隙潅疎遡蛸瀞
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雌(暑称側聯鋤8編磁諒繕ファ郡
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2陰
一一 一二一

本節では､分類の削除を取り消す方法について説明します。
本教材では､文書管理者(文書管理担当者)が行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))の削除を取り消す場合を例に説明します。

’I …

分類削除後､3ケ月以内(削除取消可能期間)であれば､削除を取り消すことができます。
分類の削除取消しは､文書管理者(文書管理担当者)のみ実施可能です。 ’
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2.ファイル唇哩
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’’文書管理業務で､｢分類審査｣メニューを選択します。 ＜操作手順＞

①『分類審査｣メニューを選択します。、
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分類審査完了一覧を表示させます。

’
＜操作手順＞

①[分類審査一覧]画面が表示されます。
②サブメニューより､『分類審査完了一覧』を選択します。
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2ファイル管理
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＜操作手順＞

①[分類審査完了一覧]画面が表示されます。
②削除を取り消す分類の｢選択｣欄にﾁｪｯｸを入れます。
③＜削除取消＞ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。
④確盟メッセージでさ<OK>ボタンをｸﾘｯｸします。

分類の削除を取消します。

一9 ワ ト ▼ L ■ － ﾏｰﾜ －～■＝

画脳
受■p必 戸一毎 "ヨ細

宣をご弓一＝

口■■

文鍔管理業務

1分…聿寛1分第函準一見1分奉奮完涜諏I

八

分鐘寓虜完了一髭

畠繍學管寄
てに施行後(H23/04/01以後作成） ご施行前<H23/03/31以前作成）

甲謂日：庵~司厄ラー]年屑司月E~ﾃ]日国力1ﾉ万一～犀Z1~－－拝匡．月E二ｺ日固力lﾉｼダｰ軍
表示件数:扉~ﾏ]前へ1次へ

|爵|申震圓 ｜曹璽日公実雷震埋 震画分嘩扇 コード 名秤 申騒賓申罰厘別
筐

砺宥太郎作尿L_陣ガユ員/mﾄ運ガユ2ﾉ"篭/"ﾉ01=分葱 。』 霞鯵2 ユ

回I28/09/"z副"ﾉﾕ｡鰻"ﾉ"蚤鰯(小分割 諭5s回顕修 寅鱈太卸愉礒 “鰍’55フ － －．
随富士郡| 沓__“

｜‘”一隊頁憲-d"a"g"a竺曾孫"､綱 篭‘｡"鯵 Iwebぺｰシがらのﾒｯｾｰｼﾞ

腫哩ｌ繧炉氾卜Ｆ』

|申震圓 ｜曹璽a
_if27ﾉ22/｡'liz",2/｡i

分類）

陰重~-"｣zalqug曝惠筐瞳(小分割 F5‘

I

全16件

１
１
’

爵

｜
I

②削除を取り消す分類の｢選択』桐にチェック

T･･三一－－．－－i－－"ー～ﾏ画室 1－ ．面一一一r一

鍔）

銅

銅

１
ｊ
潭
銅
小
小
小
小

く
Ｉ
Ｉ
’

零
蔀
一
寄
評
。

１
１
可
畢
１

０
０
丙
》
０
一

卯
ｊ
７
呵
一

呼
曜

０
餌
臘
臘０
５
鴎
柳

ユッ０町ｚ卜迦
”
一
睡
”

畑
沁
一
ね
〃７

矩
一
幻
一
率
２

１
脚
Ｉ
Ｌ
Ｆ
卜
脚
Ｉ
ｒ
Ｍ
Ｉ
，

ロ
一
口
一 鑑

.~
T－

i'2ﾌﾉｭ

１
－
１

０
０

ノ
▽
ノ

瞬
鴎

陣
一
腱
信
陛
ｌ
顕

一●一屯ー ＝一一－－

38



2,ファイル管理

繍馴鰯削礁憲取り靖獄
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2二怒騎敏文書ﾌ宗イル【繕称《小勢
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’
処理結果が表示されます。 ＜操作手順＞

①[分類審査削除取消結果]画面が表示されます。
②処理結果を確麗し､＜戻る＞ボタンをクリックします
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処理件倣：ﾕ件

』

1

I
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’2.ファイルし管理

窪7．行疎嚢書ﾌｧｲﾙ《名称(小舞鐡鯛翁割’ 一‐‐ ‘’

行政文書ファイル(名称(小分類))を分割する際は､以下の手順を実施します。

’－一一一七一一一一一＝一一 唾■ー

霧順◆禄政交審夛デゴルイ名跡細鰯ﾂ調）分副割笥I餅る

）{ 分割対象の行政文書ファイル〈名称(小分類))の選択
,分割する行政文書ファイル(名称(小分類)〕を選択l熊す。

ひ

I’
分割先行政文書ファイル(名称
（小分類))情報の設定

･分割先行政文書ファイル(名称(小分類))の情報を設定します。

C

｝I
･設定した情報で､行政文書ファイル(名称(小分類))の分割を行い

0

ます。
分割実行

※本節で説明している手順は､文書管理者､文書管理担当者ともに実施可能です。
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－｡ 一旬 マ ー■‐

2重ファイル管理

2=7.擶瞳棄書ﾌｧｲﾙ(名称(M}蝋類))"譜割 ｜
‐ ‘ ‐ 一〕

凸 凸一一一一一 一 一一一一一一一一一一一一一一＝

行政文書ファイル(名称(小分類))の分割を行うため､トップメニューから業務を開始します。

’＜操作手順＞
①『文書管理業務｣メニューを選択します。

行政文書ﾌァイル

(名称(小分類)）
画曲一◆‐一一一■－ ー~ーー一一■－－マーー F

分割季順一
▲一一一一句－－－マ写一一■一一一一－口一一皇一一

一元的な文對営哩ｼステム
画
｡

寅武人,惇帥&

分割対象の行政文
書ファイル(名称(小
分類))の透択

一
》
一;cc言研俄周研修卸扇惨硬Cl所匿部紐IK20]4･""~

､匠
号
一

一

盛画爾雰拝躍宝

／

J1辮臺
分割先行政文書
ファイル(名称(小
分類))精報の設
定

’

虹
一●一由一一二－－－

岬
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
財
０
１

｣を選択
｜

I’分割実行

一一一一

】

a知らせ函
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2ファイル管理

2-7.行政文書ファイル(名称(小分類))の分割
一．＝一一一一一一

分割する行政文書ファイル(名称〈小分類))を選択します。

＜操作手順＞
①分類ツリーより､該当の大分類を選択します。
②分類ツリーより､該当の中分類を選択します。
③分類ツリーより､該当の名称(小分類)を選択します。
④[行政文書一覧]画面より､｢分割｣メニューをクリックします。

行政文書ファイル

(名称(小分類)）
ー一一一一

分割手順 －■
－－－

腫璽葱

躁▼

分割対象の行政文
書ファイル(名称(小
分顛))の迦択

理垂：CD雀研惇局研修輝畷惇夙oユ
ー一一一一一一一一一一争一■一口一一ゴー‘一一今一・■D 巳｡・ 一一一

購当胤蔑譜f毒競論一
－

吋④｢分割｣をｸﾘｯｸ
’
1詞②中分類を選択虹 ‐

(
１
Ⅷ
ノ

分割先行政文窒
ファイル<名称(小
分類))情報の謬
定 雲

分殻｡－

555

666
－

777

罎
騎

好
●
白

く

濡
極

分割実行

’
1

阪画雨耳雨戸程口月口日国加”－

勢

ｒ
へ

名

班
、

へ
一
別函
》
．

■
Ｄ
・
■
Ⅱ
Ⅱ
日
日
且
Ⅱ
■

函｝
》
慨

り
ぽ
日

靹
臘

頤年ロ
ー
庵

函一
一

ン

「罰雨丁
Ⅱ

↑

I

｜
－

ー一一一一一一一
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一
》

文客祷理梁塞

…せん

…せん

完了必雪 ズ庁

メーユーの型晒

起窓･侠錘･供覧｡施行・
公印･官藷に範する処理

鑿鍵霧畿

§聯繍



■
2ファイル管理

鰡称制嚇頴》》”努割_－－－－－－－ ℃－－－___幽歩7僑磯愛書ﾌァイル
一一一一.一一一一一＝

分割する行政文書ファイル(名称(小分類))の分割数を入力します。

’
＜操作手順＞
①[名称(小分類)分割]画面が表示されます。
②名称(小分類)の分割数(半角数字)を入力します。
③<次へ>ボタンをｸﾘｯｸします。をクリックします。③<次へ>ボタン

行散文春ファ花ル

（名称(小分靭)）

分割三噸 ’’
a

n 雷
●画

▽凝上観⑥＆ ｜

醗霜分割対象の行政
文毎ファイル(名称
(小分類))の迩択

宜理野塑gOC苔研惨局研露研捗湿01H23畑ﾉ、以箇
一一

一一一一一■ b 一口一

§鵬。
名作〈小分鋤分垂
‘Qpcq■6QCDQqUOpQBO6P9m◆nDQn04 ◆hpp ＝｡

是
痙
騎

畢
帯 鐘1777

巳

ｄ

Ｌ

ｐ

Ｊ

■

■

Ｉ

■

１

１

１

８

０

１

」
」
壁

分割先行政文書
ファイル(名称(小
分類))備報の設
定

晶
分罰する行頚率かｲﾙ錘入力し疋下這い，

錘‐’
分割実行 一 －－

②分割数を入力｛ ’
’■

ア

ロホイント

I
↓

I
ﾄ

③<次へ>をｸﾘｯｸ③<次へ>をｸﾘｯｸi＜詳細＞ボタンをクリックすると､行政文
書ファイルの詳細内容を確認可能です。
＜詳細＞ボタンをクリックすると､行政文
書ファイルの詳細内容を確認可能です。

一一一一

1渓~哲I厩~天可1渓~哲I厩~天可
’
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2.フ涙イル管理

2＝7揃攻褒書ﾌｧｲﾙ鰡称即j崎翻り⑳分割
L－ －－望 一一 ．-.-. .-.-- ‐‐－ －－－ －－__‐ー

分割した行政文書ファイル(名称(小分類))の設定画面を表示させます。

●

行政文書ﾌｧｲﾙ

（毛杯(小分蛾)）

分割手順 叉搦鱈埋
一守 ▲一

H23ﾉ“ﾉ、以後 i函壺蝿
-－－－－－－－ - 二 ÷一一一一七● ■ー で‐－

堂雇鄭墓：。◎背研1銅研”研鐸、ユ
◆

1

'零(”噸)分劃

分劉対欽の行政
文蜜ファイル(名称
：小分類)>の廻択

身懲“ ’

好 ’
分割先行政文書
ﾌｧｲﾙ(名称(小
分頚))情報の設
定

麓：芳蕊蝿助Iﾗ裁又菖万ｲﾉ1－厘

記 ’ ｜
’

分割実行
’

ノ

I

I ｢震一意'｢震一天'’｢戻一著1｢茨一六1
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＜操作手順＞

①設定した分割数に応じて､<設定>ボタンが表示されます。
②それぞれの<設定>ボタンをｸﾘｯｸします。

令到

卜祭郡

遇称（小分銅）

分麺一ド

55

66

7フ

分砿名

〔豚55

I際55

颪罫引百冊膣

i藍誇釧虐

ー

ー

年

欧至I

腫乏

~其■召J〃句〃ー
ごIF丑b上ず』■ 巨存一



一

’
2.ファイル管理

2-7綜政汝書ファイル(薯淑小翁鑿〃の翁割

分割先の行政文書ファイル(名称(小分類))に、必要な項目を設定します。

行註文客ファイル・

(名称(小分窮)）

分割手1画
口

導

ず

分割対象の行政
又畳ファイル〔名称
〈小分頻))の遊択

理峻 [＝H2〃wC ■理卸■：CO雷…研浮研停鼠Oユ
ー－－－

１
１
１:鶴鍵

＝一回 ■－一ｰ－

ハ

I '_
、

貢

分割先行政文書
ﾌｧｲﾙ(名称(小

分類))情報の設
定

０
■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
１
１
‐
Ｌ
■
１
１
１
１
！
Ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｂ
ｍ
Ｉ
卜
Ⅲ
Ⅱ

－一－

’
廼
分割実行

〉
１
１
Ｊ菌詞壷謹
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■
。

1

1

2‘ファイル管漣

2-7麹行政文書ファイル(名称【小分類》)の分割
’

一一一

すぺての分割先行政文書ファイル(名称(小分類))の情報を設定します。

得適文書ファイル

(名称(小分鞆)）

鐸峰i堅

分割対象の行政
文書ファイル(名称
f小分頽》)の遮択

ぐ
分割先行政文書
ﾌｧｲﾙ(名称(小
分類))情報の設
定

』~1
、‐

分割実行
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<操作手順＞

①[分割先名称(小分類)設定]画面が表示されます。
②必要項目を入力します。
③<設定>ボタンをクリックします。

分函一F
F祭ヨ 555 l胃55

分頚
〆

鯵(小分類)．
＝ド

画

I称〈小分頚） 画

i称(小分剰別名

底,取得者 画

理 画

雨一~~~~一一ー~ー‐一一一.!｢百…1曲ユ

趣5回研修“

Ｉ
睡一

続健唾 1

研修曝異
一
・
’

一
一
一蕊

|’

’
減担当腺･係 画
理部■ C省研鑑局研修部研修課01I

雪琿氾出現｡綴

作成･取得年度等 種

》務
一

一
》
一

③<次へ>ボタンを
毎唇■■ ‐向1■ー ■■阿悪 ●■

.－．一 一一ユーー．二一一一.一一一一一一一一一一

クリックします。

H23/04/、以俄 醒扉書go･哲研俵厨研愉部研修風01 ． ‘瓦読謹

『…．~､－．－‐一‐一. ~~‐ ‐~~一一‐ ～‐ ‐･….‘.~.一一、

撫． ’"‘"…．
［龍~雨~．

「一一一一~~一一・一「分銅一F I 分簸名 i 保存期間 l
陵分類＝一一一‐旧55 醗育55－－－ I一
陣分罰 蹄6 廊嘩55 ’一

略称(小分霞） ワフ7 露S5回研住 旧年

：:、労剤尻刃)行政文宣万イルー児

汽壷官鍾か“雲 ‘塗壕痢 αｨ¥唾型_ 弓二コ
1111設定I砥5胃目冨修【」） - 俺子 に璽且 W

、 MII皿..尾1陣5回扇修(z） 縄手 情理lE－1，

－－世夛云一
｜②すべての分割先を設定’

K分顕

3分罰

55 1

56 騨嘩55

i密55 ■■■

一

,称（小う彊） ワフ7 －－．”-..‘.－

保存期間
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2，ファイル管理

2篝7編戯糞濤ファイル鰡称鮴翁農馴働欝割
一一一一一一｜ _ ’

一

－ －－－■一一

~分割元の行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))に保存されていた行政文書について､それぞれ分割先の行政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分類))を
行します。設定し書分割操作を実

＜操作手順＞
①分割元の行政文書一覧について、「分割先行政文書ﾌｧｲﾙ名」
をプルダウンﾘｽﾄから選択します。
②すべての分割先を設定したあと、<分割>ボタンをｸﾘｯｸします。
③確麗メッセージで<OK>ボタンをクリックします。

行政文密ﾌｱｲﾙｰ
（名称(小分類)） L

…ョ項一

|繍欝｝
分劇対象の行政
文書ファイル<名称
(小分頚)>の選択

具”!｜
ロー

文饗管理業務
一一一一

Hz可酬ﾉO血1A
－

堕理、写 やｰ
r－ ー－－

日鶴趣“
分翻名等 (‘吻蜘

ぐ
“噛銅に鼠裁1.虻下さ戦

I識職］
分割先行政文喜
ファイル<名称(小
分気〕)楕報の設
定

ロ

’
毎
分割実行

唇璽出謹吋一シきる邑顔一セーニ

曇 I②<分割>ポﾀﾝをｸﾘｯｸ
ｰｰｰ～童認

ー

W･0叩1:分副を芋壼弓乃よる色も･ですｶﾞ？隅DHS心

－ －－－

4

”）=瞳}塾>をクリ
一

③<OK>をクリック

7

1

2.ファイル管理

2詔唐憲翻鯛蛎IL 一一一■一一

行政文書ﾌｧｲﾙ(名称〈小分類))の背表紙印刷をする際は、以下の手順を実施します。

’｢琴行政蕊書ﾌ霧イル“I小銅幟維調Ⅱ率緋愚襄嬉順

背表紙印刷対象の行政文書
ファイル(名称(小分類))を選択

･背表紙印刷を行う行政文替ファイル(名称(小分類))を選択します。

尋
1

背表紙印刷実行
」［ ･背表紙印刷を行います。

ノ

※本節で説明している手順は､文書管理者､文書管理担当者のほか､一般職員も実施可能です。
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2.アァイル管鯉

2朝貢繍雛圃刷 ’
1I

L------－ －‘=,亀一男_基 ﾆﾆｰｰ ｰｰ、■' －三一三 ﾆｰｰ一望一一一

行政文書ファイル(名称(小分類))の背表紙印刷を行うため､トツプメニューから業務を開始します。

’’
行政文書ファイル

(躬称(小分緬)）

背張紙印刷手順

＜操作手順＞
①｢文書管理業務｣ﾒﾆｭｰを選択します。

園 又鋤邸”！
､●‐ｱ

一元的な文袋錘ｼステム

購鱗1
背表紙印刷対象の
行政文書ファイル
(名称(小分頚))を
選択 ﾄザブメニユー

二二重ｎ
、

所属部■l(zQ壁凶刃la___ >gp査隠惨局曙j#E麺僅哩Oユー ーーーー_‐

I背表紙印刷実行
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2.ファイル管理

2言8鴬這冨維同刷

１
１
１
‐
１
Ｊ一

し． 吟、 － ． 毎 -一 － －‐ ＝ ‐－－← ．～ － － 一＝一＝古q■

背表紙印刷を行う行政文書ファイル(名称(小分類))を選択します。

＜操作手順＞
①分類ツリーより､該当の大分類を選択します。
②分類ツリーより､該当の中分類を選択します。
③分類ツリーより､該当の名称(小分類)を選択します。
④[行政文書一覧]画面より、『背表紙印刷｣メニューをｸﾘｯｸします。

行政文書ファイル

（名称(小分類)）

背表紙印刷手順

背表紙印刷対象の
行政文書ファイル
(名称(小分類>)を
選択

遍奴CC菅踊悠兄研務蔵窺器騨Oユ

'1隼陰I鐸|創鯵1FBsImell'"I""IWl榎縛”量蕩#罰1画1
1 !2rsFI1"麗量車111iimean'哩艮'嘩鰯圃"I重零画鱒’

』

幻
＝

一一一 ＝ ｰ 訂 け ＝

N，ー
②中分類を選択

、、

|“④｢背表紙印刷｣をクリック

ノ:焦l
③名

匿雪
ノ

背表紙印刷実衙I

篝I
亜
刀

－■＝ー‐－申●一

｜

『

|行諏電塵-良
’ 件名：
作成(取握)時期：匪司辰｡年口月ロ日唾刀ﾚﾝ罪

～膵冨ﾏI｢ー洋口月口日勵ﾚﾝダｰ｢壷~1
表示件数;Izoo仔好l雨ヘユ次へ全0件

捧臘;al 廻翠｜河田調i 爵率礎文■魯昂

一一一
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2ファイル管理

2認識妻綴圃刷I

,

L _ 一一

I

文書を選択し､背表紙印刷を実行します。

I
｜

’

＜操作手順＞
①[背表紙印刷]画面が表示されます。
②背表紙種別を選択します。
③<背表紙出力>ボタンをｸﾘｯｸします。

行政文書ファイル

(名称(小分頚>）
一

背表紙印刷手順

輝撫〕
背表紙印刷対なの行
政文書ファイル(名称
(小分顔))を
迩択

一司
曾宰畢釦■

I

[錘画一逗 万一~一

>f一一二三
②背表紙種別を選択
一一一一一一一一一一 一一

{…翻鬮雲霧1背表紙紙印刷実行

｝I ③<背表紙出力>をクリックI

L

召ポイント

背表紙種別(1cm､3crn､5cm､8cm)を使用して背表紙出力を行えます．
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2ファイル管理

2毛獅疎蕊害ﾌｧｲﾙ(名称(小錆類脇愈審査 －－一’１
１

．一 画一 一二＝･ す - 一一一ローーマー ニ＝一一､ 一一一 一一 口

4

一般職員が作成した行政文書ファイル(名称(小分類))の審査を行う際は-以下の手順を実施します。

Ｉ
■
■
■
■
Ｕ
Ｉ
８
Ｄ
ｕ
Ⅱ
■
Ｂ
Ｐ
■

◆編政家霊ｦアイ他焔細小分識)鰯雲顎晨おける弔鵬1
、

{塞嚇鵬耀裟 ･審査を行う行政文書ファイル(名称(小分類))を選択します。
』

尋 q

一

｛ ･詳細画面を確麗し､審査を行います。審査
」

唇ポイント

大分類､中分類を一般職員が作成した場合も霞同様の手順で審査します‘

一一
一一一

一一

」

※本節で説明している手順は､文書管理者､文書管理担当者ともに実施可能です。
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1
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2ファイル管理

2-a19.編友藁書ｦアィル(名称側職類))顛審蓑
－一色一垂｡ 一二.二 ■凸唾一■ －串面■一一一一一一●ーー･ローーーニ

行政文書ファイル(名称(小分類))の審査を行うため､ドップメニューから業務を開始します。

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Ｉ

ｒ

Ｂ

■

０

■

Ｏ

ｌ

ｒ

０

Ｌ

ｊ’ ＜操作手順＞①『文書管理業務｣メニューを選択します．行政文書ファイル

（名称〈小分類)）

審査手順 一一＝一一ー
一

国 闘錫丸津‘,‘
~4一元的な文蒋琶埋ｼｽﾃﾑ

審壷対象の行政
文害ファイル(名蒋
(小分顛))を選択

ﾄｯプﾒｭｰ

狐 vl所感部署万鼠4恥-01～
－

審蕊
一 ._ ， __ _- -----J

１
１

I
佇
件
１
１

=＝一弓冨蚕＝ここ二二二
①『文書管理業務｣を選択

凶""X墨溌イ
1一一一弓
一一一

お知らせ「蓋~天1

53
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2=9緑政文書ﾌｧｲﾙ(名称(4扮類))ぬ審査
一一-一一一一一一一一一.一三一一一一一.一一一 a一一一一三一‐÷や一勺一星 一 -－ _ =

｢分類審査｣メニューを選択します。

I
＜操作手l順＞

①[大分類一覧]画面が表示されます。
②『分類審査｣メニューをクリックします。

行政交響ファイル

(名称(小分罰)）

…頤一 五■一一 ず＝ ー－ー一一一一一一＝ ーー一 ー－－_一－ー一ー－

鱒醗”鼠’3 ＊ 電
－
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凸
一
■
■
■
壷
■
■
車上

｜
脈
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－
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文獣宮理業務
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武測1A郷⑪I

審盃対象の行政文
審ファイル(名称
(小分瓢))を選択 i一層毒面讃一
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一
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ーー

鳥篭壷 Iぐ

’
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1
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睡園式＝ゴー I 処理
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2頭ファイル管理

馨翻縮証鷺鱈書ファ部泌嬢称刺聯鐵》鰯審査
二一 一 一一一----.---------－－ －－－－－－L－－

一

審査を行う行政文書ファイル(名称(小分類))を選択します。

■
＜操作手順＞
①[分類審査一覧]画面が表示されます
②審査を行う行政文書ファイル(名称(小分類))の｢名称｣をクリックします」 ソつ

行政文審ファイノl坐

(名称(小分類))‐ －

塞弄＝i頂

■画▼■

●伯ﾛ 今

文需管理秦務 －扇玉言 冒壺 c五富
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“無荏I刀凰…認19乗■唾r窓1

分舗喜蜜一毎

審査対象の行政文
書ファイル(名称
(小分頚)>を選択
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｣~L
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②審査を行う行政文書フアイル(名称
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2.ファイル筐鯉

’
二

審萱2嵩9編政糞書夛誘イル《籍称馴､翁繍）の
一 一ローーーーーー ▲.－ ＝一一J

一 一一一一 －一一凸色ロー ー

認を行います。詳細を確認し､承
＜操作手順＞

①[名称(小分類)詳細]画面が表示されます。
②詳細を確麗し､<承認>ボタンをｸﾘｯｸします。
③確露メッセージで<OK>ボタンをクリックします。

21F

行散文雲ファイル

(名称〈小分踊)） ・

審脊手順．

更鑑毒準

‐ －－W''､ｲﾝﾄ

差戻し後に一般職員が再申請した場合､修正を行っ
た項目は黄色帯で表示されます。
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下げ｣を行うと､該当の行政文書ファイル(名称(小分類)）
は削除されます。
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2，ファイル管理

2声1鮒寸蔽汝雲ファイル‘賭称抑織顯”の禰璽
一一一一一一一由一一凸一一も－－国 一一一十 .■ 一色－－－一一一一ザ｡－－

－－一士一一一一一一一

本節では､所管換方法について説明します。

本教材では､文書管理者(文書管理担当者)が､行政文書ファイル(名称(小分類))の所管換(行政文書ファイル(名称(小分類))の移動）
を行う方法について説明します。

ロ 悪ポイント

A課からB課に所管換を行う場合､A課で操作を行います。
分類の所管換は､文書管理者(文書管理担当者>のみ実施可能です。

57

2ファイル管理

2-10編政文書ﾌｧｲﾙ(名称(小分翻)翻顧管謹一 ロ ー一‐ マァ ■詞L＝ ~￥ﾏ ｰｰﾛｰ ｰ ｰ マーーーp亘一 一 一乏口一一写一

一一．＝一一 一一 一一■二.垂一琶一一 ＝.一 L － 凸一一 一一 一一一一一一b一一一一．一一 一一凸＝－＝一一一二 一一 ■一』一も■＝一ー一一一一 一=一

分類ツリーで対象の分類を選択します。

’＜操作手順＞
①分類ツリーで､所管換する行政文書ﾌｧｲﾙ(名称〈小分類))を選択します。
②サブメニューより､『所管換｣を選択します。

F琿守好

文鍔曽理業務

H率/04ﾉ01以扱

肌
》
誠

■ 画

UT－?

型

I

鯉瀧省研修局研修部研侈塑
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日
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Ⅱ

■
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’
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象の行政文書ファ
称(小分類))を選

－－

|①対
L_

１
１

， ｜作:協同|担当奮｜薗鴎鴎｜ 鰯圃名 ｜
’

15分類の行政文書ファイルは､3分類の分類下に所管換することはで
きません。

,また逆に､3分類の名称(小分類)を､5分類の分類下に所管換する
'こともできません。

」
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2.ファイル管理

洋棡編職糞書フテギル耀称側蝋琴調鰄弄管糎
一一己一 一一.

所管換を行います ＜操作手順＞

①[名称(小分類)所管掴画面が表示されます。
②所管換の情報を入力します。
③＜所管換＞ボタンをｸﾘｯｸします。
④確麗メッセージで､<OK>ボタンをクリックします

画 ’蝿
。｡●● あむ巳■歩又選轌…

宮理即要8甜題宙研修局野噛部覇修眼閥23/昭ﾉOﾕ以後
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Webバージがら”ヴセージ

④<OK>をクリック④＜OK＞をクリック④＜OK＞をクリック 題[亟画塵
一ー一弓

ｷﾔﾝｾﾉﾚ｜ I ③＜所管換＞をクリック③<所管換>をｸﾘｯｸ
ロヴ一－一 五一

l 邸 〕 ‐ ‐ ‐‐ 剣
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■■■■ 一一 一.一一▲一画一一画

」3.行政文書の登録

<概要＞

本章では､行政文害(資料文書)を直接登録する方法について説明します。

-股職員でも文書管理者(文害管理担当者)でも同様に操作できます。 ｜
ﾛ一一一一一」

｜ 文喜登録は、
’

60
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3編政文書唾燈録
､一一一一一一一一一一＝一一一一一一

文書管理業務で､r文書登録｣メニューを選択します。

’ ’
＜操作手順＞

①「文書登録｣メニューを選択します。
－

鎌蔭:|:MI F
電密型墾謹農】

3｣ﾒい,'@ r函恵ま
－－一一一一一一一一一一一一壁騨思:鯉濡蜜圃牢圃や遷鼬典
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’ 3瀞政藻書の登録
一一一一凸一■■一一一一一今今 ▲～ ■＝ 一口▲一凸－．凸一一一●－．－－－面■ ＝企一一 一一■■ｰ一一

行政文書を登録するための画面を表示させます。
＜操作手順＞

①[行政文書一覧（－時保存)]画面が表示されます。
②サブメニューより､｢文書登録』を選択します。
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8編減丈書甑鐙録
一一一ユ ーーー

行政文書を登録します。 ＜操作手順＞
①[行政文書作湖画面が表示されます。
②保存先の分類､文書属性等を選択･入力します。
③＜作成＞ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。
④確蝿メッセージで､<OK>ボタンをｸﾘｯｸします。恥溌苑二兎芝dも弱夕をｸﾘｯｸします。
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閲受付文書を添付する繍合は．｢受付文書｣欄のく逼加>ボﾀﾝをｸﾘｯｸし議す。

日

詞
●毎■’

召恥廻‘
ぬ

撤野鰯 気 負
合『＝＝ ● 巴② 奄黄輔 串ゆ

撤
冠●■■＝斧

ロ輌口

文獺簿琿業務

■

文興

I撒睡標胃灘f=野愚鈍. .l文曽鷺嘩l

…馨作庫
へ

_1(H23/03/31以前作両~噂施行稜(H23/""/O1以後作成）~匠弼雨低文書管理法

’唾
諦

ｖ
ｌ
ｖ
－
ｖ篝匿竺 一 I

文筈屋性
_ －P一一・－ ﾏーーー－－画一一一一－一 一＝一一－一一一一－一一一一一－－－〒 - - 一一

- -- -__ 一 一話一口凸一一一一一一一一－－－ －－

－一一一一一｡－_ _ _=_弓=一一一一一

本文
ドﾗｯグ＆ドロップ磯能[責迩

内害
－

'曾靖心無
本文（御

健子ﾌｱｲﾉ1名輌順I資料名
1

1|
儲頚

本文（電子）
－

受付文書
件名

＝雨
V

｢軍雪｢=蒔凛雰丁転言詞
64

キャンセルDK



■

4.行政文書の修正蕊移動｡廃案書の修正蕊移動｡廃案
－

<概要＞

本章では､保存済みの行政文書謹蚤正･移動｡廃案‘する方法について説明します。
※保存済み行政文嘗慈餐正｡移餅廃蕊できるのは､文書管理者(文書管理担当者)のみで
す。

＄
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4｡録政文書鰯修正'穣動･廃案

4-1.雪誌情報逵鰺征する

本節では､保存済み行政文書の書誌情報を修正する方法について説明します。
対象の行政文書を選択します。

＜操作手順＞

①分類ツリーで､対象の行政文書が保存されている分類を選択します。
②「行政文書一覧｣で､対象の行政文書の件名を選択します｡
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②対象の行政文書の件名を選択
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4行政文書の修正･移動･廃案
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③修正が完了したら､＜修正＞ボタンをクリックします。
④確認ﾒｯｾｰジで､<OI<>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。
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I 4.行政文書の修正，移動・廃案

4-2‘獄寸ファ煮ルを差世蓉える
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本節でば､保存済み行政文書の溌付ファイルを差し替える方法について説明します。
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4.行政文書の修正･綴動･廃案

4-2添付ファイルを簔し替える

行政文書の詳細が表示されます。
＜操作手順＞
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4.行政文書の修正･移動･廃案

4-浬熟ｻｦｧ謙泌詮差し替え鐙
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替え対象のファイルをアップﾛｰドします。差 ＜操作手順＞

①［責料構成変更]画面が表示されます。
②『差し替え責料｣欄のく参照＞ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。
［ｱｯブﾛｰドするﾌｧｲﾙの選択]画面で､差し替え対象の
ファイルを選択します。
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’4.行政文書の修正‘移動"艤蒙

4私添荷ファイルを差し替巍愚

添付ファイルを差し替えます。 ＜操作手順＞
①「差し替え資料』欄に､選択したﾌｧｲﾙが正しく表示され
ていることを確麗します。
②「電子媒体資料一覧｣欄で､差し替える資料を選択します。
③＜差し言え＞ボタンをクリックします
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4術政文書の修正卿移動｡廃案

鮨2添付ファ都ルを差し替える
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＜操作手順＞

①｢電子媒体資料一覧｣楓で､対象資料が正しく差し替わっ
ていることを確麗します。

②＜更新＞ボタンをｸﾘｯｸします。
③確圏メッセージで､<OK>ボタンをｸﾘｯｸします。

賛料構成変更を確定させます。
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■4.行政文書の修正｡移動･廃案

4-3他の行政文書ファイル(名称(小分類))配下へ移鋤させる
｜ －
本節では､保存済み行政文書を他の行政文書ﾌｧｲﾙ配下へ移動させる方法について､説明します。
の行政文書を選択します。対

＜操作手順＞
①分類ツリーで､対象の行政文書が保存されている分類を選択します。
②「行政文書一覧｣で.対象の行政文書の件名を選択します。
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4行政文書の修正，移動･廃案

4←3紬の行政童喜ファイル(名秘(小分類))蝿下へ移動させる

行政文書の詳細が表示されます。
■

’＜操作手順＞
①サブﾒﾆｭｰより､｢移動Jを選択します。
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保存されている行政文書を､3分類の分類下，' 5分類の行政文書ファイルに
軍’に移動させることも可能です。
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4行政文書の修正･移動･屍季

4－曇他の行政笈書ファイル(名称(小分類))配下へ移動させる

行政文書を移動させます。 ＜操作手順＞

①［行政文書移醐画面が表示されます。
②移動先の分類を選択します。
③分類の選択が完了したら､＜移動＞ボタンをｸﾘｯｸします。
④確認ﾒｯｾｰジで､<OK>ポﾀﾝをｸﾘｯｸします。
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4蝋保存車露濡遜茨書審屋票する

本節では､行政文書を廃案する方法について､説明します。

対象の行政文書を選択します。

’

’
＜操作手順＞
①分類ツリーで､対象の行政文書が保存されている分類を選択します。
②「行政文書一覧｣で､対象の行政文書の件名を選択します。…_ ,皇“ 鰯|:繍蝉譲鰯駕蕊認憩難蕊銀し蕾猟
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4.行政文書の修正･移動"廃案
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＜操作手順＞
①［行政文書廃剰画面が表示されます。
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5.廃棄｡移管･延長5.廃棄｡移管･延長

廃棄･移管･延長の操作手順書を､J｡NETポータルの｢最高裁各局課等からのお知らせ｣の記事『文書管理シス
テムにおけるﾌｧｲﾙ､廃棄簿及びﾌｧｲﾙ管理簿の作成について【高地家裁用】｣に掲載しているため､本教材
では解説を省略します。
廃棄･移管･延長の設定及び登録は､上記手順書をご覧ください。
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■受付業務

意味

主管課等の担当者が､電子的に受領した文書を文書管理システムに登録
すること。

－－

｜
職
識

Nn

1

一

2
－

－－

庁内施行 裁判所内の他庁や他部署に｢施行｣の取扱いで電子文書を配布すること。

配布｡転送 受付処理を行うべき部署(担当者)に電子文書を送り､受付処理を依頼する
こと。、

3

一

返付 配布｡転送されてきた電子文書茜受付処理を行わずに､配布･転送処理を
行った部署(担当者)に返すこと。

4

文書受付

－

5
－

紙で受領した文書の情報(件名等)を文書管理システムに登録すること。

差戻し 庁内施行されてきた文書を､受付処理を行わずに､施行元部署(担当者)に
返すこと。

削除した受信文書を一時的に保存しておく場所｡ごみ箱内の文書は元へ戻
すことが可能。
(ごみ箱から削除した文書は本システムから完全に削除される｡）

6

7 ごみ箱

1

－－

‐
‐
！
‐
‐
一

隠語集
一一弓一一一一一.一二一一一一一一 ÷＝一 マー マ ーー

r＝ﾛ－

■決裁･供覧業務

意味

決裁を行うために､電子文書や決裁ルートを本システムに登録すること。

決裁を行う方法｡｢電子決裁｣と｢紙決裁｣のいずれかを選択できる。

皿
■
団

用語

起案

決裁方法

文書保存後に､登録した文書及びその書誌情報を閲覧できる部署･職員の
範囲。

共有区分3

起案文書の内容について責任を負う者｡通常は下記｢担当者｣と同一であ
ることが多いが､本システムでは起案に関し代筆を可能としているため､本
来の責任者という意味でこの用語を用いている。

上記｢起案者』と異なり起案文書の内容について本来の責任を負わない、
代筆を行うだけの者。

起案者4

担当者5

6 廃案 起案を取り消すこと。

完全削除 本システム内にデータを残さずに削除すること｡完全削除した文書はその
後参照ができなくなる｡

受付処理を行った電子文書を基に決裁を起案すること(供覧についても同
様｡)。

7

受付起案8

|すべての決裁者の決裁が完了したことを本ｼｽﾃﾑに登録すること。9
－

完了処理

2



蔚語集
一一凸一一七一一 ●－
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■決裁･供覧業務(つづき）

意味No. |用語

決裁､施行処理等の事案が完了した文書について､すべての処理が完了し
たことを本システムに登録すること(本処理がなされていない場合､検索｡参
照の対象から外れることとなる｡)。

保存10

決裁者及び最終決裁者を回議順に並ぺたもの。

回議順により現在決裁権(決裁待ち状態)が与えられている決裁者のこと。

111決裁ﾙｰﾄ
12 1現処理者

決裁ルート上の特定の承認者の承詞を経ないで決裁案件を処理できる設
定。
本処理の対象となった承認者による後からの閲覧はシステム上記録される。

後閲13

供覧案件において複数の職員に同時に閲覧を依頼する処理。
同報者は､案件の閲覧のみ行える(決裁ボタンは表示されない｡)。

同報14

複数の課室で同時に決裁をまわすこと。15 1並列決裁

決裁者または最終決裁者が､内容の修正を命じる意図をもって､すでに承
認した決裁者または担当者に決裁案件を送り返すこと。

差戻し16

画
歴

|差戻し処理を行う者。
|差戻し処理により､案件を差し戻された者。

元
先
し
し
戻
戻
差
差

3

１
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■文書管理業務

意味

登録されている書誌情報等の属性情報による文書の検索。

文書本体に添付されたファイルに記載されている語句による文書の検索。

｜
恥
－
１
－
２

用語

文書属性検索

添付文書中のキーワード検索

登録されている属性情報､文書本体に記載されている語句等による行政文
書ファイル(名称(小分類>)の検索㈹

行政文響ファイル検索3

自課内の決裁文書､供覧文書､その他文書の検索。4 1課内文書一覧
文書登録 本システムにおける決裁又は供覧と関係のない文書の本体(紙文書の場合

を除く)及び書誌情報を本システムに保存すること｡決裁及び供覧の場合と
同じく､個々に文書分類を定めて行う。

組織の改廃等に伴い文書の管理部署を分類又は行政文書ﾌｧｲﾙ<名称
(小分類))単位で変更すること。

5

所管換6

、際 保存期間が満了した行政文書ファイル(名称(小分類))を処分すること。

4
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平成31年3月7日

高等裁判所事務局総務課長

地方裁判所事務局総務課長

家庭裁判所事務局総務課長

殿
殿
殿

最高裁判所事務総局秘書課参事官高田公輝

文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂につい

て（事務連絡）

平成29年3月27日付けで文書事務における知識付与を行うためのツールを送

付しましたが，その後の関連通達の改正等を踏まえて，別添のとおり改訂しました。

各庁における研修や日常の職員指導等で，適宜,活用してください。

なお，今回配布するツールの内容は，別紙のとおりです。

〆
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厩壼司
司法行政部門の意思決定

【権限】

＞ 司法行政事務を行う主体は， 当該事務を行う権限を持つ者であるから， あ

る事務を行おうとするときは，その事務を行う権限を有する者が意思決定を

する。つまり，意思決定の権限を有する者は， その事務を行う権限を有する

者である。

＞ 司法行政事務を行う権限を有する者は，法令，通達等によって定まる。

＞ 例えば， ある事務が，通達等で各裁判所が行うものとして定められている

場合には，各裁判所の裁判官会議がその事務を行う権限を有する者となる（

裁判所法第20条第1項，第29条第2項，第31条の5）が，各裁判所で

定める司法行政事務処理規程等によって，長官又は所長に当該事務を行う権

限が委任されている場合（下級裁判所事務処理規則第20条第1項参照）に

は，長官又は所長がその事務を行う権限を有する主体となる。ただし，庁に

よっては， 当該裁判所の長から事務局長等の下位の者に更に委任されている

場合がある。

【決裁】

＞ 司法行政事務の意思決定は「決裁」によって行われる。

＞ 「決裁」 とは，意思決定の権限を有する者が，押印，署名又はこれらに類

する行為を行うことにより，その内容を裁判所の意思として決定し，又は確

認する行為をいう。

＞ 最終決裁者は，意思決定の権限を有する者（その事務を行う権限を有する

者）である。

＞ 決裁文書を起案するときは，決裁事項の内容に応じて，法令，通達その他

の資料を調査して， 当該意思決定の権限を有する者を確認する必要がある。

【専決】

1

一



＞ 通常は，最終決裁者は，法令，通達等で定められているその事務を行う権

限を有する者（本来の意思決定の権限を有する者）であるが，本来の意思決

定の権限を有する者があらかじめ補助者に本来の意思決定の権限を有する者

の名において決裁し得る権限を付与している場合がある。 このような場合に，

補助者が決裁することを専決といい，最終決裁者は補助者となる。

＞ 専決により文書を発出するときは，文書の発出名義は，本来の意思決定の

権限を有する者の名となることに留意する。

＞ 例えば，所長から事務局長に対して専決権限が与えられている場合には，

発出名義が所長である文書の決裁を事務局長が行うことになる。

【補助者の名において事務を行う権限の委任】

＞ 本来の意思決定の権限を有する者があらかじめ補助者に補助者の名におい

て事務を行う権限を委任している場合がある。 この場合には，最終決裁者は，

委任された補助者となり，文書の発出名義も補助者となる。

＞ 例えば，所長から事務局長に対して補助者の名において事務を行う権限が

委任されている場合には，発出名義が事務局長である文書の決裁を事務局長

が行うことになる。

【代決】

＞ 最高裁実施通達記第3の5の(1)では，本来の意思決定の権限を有する者が

出張等により不在であるときに，特に緊急に処理しなければならない決裁文

書について，本来の意思決定の権限を有する者の直近下位の者が内部的に代

理の意思表示をして決裁することの意味で用いられている。

＞ 代決により文書を発出するときは，文書の発出名義は，本来の意思決定の

権限を有する者の名となることに留意する。

＞ 例えば，事務局長が所長不在時の代決者と指定されている場合には，発出

名義が所長である文書の決裁を事務局長が行うことになる。
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(例）本来の意思決定の権限を有する者＝所長
文書の発出名義＝所長
最終決裁者＝所長
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(例）本来の意思決定の権限を有する者＝所長
文書の発出名義＝所長
最終決裁者＝事務局長
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（例）本来の意思決定の権限を有する者＝所
文書の発出名義＝事務局長
最終決裁者＝事務局長

一一

に
～

決裁
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代決
一一一一一

－－－－－

粕
！
↑

／

ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

Ｄｏｏ

、

、
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ノ

L－本来の意思決定の

権限を有する者
（最終決裁者）

名義

&才畠中 最終決裁者不在時の緊急処理に

備えてあらかじめ代決者を指定

l
l

l
決裁｜
r一一一

決裁I補助者

／
－－一一一一一一一一一一一句 ■ ■ ■ a －一

(例）
代決の場合

1
①本来の意思決定の権限
を有する者＝所長

②文書の発出名義＝所長
③最終決裁者＝所長

車
①所長
②所長
③事務局長

重要案件は後閲
（最高裁実施通達記第3の5の(1)）

L
U

ノ
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文書管理事務の根拠となる通達等

【公文書管理法の趣旨・目的】

＞ 適切な公文書等の管理体制を確立するため，平成23年4月1日に「公文

書等の管理に関する法律」 （公文書管理法）が施行された。

＞ 公文書管理法第1条では，公文書等が，健全な民主主義の根幹を支える国

民共有の知的資源であるとした上で，行政文書等の適正な管理等を図り， も

って行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに，国及び独立行

政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うさ

れるようにすることを目的として規定している。

＞ 公文書管理法における行政文書の管理についての規定は，裁判所には直接

適用されないが， 同法附則第13条2項において，裁判所の文書の管理の在

り方については，同法の趣旨，裁判所の地位及び権能等を踏まえ検討を行う

ことと規定されている。

【裁判所における文書管理事務の根拠となる通達等】

<管理通達及び実施通達〉

＞ 裁判所における司法行政文書の管理については，公文書管理法の趣旨を踏

まえて，管理通達最高裁実施通達及び下級裁実施通達（以下「管理通達等」

という。 ）が定められている。

<実施細目〉

妄 下級裁判所において，管理通達及び下級裁実施通達の実施に当たっては，

各庁の実情を踏まえた個別具体的な細目を定める必要があるため，下級裁実

施通達記第1の2に基づき各庁で実施細目が定められている。

※実施細目に関連する下級裁実施通達上の定め

・ 総括文書管理者及び文書管理者がそれぞれ行うこととされている事務につい



て実施細目に定める場合の協議（記第1の2の(1)）

・ 送付を受けた司法行政文書について，主管課等又は主管係が不明である場合

に， 当該司法行政文書の受付事務を行う部署（記第2の1の(4)）

・ 総務課等において他の主管課等宛ての封書（ 「秘」 ， 「親展」等の表示のあ

るものを除く。 ）の開封及び司法行政文書の受理手続を行う場合（記第2の8）

・ 決裁の区分及び種別（記第3の1の(2)）

・ 司法行政文書の閲覧及び借出しの手続（記第6の2）

・ 本庁と管内の支部等との間の司法行政文書の取扱い（記第13の2）

<その他の通達等〉

文書管理に関する通達としては，管理通達等のほか，人事管理文書等の保

存期間等について定めた「人事管理文書等の保存期間等について」 と秘密文

書（公表しないこととされている情報が記録された司法行政文書のうち秘密

保全を要する司法行政文書）について定めた「秘密文書管理要領について」

＞

がある。

平成30年6月29日付け秘書課長事務連絡には，管理通達等の運用に当

たっての留意事項が記載されている。

＞

主



■■■
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根拠となる通達等

司法行政文書の管理事務の根拠となる

二三~、管理通一達…平成24年12月6日付け最高裁秘書第003545号事務総長通達｢司法行政文書の
管理について」

最高裁皇施a重達…平成24年12月6日付け最高裁秘書第003546号秘書課長通達｢最高裁判所にお
ける司法行政文書の管理の実施等について」

王倣裁実施通達…平成24年12月6日付け最高裁秘書第003547号秘書課長通達｢下級裁判所にお
ける司法行政文書の管理の実施等について」

夷一施fH目…最高裁実施通達記第1の2の(1)又は下級裁実施通達記第1の2の(1)若しくは(2)に
より定める実施細目

平成29年3月6日付け最高裁秘書第702号事務総長通達｢人事管理文書等の保存期間等について」
秘密文書管理要鎭…平成30年11月30日付け最高裁秘書第4957号秘書課長通達｢秘密文書管理要

領について」

●

●

●

●

●
●１

１

●平成30年6且2旦旦位I土秘書語塾長事務連絡 …平成30年6月29日付け秘書課長事務連絡｢管理通達
等の運用における留意事項について」

一一一一

～

<参考〉行政機関等における文書管理事務の根拠となる法令等

●公文書管理法…公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号）
●公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号）
●行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定）
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※公文書管理法の趣旨

公文書管理法
文書管理の基本的事項を定める法律

L

（公文書管理法第1条）

〈目的〉①行政の適正かつ効率的な運営
②現在及び将来の国民に対する説明責任

公文書等＝健全な民主主義の根幹を支える国民共有の
知的資源

（≦ノモ元1土心4U,1寸オミUﾉ圏氏1－ﾒy 9句目兄明頁1士

I

’(附則第13条2項）

裁判所の文書管理の在り方については， ’

一J
卜文書等＝健全な民主主義の根幹を支える国民共有の

知的資源
＝竺一

I
ａｌ

ｂ■０ト裁判所の地位及び
権能等を踏まえ,検討が行われるものとする。 ===
司法行政文書の管理事務の根拠となる通達等

蝿 管理通達
司法行政文書の管理の基本的事項を定める通達 個別の文書に関する通達

･人事管理文書等の保存期間等について
人事管理文書等の保存期間等について定める
通達

｜
Ⅱ

’一

最高裁実施通達
最高裁における文書管理を実施す
るために必要な事項を定める通達

下級裁実施通達
下級裁における文書管理を実施す

･秘密文書管理要領
管理通達記第9の12の定めに基づき秘密

るために必要な事項を定めるi 達

書の管理に関する細則を定める通達

且 )且
H30.6.29付け秘書課長事務連絡
管理通達及び実施通達の運用上の留意事項を記載

実施細目(局課等ごとの定め）
局課等の長が,管理通達及び最高裁実施通達の実施に
必要な細目的事項を各局課等の実情に応じて定めるもの

実施細目(高裁地家裁ごとの定め）
高裁長官及び地家裁所長が,管理通達及び下級裁実施通達の
実施に必要な細目的事項を各庁の実情に応じて定めるもの

体系
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【司法行政文書の定義】

＞ 司法行政文書とは，裁判所の職員が職務上作成し，又は取得した司法行政

事務に関する文書，図画及び電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。 ）で

あって，裁判所の職員が組織的に用いるものとして，裁判所が保有している

ものをいう。 （管理通達記第1の2の(1)）

※公文書管理法第2条4項及び情報公開法第2条2項と同様の定義となっている。

＞ 「組織的に用いる」 といえるかは，文書の作成又は取得の状況， 当該文書

の利用の状況，保存又は廃棄の状況などを総合的に考慮して，実質的に判断

することになる。具体的には，文書の作成又は取得の状況としては，職員個

人の便宜のためのみに作成又は取得しているかどうかや，直接的又Iま間接的

に管理監督者の指示等の関与があったかどうかを，文書の利用の状況として

は，業務上必要として他の職員又は部外に配布されたものであるかどうかや，

他の職員がその職務上利用しているものであるかどうかを，保存又は廃棄の

状況としては，専ら当該職員の判断で処理できる性質の文書であるかどうか

や，組織として管理している職員共用の保存場所で保存されているものであ

るかどうかをそれぞれ考慮することになる。 （ぎようせい「改訂逐条解説公

文書管理法・施行令」 19ページ参照）

組織とは，裁判所としてというだけではなく，課，担当係等，職務を遂行

する各種の単位が想定される。

「保有している」 とは，文書を所持している状態，すなわち事実上支配し

ている状態をいう。 （前掲20ページ参照）

※〈参考〉平成28年度（最情）答申第15号

＞

妄
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司法行政文書の定義l
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①裁判所の職員が
司 (図画及び電磁的記録*を含む｡）であって，

②裁判所の職員が組織的に用L過主』①として，

③裁判所が保有してLlるものをいう。
＊管理通達記第1の2の(1)

*電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

I組織的に用uる｣とは？＞

今次の点などを総合的に考慮して実質的に判断
一

’
の作成又は

取得の状況
ヅ職員個人の便宜のためのみに作成又は取得しているかどうか
0/直接的又は間接的に管理監督者の指示等の関与があったかどうか

ノ
－

ゾ業務上必要として他の職員又は部外に配布されたものであるかどうか
6/他の職員がその職務上利用しているものであるかどうか

②当該文書の利用

1 ヅ専ら当該職員の判断で処理できる性質の文書であるかどうか〆組織として管理している職員共用の保存場所で保存されているものであるかどうか
③保存又は廃棄の状況

β

＞ [保有している｣とは？

今文書を所持している(事実上支配している)状態をいう。
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【管理体制の意義】

＞ 適正な文書管理を確保するため，管理通達において， 司法行政文書の管理

体制について定めている。

＞ 総括文書管理者，副総括文書管理者，文書管理者，文書管理担当者及び監

査責任者には，それぞれの立場に応じた事務が与えられており，それぞれの

事務を適切に行い相互に連携することにより文書管理体制を機能させること

が適正な文書管理の確保に資する。

＞ 全ての職員は，管理通達実施通達及び関連する法令等並びに総括文書管

理者及び文書管理者の指示に従い， 司法行政文書を適正に管理しなければな

らない。 （管理通達記第2の6）

【総括文書管理者】 （管理通達記第2の1）

＞裁判所ごとに当該裁判所全体の文書管理事務を総括する者として置かれて

おり，高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所においては，事務局長が総括

文書管理者とされている。

【副総括文書管理者】 （管理通達記第2の2）

＞ 総括文書管理者を補佐する者として，副総括文書管理者が置かれている。

副総括文書管理者は，高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所においては事

務局総務課長とされている。

【文書管理者】 （管理通達記第2の3）

＞ 文書管理者は，文書管理に関する責任の所在を明確にし，適正な文書管理

を確保するため，文書管理の実施の責任者として下級裁判所の課及び下級裁

判所の裁判部ごとに置かれている。

＞ 文書管理者は，下級裁判所の課においては下級裁判所の課の長とされてい

る。下級裁判所の裁判部においては，首席書記官及び首席家庭裁判所調査官



が文書管理者とされている。

＞ 文書管理者は，標準文書保存期間基準（保存期間表）の作成及び変更のよ

うに，職員が文書管理を行う上で基準となるものの作成や， ファイル管理簿

（総括文書管理者が調製した庁全体のファイル管理簿は，総務課に備え置き，

一般の閲覧に供されるとともに， インターネットで公表）への記載及び削除

のように，文書管理の適正を確保するために重要な役割を担っている。

【文書管理担当者】 （管理通達記第2の4）

＞ 文書管理者を実務的に補佐する者として，下級裁判所の課及び下級裁判所

の裁判部ごとに文書管理担当者が置かれている。

＞ 文書管理担当者は，下級裁判所の課においては，企画官，課長補佐，専門

官，係長等，裁判部においては，訟廷管理官，訟廷副管理官，主任書記官，

係長，総括主任家庭裁判所調査官，主任家庭裁判所調査官等から文書管理者

が指名する。

【監査責任者】 （管理通達記第2の5）

＞ 監査責任者は，文書管理に関するコンブライアンスを確保するため，各文

書管理者における管理通達及び関連する法令等の遵守状況を把握し改善を図

るため，監査を企画・実施する者として置かれている。

＞ 監査責任者は，高等裁判所，東京地方裁判所及び大阪地方裁判所において

は文書企画官，地方裁判所（東京地方裁判所及び大阪地方裁判所を除く。 ）

及び家庭裁判所においては事務局総務課長とされている。



…

監査責任者
各裁判所全体の

文薑淫誕竪謹盗墨総括事務局長 況について監杳を実施

(高裁東京地裁,大阪地裁）
文書企画官

(その他の地裁･家裁）
､事務局総務課長

総括文書管理者■

一－一＜一〆

（補佐 ノ
ざ一一一一

■副総括文書管理者
文書管理の実施の責任者
(課)事務局課長等
(裁判部)首席書記官，
首席家庭裁判所調査官

■
。 事務局総務課長,文書企画官等

文書管理者

(課)企画官,課長補佐，
専門官又は係長

(裁判部)訟廷管理官訟廷副管理官，
主任書記官,係長，
主任家庭裁判所調査官等

補佐
一

文書管理担当者

－

r 1

Lノ

蟇麓裳譽阜鬘塁譜壽糾 に従い
職員職員

＊管理通達記第2
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司法行政文書の作成

【職員の文書作成義務】

＞ 職員は，文書管理者の指示に従い，裁判所における経緯も含めた意思決定

に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け，又は検証することが

できるよう， 司法行政文書を作成しなければならない。ただし，処理に係る

事案が軽微なものである場合は除く。 （管理通達記第3の1）

ここで「事案が軽微なものである場合」 としては，事後に確認が必要とさ

れるものではなく，文書を作成しなくとも職務上支障が生じず，かつ，事案

が歴史的価値を有さないような場合などが考えられ，所掌事務に関する単な

る照会や問合せに対する応答，裁判所内部における日常的業務の連絡や打合

せなどが想定される。

※職員は，管理通達別表「事項」の欄に掲げる事項に係る業務を行うときは，同

表の業務の区分，業務に係る司法行政文書の類型及び具体例を参酌して文書を作

成する（管理通達記第3の2） 。あわせて，所掌している事務の性質に合わせて

各文書管理者が作成している標準文書保存期間基準（保存期間表）を参酌して文

書を作成する。

※職員は，文書作成義務（管理通達記第3の1）に基づき，裁判所内部の打合せ

又は裁判所外部との折衝等を含む，管理通達別表「事項」の欄に掲げる事項に関

する業務に係る政策立案，事務の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録に

ついては，文書を作成する。 （管理通達記第3の3）

【作成する文書の正確性確保について】

＞ 文書の作成に当たっては，文書の内容の正確性を確保することも重要であ

る。正確性確保のため，文書の内容について原則として複数の職員による確

認を経た上で，文書管理者が確認し，文書の作成について指示があったもの

については，その指示を行った者の確認も経るようにする。 （管理通達記第

3の4）



ノ

※裁判所外部の者との打合せ等の記録の作成に当たっては，裁判所の出席者によ

る確認を経るとともに，可能な限り，相手方による確認等により正確性の確保を

期する。相手方の発言部分等について記録を確定し難い場合は，その旨を判別で

きるように記載する（管理通達記第3の5） 。 （具体的な記載方法については，

H30． 6. 29付け秘書課長事務連絡記1参照）

～参考～

●司法行政文書の取得

〔受付〕

・ 司法行政文書の受付事務は，総務課等（総務課，庶務第一課，庶務課又は事務部第

一課）が行うが，文書管理システム， ファクシミリ，電子メール，使送等により送付

された司法行政文書を事務局の課等又は名宛人が直接受領するときは， 当該事務局の

課等又は名宛人において取り扱う。 （下級裁実施通達記第2の1の(1)）

・ 総務課等は，受付手続を終えた司法行政文書を主管課等に速やかに配布する。 （下

級裁実施通達記第2の3の(1)）

〔受理〕

・ 主管課等は，司法行政文書を直接受領し，又は配布を受けたときは，いつ文書を受

領したのかが分かるよう文書の受理を行う。

・ 電子文書以外の文書には，第1ページの余白に受理印を押し，受理した日と主管課

等名を明らかにする（下級裁実施通達記第2の5の(3)） 。検索の利便性の観点から，

受理印の受理番号の箇所に進行番号を記載する取扱いが望ましい。

※短期保有文書は，進行番号を取らないので，受理印の受理番号の箇所は記載しない。

・ 主管課等は， 司法行政文書を直接受領し，又は配布を受けたときは，文書管理シス

テムの受付の機能を利用して，件名，受理した日，文書番号等の文書管理情報を登録

することにより行う。文書管理システムを利用しない支部等については，文書受理簿

に所要の事項を記載する方法により行う。 （下級裁実施通達記第2の5の(1)）

※短期保有文書は，文書管理システムへの登録又は文書受理簿への記載を要しない。

＝
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管理通達記第3の1

職員は,文書管理者の指示に従い,裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び
裁判所の事務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,処理に係る事案が
軽微なものである場合を除き，司法行政文書を作成しなければならない。

原則(職員の文書作成義務）

船
＝

ﾄｰ召 作成職員は,文書管理者の指示に従い，
司法行政文書を作成

､
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文書管理者 職員
【
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〆
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’ 裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実續を合理的に
又は検証することができるように作成
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1 「処理に係る事案が軽微なもの｣とは？
！ 事後に確認が必要とされるものではなく，
I 文書を作成しなくとも職務上支障が生じずかつ

I 「処理に係る事案が軽微なもの｣とは？
！ 事後に確認が必要とされるものではなく，
｜ 文書を作成しなくとも職務上支障が生じず,かつ，
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処理に係る事案が軽微なものである
場合を除き,作成
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文書の作成に当たっては…
＊管理通達記第3の4
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裁判所外部の者との打合せ等の記録の作成に当たっては…

裁判所の出席者による確認を経る。 相手方による確認等により，正確性の確保を期する。

相手方の

発言部分等
打合せ等の相手方
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※短期保有文書は文書管理システムの処理文書受理簿
、への記載は行わない。

受理番号部分には造i宝番号を記載。
ノ 刀

一

*文書番号＝主管課*文書番号＝主管課記号(庁名及び主管課等名を表す文字)＋進行番号(システムで採番した番号又は文書受理簿
(文書発送簿)の進行番号）

31．3．1



扉壹司
司法行政文書の整理

【保存期間について】

妄 意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績の合理的な跡付け又は検証に

必要となる司法行政文書は，原則として1年以上保存する必要がある。 （管

理通達記第4の3の(2)のエ， 同(5)）

※意思決定過程等について合理的な跡付けや検証に必要となる司法行政文書に該当

しない文書など， 内容が軽微かつ簡易な文書（例えば，管理通達記第4の3の(4)の

アからキまでの類型のもの）については，保存期間を1年未満とすることができる。

（管理通達記第4の3の(4)）

※通常1年未満の保存期間を設定する類型の文書であっても，重要又は異例な事項

に関する情報を含む場合など，合理的な跡付けや検証に必要な文書は1年以上の保

存期間を設定する必要がある。 （管理通達記第4の3の(5)）

【標準文書保存期間基準（保存期間表） 】

＞ 保存期間表は，事務局の課等ごとに各文書管理者が所掌する事務の性質に

合わせて作成するもので，作成し，又は取得した文書の保存期間の設定基準

であるとともに，文書の作成基準にもなる。 （管理通達記第4の3の(1)）

そのため，保存期間表にない類型の文書を新たに作成し，又は取得するこ

とになる場合には，保存期間表の変更が必要になる。 （下級裁実施通達記第

7の2の(3)）

※文書管理者が保存期間表を定め，又は変更したときは，その旨を総括文書管理者

へ報告しなければならない。 （下級裁実施通達記第7の2の(4)）

＞ 保存期間表は，管理通達別表に従い，又は下級裁実施通達別表第1から第

3に準じて定めることとされている。 （管理通達記第4の3の(2)）

※保存期間表に定める保存期間は，意思決定に至る過程及び裁判所の事務の実績の

合理的な跡付け又は検証に必要となる文書については，原則として1年以上とする

必要がある。 （管理通達記第4の3の(2)）



＞ 保存期間表は公表しなければならない。 （管理通達記第4の3の(1)）

【司法行政文書の整理】

＞ 職員は，司法行政文書（短期保有文書を除く。 ）を作成し，又は取得した

ときは，文書管理者が定めた保存期間表に従って， 当該文書を分類し，名称

を付し，保存期間及び保存期間の満了する日を設定し，相互に密接な関連を

有する文書を一の集合物にまとめたもの（ファイル） として整理しなければ

ならない。 （管理通達記第4の1，第4の3の(3)）

※保存期間の起算日は，文書を作成し，又は取得した年度の翌年度の4月1日が原

則である。保存期間の満了する日は，保存期間の起算日から起算して設定する。

（管理通達記第4の3の(6)，同(7)）

※ 「相互に密接な関連を有する司法行政文書」 とは，例えば，要請と応答に係るも

の（申請書と処分通知書，諮問と答申等） ，特定の事件に関する訴訟における一連

の文書等が考えられる。

ファイルは，保存期間表に従って分類し，名称を付し，保存期間及び保存

期間の満了する日を設定する。 （管理通達記第4の1の(3)）

※ファイルに付す名称は，分かりやすいものとし， また，行政機関の保有する情報

の公開に関する法律（平成11年法律第42号）第5条に規定する不開示情報に相

当する情報が含まれないよう注意する。 （管理通達記第4の2の(2)， （参考）管理

通達記第5の2の(2)）

※ファイルに設定する保存期間及び保存期間の満了する日は， ファイルにまとめら

れた司法行政文書の保存期間及び保存期間の満了する日となる。 （管理通達記第4

の3の(7)）

整理された司法行政文書は，事務局の課等ごとにファイル単位で管理する。

（下級裁実施通達記第7の1の(1))

短期保有文書については， ファイルにまとめる必要はないが，事務ごと，

年度ごとに簿冊（事務記録）にまとめるなどして管理する。保存期間を1年

以上とする文書と区別し，廃棄時期を明らかにするため，事務記録には背表

紙（保存期間1年以上とするファイルと区別しやすいものが望ましい。 ）を

付し，短期保有文書である旨や作成年度等を明示する。

＞

＞

＞

〆
戸



保存期間について
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歴史公文書等に該当する文書
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保存期間
－－－－－－ﾉ、、’一

ノ

合理的な跡付けや検証に必要では
ない文書

1年未満 1年以上
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業務単位で具体的に定められた司法行政文書
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▲保存期間が'年未満の文書(短期保有文書)と1年以上の文書は,整理の方法や廃棄の扱いが異なるため注一昌些



標準文書保存期間基準(保存期間表）
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※短期保有文書は,事務ごと，年度ごとに簿冊にまとめるなどして管理
－－－

ファイルに付す名称は… 儲至期間Q設劇三二21△ここ

｡保存期間は保存期間表に従って設定する。

･｢保存期間の起算日｣は作成取得年度の翌年度の4月
1日からが原則

｡分かりやすいもの ＄管理通達記第4の2の(2)

Oまとめた文書の内容を端的に示している。
× 「その他｣， 「雑｣等,まとめた文書の内容が分から
ない。
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･行政機関の保有する情報の公開に閨する法律(平成1
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【例】2015.5.12 2016．4．1 2021．3．31

三二1逓壷硬球二二三二
起算日 保存期間満了日

’
作成取得

．｢保存期間の満了する日｣は｢保存期間の起算日｣から
起算して設定する。

＊管理通達記第4の3の(6),同(7)
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【司法行政文書の保存】

＞ 管理するファイルは，保存期間の満了する日までの間，適切に保存しなけ

ればならない。 （管理通達記第4の4）

＞ 司法行政文書の保存に当たっては，文書管理者による確認の上で共用の保

存場所に保存する。保存場所の選択に当たっては，利用頻度の高いものは事

務室で管理し，利用がほとんど想定されないものは書庫に適宜移動させるな

ど，効率よく事務処理が行われるよう工夫する。

<紙文書〉

＞ 電子文書以外の文書（紙文書）は， ファイルごとに物理的な簿冊（事務記

録）にまとめる方法により保存する（下級裁実施通達記第8の2） 。文書を

事務記録にまとめる際は，異なる分類や保存期間の文書を混在させないよう

にしなければならない。

＞ 事務記録には文書管理システムから出力した背表紙（システム非利用庁で

は適宜の様式）を付す。 （下級裁実施通達記第8の3，第13の4）

※複数の事務記録を合冊する場合（下級裁実施通達記第8の2） ， 当該事務記録中

の全てのファイルの背表紙を付け， ファイル管理簿への記載漏れや， ファイルの誤

廃棄及び廃棄漏れがないように注意する必要がある。

＞ 事務記録は，共用のキャビネットや書庫等の保管庫に業務ごと，年度ごと

に区分するなどして整理整頓して保存する。職員が自己の執務の便宜のため

に保有している個人的な執務の参考資料などとは一緒に保管しない。

<電子文書〉

＞ 電子文書については，文書管理システムに登録する方法（文書管理システ

ムに登録することができない電子文書については，パスワードを設定する等



により改ざん，漏えい等を防止するとともに，適正かつ確実に利用すること

ができる適切な方法）により保存する。 （下級裁実施通達記第8の1）

＞ 電子文書についても，個人的な執務の参考資料などは，共用の保存場所

（共有フォルダ等）には置かない。

<短期保有文書〉

＞ 短期保有文書については， ファイルによる管理は必要ないが， 司法行政文

書であることに変わりはなく，適切に管理する必要がある。

【ファイル管理簿について】

＞ ファイル管理簿は， ファイルの管理を適切に行うために， ファイルの分類，

名称，保存期間，保存期間の満了する日及び保存場所その他の必要な事項を

記載した帳簿であり，文書の作成，取得から廃棄までの現況の管理ツールで

あるとともに情報検索のデータベースとしての機能を有する。 （管理通達記

第1の2の(7)）

＞ ファイル管理簿は， 当該裁判所が保有するファイルの現況を示すものであ

るから， ファイル管理簿への記載等は正確に行わなければならない（文書管

理システムに入力する情報がそのままファイル管理簿に反映されることから，

入力を正確に行う必要がある。 ） 。

※文書管理者は，少なくとも毎年度1回，総括文書管理者が定める期限までにファ

イル管理簿への記載を行うほか， ファイルを廃棄したときは当該ファイルに関する

記載を削除する。 （管理通達記第5の2の(1),同(3),下級裁実施通達記第9の2)

＞ ファイル管理簿は，総務課に備え置いて一般の閲覧に供されるとともに，

インターネットで公表される。そのため， ファイル管理簿には行政機関の保

有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）第5条に規定す

る不開示情報に相当する情報を明示しないようにしなければならない。 （管

理通達記第5の1の(2)，第5の2の(2)）



司 フ ヱブ三る日までの間滴切に保存－

＊管理通達記第4の4
紙文書の保存

一

_泄産臺璽堤を一‘｢－－ －‐
マーー＝坐＝ロUコブーrvゾ一

電子文書以外の文書は,ファイルごとに物理的な簿冊(事務記録)にまとめて,保管庫(事務室のキャビネット，
書庫等)に保存する。 ＊下級裁実施通達記第8の2

一

'

事務記録は…
文書管理システムから
打ち出した背表紙を付
ける。 （システム非利

用庁では適宜の様式を
用いる。 ）

＊下級裁実施通達記
第8の3，第13の4

文書は該当ファイルの
事務記録につづる。

|△事務記録は,保存 ｜
|期間が異なる文書を混｜
|在させない。
1－．．．－． ．･･･－．．．．－－－－．.一一“.-－－．-．－－－．-...-,-｡

※短期保有文書の場合

1
業務ごとに簿冊にとじる。

,保存期間1年以上の文書の事務記録と区別
にする。

L－ ‐
－－－ － ‐ノ

一 ＝

口
電子文書の保重子塞劃怪亙一｢－－－
電子文書は文書管理システムに登録して保存する。

零下級裁実施通達記棗三房T､ １
１

－－
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＝ －－－両

文書管理システム'三登銀重きない場合
個人

資料今バｽﾜｰド設定等により改ざん。
漏えい等を防止し,適正｡確実に利
用できる適切な方法により保存する。

電子

文書

※個人的な執務の参考資料などは
共用の保存場所に置かない。
～一一一一一一一一一一一一一一一一一一－－－､－垂短期保有文書は,文書管理システムへの登録は行わない。



フアイル管理簿

記載事項 ＊管理通達記第5の2の(1)

・分類 。名称 。保存期間
。保存期間の満了する日 ・保存場所
･ファイルの作成日の属する年度
・ファイルの作成日における文書管理者

。保存期間の起算日 。保存媒体の種別
･ファイルに係る文書管理者

機能

①文書の作成取得から廃棄までの現況の管理ツール
②情報検索のデータベース

司法行政文書ファイル嘩里簿

:蕊｜ 分鯛
寄 ’ 六鵜ロ ｜中分調

名称

〈小分調） :瀞憾| '森嶋剛作成･取縛者 記百円 保存期闇 保存期厭闘了日 管理希 侃考

(文書管理莞
一)底務〈霜
務）

司法行職文書管理につ
いての市務連絡雷(平
成27年皿）

”15年

度 登載するファイル

今前年度までに作成したファイル

【例】 ・保存期間の始期が到来しているファイル
°保存期間の始期が特定日に係るファイル
°保存期間が常用であるファイル

文書の管理雷 秘書認長 2016年4月1日 5年 2021年3月3旧 紙 ｜砺罷室 秘響螺畏

(文書管理鯏
一)庶務(索
務）

2016年

度 文審の管理詩 脂名霧(平成28年煙） 秘密灘長 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 l砺稲霊 19呑卵長

r-X--.~~｡＝.=.~｡..＝~｡＝~=｡~"~ーー･~~｡｡~ーーーー.~-=l
IA ---|

AA I
I

1
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1 oファイル管理簿への記載は現況存正確にI EHM-5｡ - ~-.~."~､~~~.-|’ I反映する。
1i _'~QJ｡ |
1| &_~,｡"~___ ,="_________ l

！ 。行政機関の保有する情報の公開にI =¥WE¥nZaXZMEmEgIZ II ，
る法律(平成11年法律第42号l aZI=IfZ]1=="=42=)¥5"= I！ 1

1I "EV-MWTt,I=""=JJZgg.ER |規定する不開示情報に相当する情報害明I

示しない。
＊管I__ - "E="=ac%oUJzU｣!zj l’

1

1 11I _.“－－－－－－－－－－．－．－－"圏.‘一‘..｡‐－－－－－－ ． ．－_｣

文言管理者は,少なくとも毎年度1回，ファイルの現況を
ファイル管理簿に記載

＊管理通達記第5の2の(1)

ファイル管理簿は,総務課に備え置かれ,一般の閲覧に
供されるとともに,インターネットで公表される。

零管理通達記第5の1の(2)
、



I

延量_Q塵謹

【延長】

＞ 保存期間が満了したファイルについて，職務の遂行上必要があると認める

ときは，必要な限度において，一定の期間を定めて保存期間及び保存期間の

満了する日を延長することができる。 （管理通達記第6の3の(2)）

＞ 管理通達記第6の3の(1)に掲げる司法行政文書が含まれるファイルについ

ては，それぞれ定められた日が経過するまで， 1年ごとに， 当該ファイルの

保存期間及び保存期間の満了する日を延長しなければならないことから， フ

ァイル中に管理通達記第6の3の(1)に掲げる司法行政文書が含まれることに

なったときは，延長すべきファイルである旨を適宜明示するなどして，延長

漏れ，誤廃棄を防止する。

＞ 短期保有文書についても，管理通達記第6の3の(1)のアからエまでに該当

するときは，保存期間を1年以上とする文書としてファイルによる管理をす

る。

＞ ファイルの保存期間及び保存期間の満了する日を延長したときは， ファイ

ル管理簿の記載事項を更新し，事務記録の背表紙の保存期間満了日を修正す

る。 （下級裁実施通達記第9の3，第11の2）

【廃棄】

＞ ファイルの保存期間が満了したときは，保存期間及び保存期間の満了する

日の延長をする場合を除き， 当該ファイルを廃棄しなければならない。 （管

理通達記第6の2の(2)）

＞ 文書管理者は，保存期間の満了後，総括文書管理者に対し，廃棄の承認申

請をし，総括文書管理者から廃棄の承認がされたら，速やかにファイルの廃

棄処理をし，総括文書管理者が定めた白までにファイル管理簿の記載の削除，



廃棄簿への記載を行わなければならない。 （管理通達記第6の2，下級裁実

施通達記第11の1）

廃棄処理を行う際には，誤廃棄や廃棄漏れがないよう複数人で十分に確認

を行う。例えば，廃棄承認されたファイルのリストと事務記録の背表紙を照

合して確認し，同様の作業を上司など別の人にも行ってもらうことが考えら

れる。

司法行政文書を廃棄する場合には，細断，溶解，データの抹消等再利用で

きないよう適切な方法により処分する。 （下級裁実施通達記第11の1の(8)）

短期保有文書については，事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄す

ることとされているから，漫然と保有し続けることのないよう心掛ける。

（下級裁実施通達記第11の1の(5)）

管理通達記第4の3の(4)のアからキまでに該当しない短期保有文書を廃棄

する際には，文書管理者が，歴史公文書等や合理的な跡付け又は検証に必要

となる司法行政文書に該当しないかを確認し，廃棄する。この場合において，

文書管理者は，廃棄した短期保有文書に係る業務の類型及び廃棄をした日に

ついて記録し，総括文書管理者があらかじめ定めた一定の期間終了後， これ

を総括文書管理者に報告する。 （下級裁実施通達記第11の1の(6)）

総括文書管理者は，廃棄の記録の報告を取りまとめ，速やかに公表する｡

（下級裁実施通達記第11の1の(7)）

＞

＞

＞

＞

一



延長

a j

膣棄豆二ることになるが些引き続き保存 間を延長

＊管理通達記第6の2の(2)

P 言あき~、嘩管理通達記第どQような塲台に延長をするのか？

※短期保有文書がアーェの司法行
政文書に該当するときは,保存期間
1年以上とする文書としてファイルに
よる管理を行う。

戸司

ユヱ王ルに次のアーエに該当する司法行政文書が含まれる場合

今通達に定める日が経過するまで, '年ごとに保存期間を延長
する必要がある。

，〆 、
ア現に監査検査等の対象になっている司法行政文書

イ現に係属している訴訟における手続上の行為をするために
必要とされる司法行政文書

ウ現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をする
ために必要とされる司法行政文書

J、唇開示の申出があった司法行政文書

Lノ
ーファイル中に左のアーエに該当する
司法行政文書が含まれることになっ
たときは｡。。

長漏れ,
誤廃棄を防止するQ

〃
〆

／

（

－

＊下級裁実施通達記第9の3，第11の2.rイルの保存期間を延長したときに行うことは？

●
P

、
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廃棄

医荏期間力i満工聖上フアイルは.保存期間及び保存期 日存延 ＝ﾛへ

ばならない1しな｛国

拳管理通達記第6の2の(2)
の手続 争管理通達記第6の2，下級裁実施通達記第11の1

’ ｜学期間が満了したら…

－ミーターー

保存期間が満了したら…

■ 廃棄の承認申
倖-召 胃

d b

総括文書管理者サー
廃棄の承認

文書管理者

－

一
一

誤廃棄防止のため,複数人で十分に行う

確認

文書管理者が行うこと丁つ－Eヨ

細断,溶解,データの抹消等再利用
できないように適切に処分する。

廃棄処理
廃棄簿への記載

ファイル管理簿の記載の肖l1除
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可

延長｡廃棄

廃棄

書 争下級裁実施通達記第11の1の(5)

管理通達記第4の3の(4)に例示された類型に該当する短期保有文書Eヨ －－

I

ア正本｡原本が別に管理されている文書の写し
イ定型的又は日常的な業務連絡，日程表等
ウ出版物や公表物を編集して作成した文書
工所管する事務に関する事実関係の問合せへの応答に係る文書
オ明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書
力意思決定の途中段階で作成したもので,当該意思決定に与える影響
がないものとして,長期間の保存を要しないと判断される文書
キ標準文書保存期間基準(保存期間表)において,保存期間を1年未満
とすることが適当なものとして,業務単位で具体的に定められた文書

p

j

事務処理上必要な
期間が満了したら"｡。

＊下級裁実施通達記第11の1の(6),同(7)上記の類型に該当しない短期保有文書

事務処理上必要な期間が満了したら…
－

『-勺

吟総括文書管理ゞ
（罹語~）
･歴史公文書等

・合理的な跡付け又は
検証に必要な文書
に該当しないか

廃棄
廃棄した短期保有

文書に係る業務の
類型及び廃棄をした
日について記録～ 〆

文書管理者 廃棄の記録を公表〆

~ －〆
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虚撞_鐘査

＞ 点検及び監査は，少なくとも毎年度1回，実施することとなっている。

（管理通達記第7の1）

点検は，文書管理者が自ら管理責任を有する司法行政文書の管理状況をチ

ェックするものであるのに対し，監査は，監査責任者が第三者の立場から行

うものである。

＞ 点検及び監査は，文書管理に関するコンブライアンスを確保し，適正な文

書管理を，組織及び職員一人一人に根付かせ維持するために実施するもので

ある。職員による文書の作成や保存が適切に行われているかどうか点検監査

を行う中で，組織及び職員に対する具体的な指導を継続することにより，組

織としての文書管理レベルの向上と職員一人一人の文書管理スキルの向上を

図ることになる。

＞ 点検は，庁として統一的に実施するため，総括文書管理者の定めた点検の

実施要領に従って，文書管理者が正確に管理状況を確認する必要がある。

点検の方法としては，文書管理者が職員にチェックシートを用いて自己点

検を行わせた上で現況を確認す奇ことなどが考えられる。また，職員におい

ても，文書管理者の指示の下， ファイル管理簿とファイルの現物の突合を行

い， ファイル管理簿が正確に現況を表しているかや紛失等がないことを確認

するなど，正確な点検を行う必要がある。

＞ 監査の実施方法としては，実地監査と書面監査がある。実地監査では，監

査担当者が実際に現物のファイル等を確認し，必要に応じて文書管理者等に

対するヒアリング等が行われる。書面監査は， 当該年度において実地監査が

行われない課等について実施され，文書管理者がファイル管理簿等を確認し

た結果を記載した監査チェックシートを監査責任者に報告し，その報告書を

I

I



一一－

基に監査が行われる。

監査は，点検時に判明した蹄

結果を十分に活用して行われる。

点検時に判明した問題点が改善されているかを確認する等， 点検

）

）
と三



一－＝
一

』

●管理通達記第7の1

’ 意義 文書管理に閨するコンブライアンスを確保し,適正な文書管理を組織及び職員一人一人に根付かせ維持させる。

I

’

－－

点検 監杳エ

文書管理者自らが,管理責任を有する司法
行政文書の管理状況をチェックし改善を図る。

監査責任者が,各文書管理者における通達
等の遵守状況を把握し,改善を図る。

4
監査担当者が実際に確認

文書管理者の確認結果を記
した報告書を基に監査

凶p

文書管理者

点検の結果,改善すべき点があれば直ち
に改善する。○

点検で判明した問題点について改善の措
置が講じられたか確認する。＝

口 口Iひう″･ノ○

改善臣

点検及び監査の結果を踏まえて,改善の措置を講じる。



｢燕壼司
文書管理者の役割

【文書管理者の役割と責任】

＞ 文書管理者は，司法行政文書の管理に関する責任の所在を明確にし，適正

な文書管理を確保するために置かれる実施の責任者である。 （管理通達記第

2の3の(1)， 同(3)）

＞ 例えば，個々の文書の作成について，職員に日常的に指示する（管理通達

記第3の1） ，文書の作成に当たっては，正確性確保の観点から，その内容

について原則として複数の職員による確認を経た上で，文書管理者が確認す

る（同第3の4） ，文書管理者は，その管理するファイルを， 当該ファイル

の保存期間の満了する日までの間，適切に保存しなければならない（同第4

の4）などの役割がある。

【文書管理者が行う主な事務一通年で発生する事務】

1 文書の作成・取得，整理保存に係る職員への指示

く作成・取得〉

＞ 文書管理者は，裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び裁判

所の事務の実績を合理的に跡付け，又は検証することができるような文書を

作成するよう職員に指示する。ただし，処理に係る事案が軽微なものである

場合を除く。 （管理通達記第3の1）

＞ 裁判所内部の打合せや裁判所外部との折衝等を含め，管理通達別表「事項」

の欄に掲げる事項に関する業務に係る政策立案，事務の実施の方針等に影響

を及ぼす打合せ等の記録についても，文書を作成するよう指示する。 （管理

通達記第3の3）

妄 正確性確保の観点から，文書の内容について原則として複数の職員による

確認を経た上で，文書管理者が確認をする。 （管理通達記第3の4）



〈整理〉

＞ 文書管理者は，職員に対し，作成・取得した司法行政文書を分類し，名称

を付し，保存期間及び保存期間満了日を設定し，相互に密接な関連を有する

司法行政文書をファイルにまとめ，そのファイルについて分類し，名称を付

し，保存期間及び保存期間満了日を設定するよう指示する。 （管理通達記第
4の1）

＞ 文書管理者は， ファイルの名称に，収納されている内容を分かりやすく表

すものを付すよう職員に指示をする。 （管理通達記第4の2の(2)）

〈保存〉

＞ 文書管理者は，整理を終えた司法行政文書について，保存期間満了日まで

適切に保存するよう職員に指示する。 （管理通達記第4の4）

＞ 紙文書の保存については，例えば，事務記録に文書管理システムから出力

した背表紙（システム非利用庁では適宜の様式）が付されているか， キャビ

ネットや書庫は整理整頓されているか，個人的な執務の参考資料などが一緒

に保管されていないかなどに気を付ける必要がある。

電子文書についても，例えば，共用の保存場所（共有フォルダ等）に個人

的な執務の参考資料などを置いていないか等を確認する。

2保存期間の延長

＞ 文書管理者は，管理通達記第6の3の(1)のアからエまでの司法行政文書が

含まれるファイルについては，それぞれ定められた日が経過するまで， 1年

ごとに当該ファイルの保存期間及び保存期間の満了する日を延長しなければ

ならない。

＞ 文書管理者は，保存期間が満了したファイルについて，職務の遂行上必要

があると認めるときは，必要な限度において，一定の期間を定めて保存期間

及び保存期間の満了する日を延長することができる。 （管理通達記第6の3
の(2)）



１
１

＞ ファイルの保存期間及び保存期間の満了する日を延長したときは， ファイ

ル管理簿の記載事項の更新，延長後の保存期間・保存期間満了日の文書管理

システムへの登録，事務記録の背表紙の保存期間満了日の修正を忘れずに行

う。 （下級裁実施通達記第9の3，第11の2）

3廃棄

＞ 文書管理者は， ファイルの保存期間が満了したときは，保存期間及び保存

期間満了日の延長をする場合を除き， 当該ファイルを廃棄しなければならな

い。 （管理通達記第6の2の(2)）

＞ 文書管理者は， ファイルの保存期間満了後，総括文書管理者に対し，廃棄

の承認申請をする。総括文書管理者から廃棄の承認がされたら， ファイルの

廃棄処理をし， ファイル管理簿の記載の削除，廃棄簿への記載を行う。 （管

理通達記第6の2，第5の2の(3)，下級裁実施通達記第11の1）

※ファイル管理簿の記載の削除及び廃棄簿への記載は，総括文書管理者が定める期

限までにしなければならない。 （下級裁実施通達記第9の2，第11の1の(4)）

妄 短期保有文書については，事務処理上必要な期間が満了したときに廃棄す

ることとされているが，管理通達記第4の3の(4)のアからキまでに該当しな

い短期保有文書を廃棄する際には，文書管理者が歴史公文書等や合理的な跡

付け又は検証に必要となる司法行政文書に該当しないかを確認し，廃棄する。

この場合において，文書管理者は，廃棄した短期保有文書に係る業務の類型

及び廃棄をした日について記録し，総括文書管理者があらかじめ定めた一定

の期間終了後， これを総括文書管理者に報告する。 （下級裁実施通達記第1
1の1の(5)，同(6)）

ファイル管理簿への記載

＞ 文書管理者は，少なくとも毎年度1回，総括文書管理者が定める期限まで

にファイル管理簿への記載を行うほか， ファイルを廃棄したときは当該ファ

イルに関する記載を削除する。また，延長，所管換え，統合，分割等により

4



ファイル管理簿の記載事項に変更が生じたときは， 当該変更についてファイ

ル管理簿の記載事項の更新を行う。 （管理通達記第5の2の(1)，同(3)，下級

裁実施通達記第9の2，第9の3）

文書管理者は， ファイル管理簿への記載若しくは記載の削除又は記載事項

の更新をしたときは，その旨を総括文書管理者に速やかに報告する。 （下級

裁実施通達記第9の4）

※ファイル管理簿には，文書管理者が管理するファイルの現況について，管理通達

記第5の2の(1)に掲げる事項を記載しなければならない。

※ファイル管理簿には，前年度までに作成したファイル（総括文書管理者が定めた

記載の期限の時点において，既に保存期間の始期が到来しているファイル，保存期

間の始期が特定日に係るファイル，保存期間が常用であるファイル等）を登載する。

＞ 総括文書管理者は，事務局の課等のファイル管理簿を取りまとめ，所属す

る裁判所のファイル管理簿を調製し，調製したファイル管理簿を総務課に備

え置いて一般の閲覧に供するとともに， インターネットで公表する。 （管理

通達記第5の1，下級裁実施通達記第9の5）

※ファイル管理簿は，公表されることから，行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律（平成11年法律第42号）第5条に規定する不開示情報に相当する情報を

明示しないようにしなければならない。 （管理通達記第5の1の(2)，第5の2の(2)）

5 点検・監査とその結果を踏まえた措置の実施

＞ 点検及び監査は，文書管理に関するコンブライアンスを確保し，適正な文

書管理を組織及び職員一人一人に根付かせ維持するために行うもので，文書

管理者は，少なくとも毎年度1回，点検を実施して，結果を総括文書管理者

に報告する。 （管理通達記第7の1の(1)）

＞ 点検は，総括文書管理者が示す点検項目や時期に従って行う。

＞ 文書管理者は，点検の結果等を踏まえ，司法行政文書の管理について必要

な措置を講ずる。

6 司法行政文書の管理状況の報告



＞ 総括文書管理者は，司法行政文書の管理状況について，その所属する裁判

所の長へ報告する。 （管理通達記第2の1の(3)のイの(ｳ)）

＞ 高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所の長は，司法行政文書の管理状況

（地方裁判所にあっては，管内の簡易裁判所の管理状況を含む。 ）について，

毎年度，秘書課長に報告しなければならない。 （管理通達記第7の3）

＞ 文書管理者は，総括文書管理者の指示の下，各課等の管理状況を把握する。

【文書管理者が行う主な事務－必要に応じて発生する事務】

1 保存期間表の作成・見直し

妄 文書管理者は，その所属する課等の所管する事務に関する司法行政文書に

ついての標準文書保存期間基準（保存期間表）を定め， これを公表しなけれ

ばならない。 （管理通達記第4の3の(1)）

＞ 所管する業務に変更が生じた場合等には，新たに作成し，又は取得するこ

とになる文書はないか， ある場合には保存期間を1年以上とする必要がない

か（また，今後不要となる類型がないか）を検討し，必要に応じて，随時，

保存期間表を変更しなければならない。 （下級裁実施通達記第7の2の(3)）

＞ 保存期間表を定め，又は変更したときは，その旨を総括文書管理者へ報告

しなければならない。 （下級裁実施通達記第7の2の(4)）

＞ 文書管理者は，職員が司法行政文書やファイルを作成した際，保存期間表

に従い保存期間を設定するように指示する。

<保存期間表の定め方〉

＞ 保存期間表は，下級裁実施通達別紙様式第7の様式を用いる。 （下級裁実

施通達記第7の2の(1)）

＞ 保存期間表の保存期間は，管理通達別表に従って定めることとされている

が，下級裁判所においては，下級裁実施通達別表第1から第3に準じて定め

ることができる。 （管理通達記第4の3の(2)）

※管理通達又は下級裁実施通達の各別表の具体例にない文書であっても，各別表の



類型に該当する文書の保存期間は，各別表に従うことになるが，各別表の類型に該

当する文書以外の文書については，管理通達別表の定めを参酌し，事務の性質，内

容等を考慮して文書管理者が保存期間を定めることができる。その場合， 司法行政

が適正かつ効率的に運営され，国民に説明する責務が全うされるよう，意思決定に

至る過程及び裁判所の事務の実績の合理的な跡付け又は検証に必要となる文書につ

いては，原則として1年以上の保存期間を定める必要がある。 （管理通達記第4の

3の(2)）

司法行政文書の紛失等への対応2

司法行政文書の紛失及び誤廃棄が判明した場合，文書管理者は直ちに総括

文書管理者に報告しなければならない。 （管理通達記第7の2の(1)）

紛失等した文書の写し等が残っていた場合には，それを元に文書を復元さ

＞

＞

せるなど，必要な措置を講ずることになる。 (管理通達記第7の2の(2)）
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文書管理者が行う主な事務 4

通年で発生する事務

一文書の作成｡取得,整理,保存に係る職員への指示

’保存期間の延長

廃棄
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第1情報公開の概要
f

1 平成13年4月1日から施行されてﾚる行政機関の保有する情報の公開に
イ

関する法律（情報公開法）の対象は「行政機関」であり,裁判所には適用され

ない。しかし，裁判所も国の機関である以上j司法行政事務についてj国民に

対する説明責任を負うのは行政機関と異ならない｡

そこで，裁判所においても情報公開法の趣旨を踏まえて独自に通達等を定め，

平成13年4月1日から司法行政文書の開示手続を行っている。

<参考＞「行政機関の保有する情報の公開に関する法律j (平成13年4月1日施行）

、第1条（目的）

この法律は，国民主権の理念にのつと.り，行政文書の開示を請求する権利につき定

めること等により，行政機関の保有まる情報の一層の公開を図り， もって政府の有す

るその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともにb国民の的確な

理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目･的とする。

<参考＞「公文書等の管理に関する法律」

第1条（目的）

この法律は， (中略）公文書等が，健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的

資源（中略)･であることにかんがみ，国民主権の理念にのっとり， （中略）行政が適

正かつ効率的に運営されるようにするとともに，仲略）その諸活動を現在及び将来

の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする｡

附則第1､3条2項

国会及び裁判所の文書の管理の在り方については， この法律の趣旨i国会及び裁判

所の地位及び権能等を踏まえ, .検討が行われるものとする。

2平成27年には「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱

要綱」 （情報公開取扱要綱）及び「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関

する事務の取扱要綱の実施の細目について」 （情報公開実施細目通達)等が整

備され，同年7月1日から司法行政文書開示手続における苦情申出制度を含む

新しい制度の運用が開始した。

ノ
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これにより，開示・不開示の判断に対して苦情の申出がされた場合は，原則

として，外部の有識者で構成される情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問

し，同委員会からの答申を尊重して苦情の申出に対応する取扱いとなっている｡

3 司法行政文書開示手続は，裁判所が保有する司法行政文書を開示する手続で

ある。 自然人, ･法人のほか法人でない社団等誰でも開示申出をすることができ，

開示申出の目的は問わない（情報公開取扱要綱記第2） 。

4裁判所における文書開示手続の対象となるのは，司法行政文書である。司法

行政文書とは，裁判所の職員が職務上作成し，又は取得した司法行政事務に関

する文書, ､図画及び電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によ

ってば認識することができない方式で作られた記録をいう。 ）であって，裁判

所の職員が組織的に用いるものとして》裁判所が保有しているものをいう （情

報公開取扱要綱記第1)． 。

※開示対象とならない文書の例

・裁判事務に関する文書

裁判事務に関する文書とは，例えば,事件記録，裁判に関する裁判官のメ

モなど事件の審理。判断作用に関わる文書,’審理の過程で作成された文書な

どである。

・官報等（情報公開法第2条第2項第1号参照） 。

＄
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匪壷園

第2情報公開手続の流れ

概ね，次のような流れで事務処理を行うb

l開示申出の受付

総務課で開示申出書を受け付ける。

2申出内容の特定

開示申出人がどのような文書の開示を求めているのか申出内容を特定する。

3開示対象文書の探索・特定

主管となる課及び訟廷（以下「主管課等｣ という。 ）は，開示申出に係る文

書を探索し,開示対象文書を特定する。 、

4開示。不開示の検討

顕示対象文書が存在した場合，主管課等は，不開示情報に相当する情報（情

報公開取扱要綱記第2の2）が記録されているか否かを検討する。

開示申出の主体や目的を問わずi司法行政文書そのものを，あるがままの状

態で開示すれば足りる（原則として開示）が，法令に別段の定めがあるとき

(例:刑事訴訟法第53．条の2等）や，開示申出のあった司法行政文書に情報

公開法第5条に規定する．不開示情報に相当する情報が記録されているときは，

この限りでない。

5開示・不開示の判断・通知

総務課は，開示申出人に通知を行う・通知はh開示の申出があった日から原

則として30日以内に行うものとされている（情報公開取扱要綱記第8の3) 。

6 開示の実施

開示の実施（閲覧謄写等）に係る事務は，総務課が行う。開示の実施は，原

則として，開示の通知を発した日から30日以内に行うものとされている（情

戸

竜
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報公開取扱要綱記第10の3) 。

7苦情の申出“

苦情申出期間は，開示・不開示の通知を発した日から3か月以内である（情

報公開取扱要綱記第11の2の(1)) ･

苦情の申出があった場合，最高裁は, T情報公開・個人情報保護審査委員会」

に諮問し（情報公開取扱要綱記第11の4の(1)） ，同委員会の答申を尊重して

原判断の当否について判断する． （情報公開取扱要綱記第11の8） 。

8 関係書類の保存

総務課は開示申出書等を，主管課等は開示対象文書を，それぞれ保存する

(情報公開実施細目通達記第3） 。

〃

、

~
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第3開示申出手続

1 開示申出の受付

(1) 開示申出書の提出

司法行政文書の開示の申出は，①開示申出人の氏名及び連絡先，②開示を申

し出る司法行政文書の名称等司法行政文書を特定するに足りる事項を記載した

開示申出書を提出して行う （情報公開取扱要綱記第Tの1，情報公開実施細目

通達記第1の1d情報公開法第4条第1項参照) 。

なお，開示申出入の押印は不要である。

*

(2)受付窓口

受付窓口は，総務課（簡裁においては，その所在地を管轄する地裁の総務課）

である（情報公開取扱要綱記第6） 。

<参考＞開示申出手続に係る手数料

裁判所における開示申出手続の場合は,行政機関の場合と異なり,手数料を徴収す

る法文上の根拠がないことがら,手続に係る手数料を徴収しない｡ただしj開示の実

施段階における謄写費用は,申出人の負担である（情報公開取扱要綱記第10の1) ｡

<参考＞支部等に対して申出があった場合(総務課，支部・簡裁向け）
開示対象文書が当該支部等に保存されていることが明らかであるときその他必要が

あると認めるときは，当該支部等において申出書の提出を受けることができる（情報

公開実施細目通達記第1の,2の(1)) ｡提出を受けた場合には,受付日付印を押印した

上，速やかに,上記受付窓口に回送する(情報公開実施細目通達記第1の2の(2)) 。
‐ 二

<参考＞対象文書の保全

総務課は，速やかに主管課等に一報を入れ，対象文書を保全することが考えられる。

2 申出内容の特定

(1) 申出内容の特定

開示申出書が提出されたときは， 申出書に記載されている内容から，開示申

1



出入がどのような文書の開示を求めてい‘るかを特定する。

②補正の要否の検討

開示申出書に記載された申出の内容が不明確であり，開示対象文書の特定が

できない場合には，開示申出人に対し，開示申出の内容の補正を求めることが

できる（情報公開実施細目通達記第1の3） 。

補正に際しては必要以上に詳細な補正まで行う必要はなく， 申出書に記載

された文言や申出に至った経緯等から合理的に解釈し,開示対象文書の特定が

できれば，補正を行う必要はない。

開示対象文書の特定ができる場合でも，開示対象文書の範囲や量が膨大とな

る場合には,文書の種類や対象時期など，開示対象文書を絞り込むため，趣旨

確認を求めることも考えられる｡

補正を行う場合には,総務課は，最終的にどのような文書が対象となりうる

か，そのためにはどのような方法で補正を促すかなど,事前に主管課等と対応

方針をよく検討する必要がある。
や

＆

3開示対象文書の探索9特定

（1）対象文書の探索・特定

主管課等は，関係部署や総務課と連携して開示申出に係る文書の探索を行い，

探索漏れが生じないようにする。

また，探索した文書が申出の趣旨に合致する文書であるか否か等を検討し，

開示対象文書を特定する。

※文書が不存在であるため不開示とする場合であっても，探索範囲及び方法

の合理性について説明することができるようj探索を尽くしておく必要があ

る。

(2)開示対象文書

開示対象となるのは，原則として，開示申出時点で保有している司法行政文

2



書である。なお，当該申出の開示等の判断時点までに作成，取得が予定されて

いる場合は， これを対象文書として扱うことができる。

※司法行政文書について

・ ｢組織的に用いる」 とは， 当該行政機関の組織において，業務上必要なも

のとして利用又は保存されている状態のものを意味する。 「組織的に用いる」

といえるかについては，⑦文書の作成又は取得の状況，④当該文書の利用の

状況,、保存又は廃棄の状況などを総合的に考慮して実質的な判断を行うこ

ととなる。

。 「保有している」とは，文書を所持している（事実上支配している）状態

をいう。

・ 保存期間1年未満の文書（短期保有文書）であっても，開示の対象となる。

(3)対象文書が存在しないとき

不開示の判断をすることになる。

4開示・不開示の検討

（1） 不開示情報の検討

主管課等は，対象文書の開示･不開示について検討する。

ア不開示情報

開示申出の主体や目的を問わず，司法行政文書そのものを， あるｶﾐままの

状態で開示すれば足りる(原則として開示)が,法令に別段の定めがあると

き(例：刑事訴訟法第53条の2等)や，開示申出のあった司法行政文書に

情報公開法第5条に規定する不開示情報に相当する情報が記録されていると

きは， この限りでない。

情報公開法第5条は，例外的に不開示にすべき情報として，第’号から第

6号までの6類型の情報を限定列挙している｡

司法行政文書開示手続においても，開示の申出ｶﾐあった司法行政文書に，
＆

、
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開示等の判断の時点において情報公開法第5条に規定する不開示情熱こ相当

する情報(裁判事務の性質上，公にすることにより，その適正な遂行に支障

を及ぼすおそれのある情報を含む。 ）が記録されているときは，当該情報が

記載された部分は不開示とすることができる（情報公開取扱要綱記第2の2，

第3の1） 。

※不開示とする部分について，主管課等は,その判断について対外的に客

観的・合理的な説明ができるよう，十分に検討する必要ｶﾐある。

また，文書のマスキングについて，手作業による場合は再度写しを取る

などして,透けて見えることがないよう注意する(PDFファイルにして

注釈機能を利用すると便利である6 ） 。

<参考＞情報公開法第5条

第I号:個人に関する情報(例:氏名,’生年月日）

． 第2号：法人等に関する情報（例呂法人等の印影）

第3号：国の安全等に関する情報 ・

第4号：公共の安全等に関する情報

第5号：審議，検討又は協議に関する情報

第6号：事務又は事業に関する情報（例:非公表のファクシミリ番号）

<参考＞情報公開法第5条第1号ただし書

イ：法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予定されてい

る情報

ロ：人の生命、健康、生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると

認められる情報

ハ:当該個人が公務員等である場合において，当該情報がその職務の遂行に係る情

報である.ときはj 当該情報のうち，当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容

に係る部分

＜参考＞部分開示

開示の申出があった司法行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合におい

て， 当該不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは，

当該部分を除いた部分につき開示するものとする。ただし， 当該部分を除いた部分に

有意の情報が記録されていないと認められるときは，この限りでない（情報公開取扱

要綱記第3の1） 。開示の申出があった司法行政文書に情報公開法第5条第1号の情

報に相当するもの（特定の個人を職別することができる情報）が記録されている場合
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において，氏名，生年月日その他の「個人識別部分」と「その他の部分」とに区分し，

「個人識別部分」を除くことにより 「その他の部分」を公にしても個人の権利利益が

害されるおそれがないと認められるときは， 「その他の部分」は不開示情報に該当し

ないものとして開示する（情報公開取扱要綱記第3の2，情報公開法第5条第1号た

．だし書参照） 。

イ第三者照会

開示の申出があった司法行政文書に裁判所及び開示申出人以外の者（第三

者)に関する情報が記録されている場合において，当該情報が不開示情報に

該当するか否か疑義があるときば,当該第三者に対し，開示についての意見

を求める（情報公開取扱要綱記第9･情報公開法第13条参照） 。

②存否応答拒否・ ・

開示の申出があった司法行政文書ｶﾐ存在しているか否かを答えるだけで，不

開示情報を開示することとなるときは, ･当該司法行政文書の存否を明らかにし

ないで，開示しないことができる（情報公開取扱要綱記第5）。

なおj このような性質の文書については，常に存否応答拒否を行う必要があ

ることから，開示の申出の対象となる司法行政文書の有無にかかわらず存否応

答拒否を行う必要があることに留意する。

（例）「△蕊被告となっている民事事件に関して作成された司法行政文書の開

示を求める。 」との申出の場合

※Aが申出人本人であっても存否応答拒否することになる｡自己情報の開示申出につ

いては,保有個人情報開示手続を案内することも考えられるが;申出内容によっては，
保有個人情報開示手続でも開示できなし場合もある｡

(3) 開示に代わる情報の提供

開示の申出があった司法行政文書そのものの開示よりも，別の司法行政文書

の提示又は開示申出の内容に沿った情報の形にして提供する方が開示申出人に

とって有用で,その目的に沿う内容となる場合には，別の司法行政文書又は情

報を開示の対象とすることができる（情報公開取扱要綱記第10の2）。
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5開示・不開示の判断の通知

（1）開示・不開示通知の期限

開示・不開示の判断の通知は，開示の申出があった日から原則として80日

以内に行う :(情報公開取扱要綱記第8の3） 。

なお，事務処理上の困難その他正当な理由により期限内に通知できないとき

は， 申出人に対し，延長通知が必要となる（情報公開実施細目通達記第1の5

の(3)）。

<参考＞期間の計算

開示手続における期間の計算には，期間の初日は算入されない（民法第140条参

照） 。また，期間の末日が，裁判所の休日に当たるときは，その翌日に満了する（裁

判所の休日に関する法律第2条，民法第142条参照） 。

(2) 開示の申出があった司法行政文書の全部を開示する場合

開示申出人に対し,その旨を開示の実施の日時,場所及び方法とともに,原

，則として書面で通知する（情報公開取扱要綱記第8の1，情報公開実施細目通

達記第1の5の(1)のア参照)･ ･

（3）開示の申出があった司法行政文書の全部又は一部を開示しない場合

開示申出人に対し,書面（全部不開示の場合は不開示通知書一部不開示の

場合は開示通知書）でその旨を通知する｡当該書面にはj不開示の理由として，
I
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不開示事由の項目 （情報公開法の条項）及び不開示事由に当たる具体的な記載

内容を記載した簡潔な理由を付記する（情報公開取扱要綱記第8の21情報公

開実施細目通達記第1の5の(2)） 。

一部不開示の場合は，開示の実施に関する通知も行う。

6開示の実施

(1) 開示の実施の期限

開示の実施は，司法行政文書を開示する旨の通知を発した日から原則として

. 3･0日以内に行う (情報公開取扱要綱記第10の3) ｡

(2)実施の方法

司法行政文書の開示の実施は，文書及び図画については閲覧をさせ，又は写

しの交付を求める者には自らの費用で謄写をさせる（情報公開取扱要綱記第1

oの1本文） 。

<参考＞開示対象文書の枚数が15枚以下の場合

各庁の実情に応じて，司法行政サービスとして無償で写しを交付する運用がなされ

ている。

7苦情の申出

（1）苦情申出の制度

開示申出人又は第三者（開示の申出に係る司法行政文書に情報が記録されて

いる者に限る。以下同じ。 ）から，裁判所が行った全部開示，一部開示又は全

部不開示の判断（以下「原判断｣という。）に対して苦情の申出がされた場合

には，最高裁判所において当該原判断の当否を判断する（情報公開取扱要綱記

第11の1） 。

最高裁判所は,原判断の当否を判断するに当たっては，原則として，外部の

有識者で構成する情報公開､個人情報保護審査委員会（以下「審査委員会」 と

いう。 ）に諮問し,審査委員会の答申を尊重して，苦情の申出に対応する（情

0
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報公開取扱要綱記第11の8） 。

<参考＞苦情の申出の期間

苦情の申出は，開示申出人又は第三者いずれからの場合でも,原判断の通知が到達

しなかったことが明らかな場合，その他正当な理由がある場合を除き，開示申出人に

対し原判断の通知を発した日から，原則として3か月以内に行わなければならない。

また，上記の正当な理由がある場合でも，原判断の通知を発した日から，年以内に行

わなければならない（情報公開取扱要綱記第11．の2） ｡

<参考＞苦情の申出の受付

最高裁判所事務総局秘書課で行う （情報公開取扱要綱記第11の15） 。

下級裁判所に苦情の申出がされた場合には， 当該下級裁判所の総務課において苦情

申出書の提出を受け,当該苦情申出書に受付日付印を押印した上.速やかに, これを
秘書課に回送する:(情報公開実施細目通達記第2の2の(1D･

く参考〉開示の実施前に第三者から苦情の申出がされた場合
開示の実施前に第三者から苦情の申出がされたときは，原判断をした裁判所は，最

高裁判所が原判断の当否について判断するまでの間，開示を実施しないものとし，そ

の旨を開示申出人及び当該第三者Iこ通知する(情報公開”葵綱記第，，の3） 。な
お，苦情の申出があったことは，最高裁判所から通知される（情報公開実施細目通達

記第2の4の(1)。

(2)諮問の準備

最高裁判所が審査委員会に諮問する際にば開示申出書の写しや原判断の通

知書の写しなどの資料,原判断についての最高裁判所の考え方を記載した理由

説明書の提出が必要となる。そのため，苦情の申出がされると，最高裁判所か

ら苦情の申出があった旨の通知がされると共に諮問に必要な資料の提出が依頼

される（情報公開取扱要綱記第11の7の(1鯵照） 6

<参考＞

審査委員会への諮問は，苦情の申出がされた日から原則として30日以内に行うも

のとされている． (情報公開取扱要綱記第11の4の(2)ことから，上記依頼がされた

場合は，速やかに資料の送付を行う必要がある。

(3)答申から苦情への対応まで

審査委員会は，原判断の当否について調査・審議し，最高裁判所に対して答

申を行う6最高裁判所は，答申を尊重して原判断の当否について判断する(情

報公開取扱要綱記第11の8）こととなり，その結果は，最高裁判所から苦情
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f

申出人に結果通知書により通知される。その際，原判断をした裁判所に対して

も上記通知書の写しが送付される。開示｡不開示の通知や開示の実施等，原判

断をした裁判所での対応を要することがある｡

く参考＞

裁判所は，審査委員会から答申を受けた日から原則として30日以内に苦情への対

応を行うものとされている（情報公開取扱要綱記第11の13）ことに留意する。

8関係書類の保存

(1)開示申出書，開示通知書等の開示関係書類は，原判断をした庁の総務課にお

いて， 1年間保存する（情報公開実施細目通達記第3の2） 。

(2) 開示対象文書は,主管課等において保存する。開示の申出があった司法行政

文書を含むファイルについては,通達に定める日が経過するまで， 1年ごとに

保存期間等を延長する必要があることに留意する．(平成24年12月6日付け

総長通達「司法行政文書の管理について｣記第6の3の(1)のエ参照） 。また，

開示の申出があった短期保有文書は, 1年以上の保存期間を設定して保存する

必要が高いと考えられることから，開示申出の対象になるものと判断した時点

でファイルによる管理を行う。
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第4支部・簡裁における留意点

1 司法行政文書開示の担当部署

（1） 司法行政文書の開示に係る受付その他の実施に関する事務は，高等裁判所，

地方裁判所及び家庭裁判所においては総務課が，簡易裁判所においてはその所

在地を管轄する地方裁判所の総務課が行う（情報公開取扱要綱記第6） 。

(2)高等裁判所支部，地方裁判所支部，家庭裁判所の支部若しくは出張所又は簡

易裁判所（以下「支部等」という。 ）に司法行政文書の開示について照会があ

った場合,簡易な照会（例えば， 「裁判所データブック」により即時に回答が

できるもの）を除いて,本庁の総務課（簡易裁判所においては§その所在地を

管轄する地方裁判所の総務課。以下同じ。 ）が窓口となる旨説明し，各本庁の

総務課に引き継ぐ。 ：

I

2支部等に対する申出

（1） 支部等に対して開示の申出があった場合において，①開示の申出があった司

法行政文書が当該支部等に保存されていることが明らかであるとき，②開示申

出人が当該支部等への開示申出書の提出を強く希望するとき，③開示申出書が

支部等に郵送されたとき，④その他必要があると認めるときは,当該支部等に

おいて開示申出書の提出を受けることができる（情報公開実施細目通達記第1

の2の(1)参照） 。

（2） 支部等に開示申出書が提出された場合には， 当該支部等は，開示申出書に受

付日付印を押印した上,速やかに本庁の総務課に回送する（情報公開実施細目

通達記第第1の2の(2)） 。

』



屋函霊

第5事例検討

司法行政文書の開示手続における不開示情報

裁判所ほ，その保有する司法行政文書の開示の申出があった場合は，当該司

法行政文書を開示するものとされている6もつとも，当該司法行政文書に情報

公開法第5条に規定する不開示情報に相当する情報が記録されていると･きは，

不開示となる。

1

不開示情報の検尉に当たっての留意点
｡『 ロ

裁判所の開示，不開示の判断に対しては，最高裁判所に苦情の申出をするこ

とができる｡苦情の申出があった場合には,原則として情報公開・個人情報保

護審査委員会に諮問されるが，その際には開示･不開示の判断についての理由

説明書が求められる｡したがって，不開示情報の検討に当たっては，苦情の申

出までを見込みj第三者が客観的に見ても合理的と言えるような検討を行う必

要がある｡

2

主な不開示情報

不開示情報で実務上多く見られるのｶﾐ，情報公開法第5条第1号の個人識別

情報や同条第6号の事務支障情報である。

このうち個人識別情報とは，個人に関する情報であって，当該情報に含まれ

る氏名，生年月日その他の記述等により特定の個入を識別することができるも

のである。個人識別情報は，当該個人が誰であるかを識別させることとなる氏

名，生年月日その他の記述部分だけではなく，氏名，生年月日その他の記述等

により識別される特定の個人に関連するひとまとまりの情報全体を意味するこ

3

(1)

(2)

1



とに留意する。

【事例検討1】

(1) 名簿として多く見られるのはi事例検討1のように複数人の氏名や住所等の

個人に関する情報が一覧表の形式になっているものである。事例検討1の名簿

の場合，委員ごとに各行に記載さ恥た情報全体が，その委員の氏名と一体とな

って，情報公開法第5条第1号に規定する個人に関する情報であって特定の個

人を識別することができる情報（個人識別情報）に相当する。

(2) 個人識別情報については不開示となるが，個人識別情報であっても情報公開

法第5条第1号ただし書イからハまでに相当する情報については,あえて不開

示情報として保護する必要性に乏しいことから不開示情報から除かれる。事例

検討1において委員の氏名及び肩書は，裁判所のウェブサイトで対外的に公表

されているから， これらの情報については，同号ただし書イの「慣行として公

にされている情報｣に相当し；開示することになる。事例検討1においては,’

その他に同号ただし書ロ及びハに相当する情報は見当たらない。

(3) さらに，個人識別情報については部分開示の可否を検討することになるが，

事例検討1におし､ては，特定の個人を識別することができることとなる記述

（個人識別部分）である氏名が既に開示されていることから，部分開示を行う

』

ことはできない－0

性） 事例検討1における不開示情報は，生年月日， 自宅住所，連絡先及び出身校

（いずれも個人識別情報）である。

【事例検討2】

(1) 職員配席図には，職員の配置に関する情報が記載されており，所属，氏名官

職名及び内線番号等が一体となって個人識別情報となる。そのうち，所属,氏

名,官職名や対外的に公表されている直通番号等は，慣行として公にされてい

2



る情報に相当し，開示する｡

(2) さらに職員配席図には,「_‐ － 掴一般来庁

者ｶﾐ自由に出入りすることができないような部屋の配置に関する情報が記載さ

れていることが通例である。このような部屋の配置の情報が公になると庁舎管

理上の問題や警備上の問題が生じるおそれがあるため，庁舎管理上や警備上の

事務に支障を及ぼすおそれがある情報に相当し,不開示となる。

また, 1 －－ －ニロの警備上配慮を要する備品や設備についても警備上の

事務に支障を及ぼすおそれがある情報に相当し，不開示となる。

(3) 事例検討2における不開示情報は，対外的に公表されていない直通番号及び

内線番号(個人識別情報及び事務支障情報) ， ｜－: 1の表示(個人識別

情報） ， ファクシミリ番号（事務支障情報） ， |_ _－

■(部屋の位置を含めた全体） （庁舎管理･警備事務支障)並び園

■■■(備品や設備の位置を含めた全体) (警備事務支障情報)である。

性） 上記以外に庁舎管理上や警備上の事務支障情報として考えられるのは,■■

「 一で_二一三_ |に関する情報がある。

’

【事例検討3】

(1) 開示の申出があった司法行政文書が存在しているか否かを答えるだけで，不

開示情報を開示することとなるときは， 当該司法行政文書の存否を明らかにし

ないで,開示しないことができる（存否応答拒否） ･

(2) 事例検討3の各小間は， 申出の内容に不開示情報（いずれも個人識別情報）

が含まれており，その文書の存否を答えるだけで，不開示情報を開示すること

になる。

(3) 申出の内容から存否応答拒否をしなければならないと考えられる場合， 申出

の内容を補正することによって存否応答拒否を避けることができるときにほ申

出の内容の補正を行うことが望ましいが，補正を行うことによっても開示申出

3



人の目的が達せられないと考えられるときには補正をすることなく，存否応答

拒否による不開示とすることになる（小間(1)） 。また，開示申出人が自己に関

する情報を．求める場合は，司法行政文書の開示の申出ではなく，保有個人情報

の開示の申出に補正することが考えられる（小間(2)） 。

(4) 司法行政文書開示申出書が提出された後に保有個人情報の開示の申出に補正

を行う場合は,司法行政文書開示申出書という標題にかかわらず， 口頭聴取等

による補正によって保有個人情報開示申出書として扱うこともできる｡ただし，

この場合,保有個人情報開示申出手続で必要な本人確認書類の提出を求めるこ

とを失念しないように留意する｡さらに自己に関する情報であっても行政機関

の保有する個人情報の保護に関する法律第45条第1項に規定する情報（刑事

事件に係る裁判に係る保有個人情報等）については,保有個人情報開示手続は

適用されないことから，そのような情報に係る申出については安易に保有個人

情報開示手続に補正しないよう注意が必要である（小間(3)） 。

、
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第1 情報公開の概要①
豆

≧
府の有するその諸活動を国民に説明する寅務が全うされるようにするとともに，
国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目
的とする。I 一

対象は「行政機関」であり，裁判所は対象外

r巻髻>~蚤遷等而蕊(ご胃舂ろ法薑~~~F,
’第'条(目的)． ： ； :｜
｜ ･;行政の適正かう効率的な運営現在及び将
来の国民に対する説明責任； ‘： ． ・

(難鶇蜑雪■評震■
裁判所においても，情報公開法の趣旨を踏まえて，平成13年4月から司法行政
文言の開示手続を行っている。

第1 情報公開の概要②

平成27年ア月1日から実施の現在の要綱等

1
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『裁判所の保有する司法行政文薑の開示に関する事務の取扱要綱」
(情報公開取扱要綱） （平成27年7月1日から実施）
この取扱要綱は，行政機関の保有する情報の公開に閨する法律の趣旨を踏

まえ，裁判所の保有する司法行政文書の開示についての運用の基本を定める
ものである。

、

(平成27年4月6日付け最高裁秘書第671号事務総長逼達）

この実施細目通達は，裁判所の保有する司法行政文書の開示を実施するた
めに必要な事項を定めたものである。| ，



第1 情報公開の概要⑧

’司法行政文書開示手続とは・ ・ ・
裁判所が保有する司法行政文書を開示する手続

U

｡開示申出の主体：誰でも可（自然人でも法人でも可）
･目的は問わない。

| 蜂言編鰄
に用いるものとして，裁判所が保有しているもの（情報公開取扱
要綱記第1〕 ’

対象外の文書の例
事件記録，官報等I

第2情報公開手続の流れ
原則としてS0日以内
*情報公開取扱要綱記第10の3
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※苦情申出期間は,開示｡不開示（
発した日から3か月以内である
＊情報公開取扱要綱記第11の2の(1)

｡不開示の通知を

I 』

r㈲
'（

-Y-
情報公開・個人憶報
保護審査委員会原則としてS0日以内

*情報公開取扱要綱記第8の3 答申
２

、
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第3－1 開示申出の受付

＞開示申出害の提出

開示申出書の記載事項

（情報公開取扱要綱記第7の1，情報公開実施細目通達第1の1）

①開示申出人の氏名及び連絡先

②司法行政文書を特定するに足りる事項
（開示を申し出る司法行政文書の名称等）

開示申出人の押印は不要

＞受付窓口

・ 高裁・地裁。家裁の総務課

・ 簡裁においては，その所在地を管轄する地裁の総務課

（情報公開取扱要綱記第6）

」’
＜参考＞開示申出手続に係る手数料

開示申出手続に係る手数料は，徴収しない。
ただし，開示の実施段階における謄写費用は，申出人の負担（情報公開取扱要綱記第10の1)

望｡ ■ﾛ■－4』－－

第S－2申出内容の特定

＞申出内容の特定

申出書に記載されている内容から，開示申出人がどのような文書の開示を求め

ているかを特定する。

＞補正の要否の検討

申出言に記載された申出の内容が不明確で，開示対象文書の特定ができない場

合には,開示申出人に対し，開示申出の内容の補正を求めることができる｡

（情報公開実施細目通達記第1の3）

。 開示対象文書の範囲や量が膨大となる場合

文書の種類や対象時期など，開示対象文書を絞り込むため，趣旨確認を求めることも

考えられる。

・ 対応方針の検討

総務課は，最終的にどのような文書が対象となりうるかうそのためにはどのような方

法で補正を促すかなど，事前に主管課等と対応方針をよく検討する必要がある。



第S－S開示対象文書の探索。特定①

＞対象文書の探索・特定

主管課等は，
立
倫務課と連携して開示申出に係る文書の探索を行う。

了 屑弓E子惠1探索漏れが生じないようにする

探索した文書が申出の趣旨に合致する文書であるか否か等を検討し，開示対象

文言を特定する。

※文書が不存在であるため不開示とする場合

探索範囲及び方法の合理性について説明することができるよう，探索を尽く

しておく必要がある。

第S－S開示対象文書の探索。特定②

＞開示対象文書

原則：開示申出時点で保有している司法行政文書

開示等の判断時点までに作成，取得が予定されている場合

二対象文書として扱うことができる。

※司法行政文言について

。 「組織的に用いる」とは，当該行政機関の組織において，業務上必要なものとし

て利用又は保存されている状態のものを意味する。 「組織的に用いる｣といえる

かについては，⑦文言の作成又は取得の状況,⑦当該文言の利用の状況，◎保存
又は廃棄の状況などを総合的に考慮して実質的な判断を行う｡

。 「保有している」とは,文書を所持している（事実上支配している）状態をいう。

。保存期間1年未満の文書（短期保有文書）であっても，開示の対象となる。

＞対象文書が存在しないとき

不開示の判断をすることになる。

p



第S－4開示。不開示の検討①

＞不開示情報の検討

主管課等は，対象文書の開示。不開示について検討する。

＞不開示情報

開示申出の主体や目的を問わず，司法行政文書そのものを，あるがままの状態

で開示すれば足りる（原則として開示）ぶ法令に別段の定めがあるとき（例：

刑事訴訟法第53条の2等）や，開示申出のあった司法行政文書に情報公開法第

5条に規定する不開示情報に相当する情報が記録されているときは，この限りで

ない。

※不開示とする部分について，主管課等は，その判断について対外的に客観

的。合理的な説明ができるよう，十分に検討する必要がある。

第3－4開示。不開示の検討②

く参考＞情報公開法第5条

1号：個人に閨する情報（例：氏名,生年月日）
2号；法人等に閏する情報（例：法人等の印影）
3号：国の安全等に閨する情報

4号：公共の安全等に関する情報，
5号:審議検討又は協議に関する情報
6号：事務又は事業に関する情報（例:非公表のファクシミリ番号） ノ

一
－－

く参考＞情報公開法第5条第1号ただし書

イ:法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすることが予定されている情報
□：人の生命、健康、生活又は財産を保護するため，公にすることが必要であると認めら
れる情報．
ハ：当該個人が公務員等である場合において，当該情報がその職務の遂行に係る情報であ
るときは，当該il胄報のうち，当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

1

1

ノ
－ －－ー－一



第3－4開示・不開示の検討⑧

＜参考＞部分開示

○情報公開取扱要綱記第3の1

不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるとき

壽当該部分を除いた部分につき開示

ただし

当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるとき

今部分開示は必要でない。

○情報公開取扱要綱記第3の2

①法第5条第1号の情報に相当するもの（個人識別情報）が記録されている場合に

おいて，

②「個人識別部分」と「その他の部分」とに区分しゥ ‘

③「個人識別部分」 （氏名，生年月日など）を除くことにより「その他の部分」

を公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき

弓｢その他の部分｣は不南示情報に該当しない毛のとして開示する。 ‐ノ

第3－4開示・不開示の検討④

＞第三者照会

①開示の申出があった司法行政文言に

②裁判所及び開示申出人以外の者（第三者）に関する情報が記録されている場

合において，

③当該情報が不開示情報に該当するか否か疑義があるとき

＝ｳ当該第三者に対し，開示についての意見を求める。

（情報公開取扱要綱記第9）



、

第S－4開示・不開示の検討⑤

＞存否応答拒否（グローマー拒否）

開示の申出があった司法行政文書が存在しているか否かを答えるだけで，不

開示情報を開示することとなるとき

‐当該司法行政文書の存否を明らかにしないでゥ開示しないことができる。

（情報公開取扱要綱記第5）

| Ⅲ例』繍溌燕謹に関して作成された司法行政文割li －…号 －－－－－－－－…｡－－－．．－崖修
※Aが申出人本人であっても存否応答拒否することになる。自己'l胄報の開示申出につい

ては，保有個人情報開示手続を案内することも考えられるが，申出内容によっては，保

有個人情報開示手続でも開示できない場合もある。

開示のｰ第S－4開示・不 旨検寸⑥

＞開示に代わる情報の提供

開示の申出があった司法行政文書そのものの開示よりも，別の司法行政文書

の提示又は開示申出の内容に沿った情報の形にして提供する方が，開示申出人

にとって有用で，その目的に沿う内容となる場合

弓別の司法行政文書又は情報を開示の対象とすることができる。

（情報公開取扱要綱記第1○の2）

の

Qく開示。不開示の判断を行うに当たって＞

|個畷總蕊鱸圭雛露講騨鱒ける情報公開
○答申。判決データベース（総務省）

http:/,'koLlkai-hogo-db.sCLIn.1しl.go.jp/

○情報公開・個人情報保護審査委員会（裁判所ウェフサイト）

|､tp?.,/www.coLII-ts.gojpsaikosai,: iinkai jyoLlhoukOukai_kojinjyouhouindex.html

’

』

I 1－－ 一一



第S－5開示・不開示の判断の通知①

＞開示。不開示通知の期限

・ 開示の申出があった日から原則として30日以内に行う。

（情報公開取扱要綱記第8の3）

・ 事務処理上の困難その他正当な理由により期限内に通知できないとき

＝潤示申出入に対し,:延長通知が必要

（情報公開実施細目逼達記第1の5の(3)）

く参考＞開示手続における期間の計算
・期間の初日は算入されない。
（民法第140条参照）

・期間の末日が，裁判所の休日に当たるときは，その翌日に満了する。
(裁判所の休日に関する法律第2条，民法第142条参照）

－－ノ

第S－5開示・不開示の判断の通知②

＞全部を開示する場合 ，

①全部開示する旨を

②開示の実施の日時，場所及び方法とともに，原則として三面で通知する。

（情報公開取扱要綱記第8の1，情報公開実施細目通達記第1の5の(1)のア参照）

矛全部又は一部を開示しない場合

①書面（全部不開示→不開示通知書’一部不開示→開示通知書）で

②不開示事由の項目及び不開示事由の具体的な記載内容を記載した簡潔な理由

を付記して

⑧全部不開示又は一部を開示しない旨

を通知する。

（情報公開取扱要綱記第8の2，情報公開実施細目通達記第1の5の(2)参照） ’

一部不開示の場合は，開示の実施に閏する通知も行う。



第3－6開示の実施

開示の実施の期限

司法行政文書を開示する旨の通知を発した日から3O日以内

(情報公開取扱要綱記第10の3)

＞

＞実施の方法

文言及び図画については閲覧をさせ，又は写しの交付を求める者には自らの薑

用で謄写をさせる。

， （情報公開取扱要綱記第10の1本文）

第S－7苦情の申出①

＞苦情申出の制度

開示申出人又は第三者（開示の申出に係る司法行政文言に情報が記録されてい

る者に限る。 ）から，原判断に対して苦情の申出がされた場合

今最高裁判所において原判断の当否を判断する（情報公開取扱要綱記第11の1）。

。 原則として，情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問する。

。 審査委員会の答申を尊菫して，苦情の申出に対応する。

く参考＞苦情の申出の期間('l胄報公開取扱要綱記第11の2)

開示申出人に対し原判断の通知を発した日から，原則としてSか月以内

＜参考＞苦情の申出の受付：秘書課('信報公開取扱要綱記第11の15)

下級裁に苦情の申出がされた場合(情報公開実施細目通達記第2の2の(1))

受付の上，速やかにこれを秘書課に回送する。 ’
－ﾏ ｰｰｰﾛ

示を ’
1

｛ ＜参考＞開示の実施前に第三者から苦情の申出がされた場合
開示の実施前に第三者から苦情の申出がされたときは，原判断をした裁判所は，開示を

実施しないものとし，その旨を開示申出人等に通知する。
－ －一



第S－7苦情の申出②

＞諮問の準備

諮問の際には，開示申出書の写しや原判断の通知書の写しなどの提出が必要

となるため，苦情の申出がされると，最高裁から上記資料の提出依頼がある。

（情報公開取扱要綱記第11の7の(1)参照）

＜参考＞審査委員会への諮問がされた場合

審査委員会への諮問は，苦情の申出がされた日から原則として30日以内に行うものと

されているため（情報公開取扱要綱記第11の4の(2)），上記依頼がされた場合は，速や

かに資料の送付を行う必要がある｡
－－ノ’

世

第3－7苦情の申出⑧

く参考＞答申から苦情への対応まで

に
’ ｡
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原則として30日以内
＊情報公開取扱要綱記第11の13

二一

情報公開。個人情報
保護審杳委員会



第S－S関係髻類の保存

＞開示申出書等は，原判断をした庁の総務課において保存する。

保存期間は， 1年間である（情報公開実施細目通達記第3）。

＞開示対象文書は，主管課等において保存する。

。 開示の申出があ'った司法行政文書を含むファイルは，通達に定める日が経過

するまで， 1年ごとに保存期間等を延長する必要がある（平成24年12月6日

付け総長通達「司法行政文書の管理について」記第6の3の(1)の工参照）。．

。 開示の申出があった短期保有文書は，開示申出の対象になるものと判断した

時点でファイルによる管理を行う。

第4支部・簡裁における留意点

＜開示申出言の提出先＞

原則：高等裁判所，地方裁判所及び家庭裁判所→総務課

簡易裁判所→その所在地を管轄する地方裁判所の総務課

例外：開示の申出があった司法行政文書が支部等に保存されていること

が明らかであるときその他必要があると認めるときは，

ｼ
等において開示申出害の提出を受けることができる。

→この場合，当該支部等で受付日付印を押印した上，

上記総務課に回送する。

『~軍必

〕出回送 書
一支部 ／

|簡裁『薑］
本庁逗
凛 地裁本庁へ回送



第5事例検討（参考情報）
ム

再乏琴晉夛＞情報公開法第5条
個人に関する情報（例：氏名，生年月日）
法人等に閏する情報（例：法人等の印影）
国の安全等に閏するII胄報

公共の安全等に閏する情報

審議検討又は協議に関する情報
事務又は事業に閨する情報（例：非公表のファクシミリ番号）

I
Ｄ
●
●
●
■
巳
●
●
●
Ｑ

ロ
言
亘
言
酉
言
二
言
巨
言
巨
言

１
２
３
４
５
６

魚
一一一一一一一 一一

|判＜参考＞情報公開法第5条第1号ただし書
｜ イ:法令の規定により又は慣行として公にされ,叉は公にすることが予定され

’ □て朧駕健康生活又は財産を保護するため｡公にすることが順であ
ると認められる情報

ハ：当該個人が公務員等である場合において，当該情報がその職務の遂行に係
る情報であるときは，当該情報のうち，当該公務員等の職及び当該職務遂行
の内容に係る部分

｡■ . 一
h 一一一一 一

ーず

第5事例検討1①

Q.以下の名簿のうち，不開示情報は何か。

OO委員会名簿

連絡先 出身校自宅住所 肩書氏名 生年月日

A野甲郎
ﾛ 1 m

00大学 弁壽十昭和00年0月0日 090-****-***＊0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

学識経験者090-****-****IOOO大学昭和OO年00月○日B田乙子 、 C O D C 0 8 ● 0 0

学識経験者090-****-***＊ ｜△△大学昭和00年0月00日C本丙次 0 0 ■ 0 D e O ● 0

D塚丁美|昭和00年0月00日 AAA大学 検察官, , , , ' ･ , ･ ･ , |080-****-****町

※この名簿は，裁判所に関係する委員会の外部委員に関する名簿であり，
氏名と肩書については裁判所のウェブサイHこて公表されているものとする。



第5事例検討1②

回答

OO委員会名簿

氏名 ｜ 生年月日 眉住所 連絡先 出鮒 肩書

訂司; r090-神職***:･OG大学1弁護士~

･ ’ ・ ‘ ・ “090-鐇絆-**'w< QQO大室1学識経験者

･ " ･〃側**最碁紳△4大学､l学識経験者
･ ､皇夢i耐-鎚壁_“雌|検察官
弓=~－－－－－ゴ下－

●

OQO大謝＄

－－－－－－－－－－

"大学‘I
砺紬-錨＊

・ 篭 胃
員

ゆ 0 9 ｡

~一T一ー一一一一一一

｜ 自宅住所

A野甲郎緬＠年○頁頭可示、 04． 4 0笹・ c i

昭和C"po月og# l1:←.22Z,_1

露i確頭○o威蒙lkr;"'"
'昭和be年○月CO日~| ･ ｡ ｡ ･ ･ ･ ，0

B田乙子

C本丙次

､塚丁美|昭和O＠年0月○○日

I

十
開示不開示開示

※この名簿は，裁判所に関係する委員会の外部委員に関する名簿であり，
氏名と肩書については裁判所のウエブサイトにて公表されているものとする。

〆

第5事例検討2①
Q"以下の職員配席図のうち，不開示情報は何か。

l｡書記官酉遮図_Q○年○月○日現在
秘廷事務室> I

○○地方裁判所民事部・
〈書記官室〉 I

代表1234=1111
一
の
「

－
５－
班１

１ ロ
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ヵ
Ｉ
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願豆引
直通1234-1234 ロ
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I
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ロ
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刀
Ｉ

1

】

Fax

l234-5679

ロ
ッ
カ
ー

Fax

l234-5678

1 ｶｳﾝﾀｰ ’ カウンター

、 1

－」
一

主書○○

内線（1114）

○○

内線

(1115）

○○

○○

内線

(1116）

一

○○

事件係長

○○

内線

(1118）

○○

塵務係長

○○

内線

(1120）

○○



第5事例検討2②
回答’

代表'234-''川 ･幽也左裁判所民事部 書記官配席図○○年○月○日現在
<訟廷事務室>I〈書記官室〉
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第5事例検討S①
Q.開示を求める司法行政文書の名称等として次のとおり記載された開示
申出書が提出された場合にどのように対応するか（各小問は独立したも
のとする。 ） 。

(1)平成○○年○○月○○日から同年○○月○○日までの期間に，○○
地方裁判所において判決が言い渡された事件のつぢ,原告が○○○○
（個人）である事件についての事件番号，判決をした日及び判決結果
が分かる文書

(2)私が平成○○年○○月○○日にO○地方裁判所総務課宛に提出した
投書が，どのように扱われたかが分かる文言

(3)私が被告人であった御庁平成○○年(わ)第○○号窃盗被告事件につ
いて,検察庁との間の記録の授受に際して作成された文書

奉書○○
内線…

○○

内線

○○

内線

11崎

CO

画翻
“1

○○

事件係長

○○

内編

爾噸3
－ 一

○○

摩務喋長

○○

内読

測
函



第5事例検討S②
|回答’

(1)平成○○年○○月○○日から同年○○月○○日までの期間に，○○
地方裁判所において判決が言い渡された事件のうち，原告が○○○○
（個人）である事件についての事件番号，判決をした日及び判決結果
が分かる文書

→存否応答拒否（グローマー拒否）

(2)私が平成○○年○○月○○日に○○地方裁判所総務課宛に提出した
投書が，どのように扱われたかが分かる文書
→保有個人情報の開示の申出に補正

(3)私が被告人であった御庁平成○○年(わ)第○○号窃盗被告事件につ
いて，検察庁との間の記録の授受に際して作成された文書
→行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律45条1項に規定
する情報（刑事事件に係る裁判に係る保有個人情報等）に該当するた

め噂保有個人情報開示手続は適用されない

画



亘塗丘璽塞豊里重皇互

【司法行政文書の種類】

＞ 司法行政文書には様々な種類のものがある。そのうち， よく用いられる代表
的な文書の種類を資料に記載してある。資料の左側にあるように，法律に次ぐﾞ
規範性の高いものとして「規則」 ， 「規程」があり，その下に，上級庁から下
級庁に対して事務処理の内容や方法等を命令する「通達」がある。その他，特
によく利用されるものとしては，事務担当者間における連絡事項を書面化した

「事務連絡」がある。 「事務連絡」には，通達で定められた事務処理事項の更
に細目的な事項が記載されることがある。

＞ 司法行政文書を作成するに当たっては， 司法行政文書の種類ごとの性質を理
解し， 目的に応じて適切な文書の種類を選択する。

例えば，資料には記載されていないが，上級庁からの照会文書に対して回答
するときは，回答文書を作成することになる。

【司法行政文書のレイアウト，記載事項等】

＞ 司法行政文書には， 1ページの行数や1行の文字数などの形式的なルールが

存在し， また文書番号や分類記号といった最高裁実施通達及び下級裁実施通達
で定められた記載すべき事項がある。記載すべき事項の記載順序や記載位置な
どの配字についても，例えば，文書番号を1行目に末尾を2文字空けて記載す
る，文書の日付と宛名との間は1行空ける，文書の標題は前後5文字空けると
いったようなルールがあり，司法行政文書はこれらのルールに従って作成する

必要がある。他の細かいルールや記載例は， 「司法行政文書の書き方（7訂） 」
に記載されているので，司法行政文書を作成する際には，適宜参照されたい。

＞ 軽易な事務連絡等においては，配字等を厳格に守る必要はなく，常識的な大
きさの印字及び配字とすることも差し支えない。

【司法行政文書の書き方に関する準則】



＞ 資料に記載したとおり， 司法行政文書を作成する場合に従うべきルール（準

則）がある。例えば，司法行政文書の用紙規格を示した通達や常用漢字表など

の内閣告示や公用文作成の要領などの公用文に関する通知がある。これらの準

則では，公用文書には常用漢字を用いることや，送り仮名の付け方等が定めら

れている。

＞ 資料に記載した通達，内閣告示等の準則については「司法行政文書の書き方

（7訂） 」の付録として収録されているので，起案に当たっては適宜参照して，

準則に従って司法行政文書を作成するようにされたい。

【表記上の留意事項】

＞ 準則の全てを網羅的に覚えることは難しいが，司法行政文書を作成するとき

に留意すべき主な事項について，資料に記載した。

＞ 表記上の留意事項については， 「司法行政文書の書き方（7訂） 」の第3に

まとめられているので，起案に当たっては適宜参照する。 （説明者が資料を用

いて説明する場合には， とりわけ，次の事項を理解してもらえるようにする。 ）

〔漢字〕

常用漢字表にある漢字を用い，音訓も常用漢字表にある読み方で用いるこ

と。

〔数字〕

原則アラビア数字を用いるが，例外的に漢数字を用いる場合があること。

〔接続詞等〕

接続に段階がある場合に，接続詞の用い方が決まっていること。

〔句読点〕

文意が一義的に読み取れるように，句読点の打ち方にもルールがあること

（感覚で打っていると，文意が一義的に決まらなかったり，読み手に誤解を

与えるおそれがあること。 ） 。

【司法行政文書の起案の心得】

＞ 決裁者や文書の受け手に分かりやすく，かつ，疑義がないように，起案に当



たっての心得を資料にまとめた。

起案の心得に挙げたことの各趣旨は，次のとおりである。

①立案する目的及び事柄の内容を十分に理解すること

立案する目的や事柄の内容の理解が不十分なままでは，決裁事項や文書の

受け手への伝達事項が暖昧になってしまうおそれがある。

②決裁事項を明確にすること

何について決裁を得たいのかについて，その事項や範囲を起案文書に明確

に記載しないと，決裁者は判断に困ってしまう。

③決裁を受ける内容について意思決定権限を有する主体を法令等に当たって

確認すること

意思決定権限を有する主体は，その決裁事項となっている事務を行う権限

がある者である。

④関係する法規や通達などを調査して起案のための材料を収集すること

①や③のため。

⑤必要に応じて，上司の指示又は助言を受けること

事務処理には期限があり， また，検討や関係部署との調整を起案者が行う

ことに限界がある案件もある。事案に応じて，適時適切に上司に相談する。

⑥関係部署と協議すること

関係部署との共管事項であって併せて決裁を仰ぐことが相当な事案や関係

部署の事務に影響があるために事前に協議することが相当な事案もあるので，

注意する。

起案の心得は，起案に当たって考えた方がよいことを概括的に挙げたもので

あり，事案によっては行う必要がないものもある。心得に記載されていること

を実践すること自体が目的ではないので，事案に応じてメリハリをつける。

＞



孟支罰露1
司法行政文書のうち代表的な文書

その他

通知
公当學省て乢

奪項Wけ言亜
ある一定の事実，処分又は意思を
特定の相手方に知らせるもの

王に裁判所の内鄙規律等につい弓
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事務連絡
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ワl＋卜恕
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上級
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・ 一般の書簡文の形式に従って作

成された公用文

・ 依頼，御礼，案内等の文書を発

する場合に用いられる形式

法令の解粥

示し，そり
の（裁判戸



司法行政文書のレイアウト，記載事項等

A版の用紙の使用，左横書き
平成6年9月1日付け最高裁秘書第353号
事務総長依命通達「司法行政文書の用紙規格及
び左横書きについてj等

文書番号：文書の特定のため

主管課記号十進行番号 最高裁○○第○○○号××

訟い－01)××

○○月○○日××

◇ 文書の日付：原則，最終決裁者

の決裁が終了した日
×高等裁判所長官×殿

宛名： 「殿」 ， 「御中」の敬称

官職名だけ，氏名は省略
殿
殿

×地方裁判所長×

×家庭裁判所長×

◇

最高裁判所事務総長×○0○○×××
発信者名：官職と氏名

｢及び」の用い方：法制執務による。標題：内容の趣旨がわかるよう簡潔に記載載

×××××○○○○及び○○○○○に関する事務の取扱いについて ×××××

(通達）×××××文書の種類：標題の後に（通達） ， （事務連絡）等と記載

×標記の事務の取扱いについて下記のとおり定めましたので， これによってくださ

い。 本文：趣旨をできる限り簡潔に記載する。

×なお，簡易裁判所に対しては，所管の地方裁判所長から伝達してください。

××××××××××××××××××記

第1×総則

（以下略）
使用する漢字

常用漢字表（平成22年11月30日内閣告

示第2号）等



司法行政文書の書き方に関する準則

通達等

・ 平成6年9月1日付け最高裁秘書第353号事務総長依命通達「司法行政文書の用

紙規格及び左横書きについて」

・ 平成6年9月1日付け最高裁秘書第354号秘書課長依命通達「司法行政文書の用

紙規格及び左横書き実施要領について」

・ 昭和61年11月20日付け最高裁秘書第448号秘書課長通達「司法行政文書の

あて名等について」

・ 昭和63年12月5日付け最高裁秘書第500号秘書課長通知「司法行政文書にお

けるよう音及び促音の表記について」

・ 平成13年1月30日付け最高裁秘書第28号秘書課長通知「外来語・外国語の取

扱い及び姓名のローマ字表記について」

内閣告示等

・ 常用漢字表（平成22年11月30日内閣告示第2号）

・ 現代仮名遣い（昭和61年7月1日内閣告示第1号）

・ 送り仮名の付け方（昭和48年6月18日内閣告示第2号） ．

・ 外来語の表記（平成3年6月28日内閣告示第2号）

・ 公用文における漢字使用等について（平成22年11月30日内閣訓令第1号）

・ 公用文作成の要領（昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知）

・ 法令における漢字使用等について（平成22年11月30日内閣法制局総総第20

8号）

・ 法令における勧音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について（昭和63

年7月20日付け内閣法制局総発第125号内閣法制局長官総務室通知）

法制執務

その他

・ 国語のルール

・ 裁判所独自のルール



｢襄証房
漢字

常用漢字表に従うー

(例外）専門用語特殊用語 「按分（あんぷん） 」 「暇疵（かし） 」等

品詞による違いー

・ 副詞及び連体詞は，仮名で書く。

・ 接頭語は，接頭語が付く語に対応させて書く。 「御連絡」 「ごもつとも」等

・ 接続詞は， 「及び」 「並びに」 「又は」 「若しくは」以外は仮名で書く。
･ 助動詞及び助詞は，仮名で書く。

異字同訓

・ 表す（心の中にあることを言葉等で示す場合） ，現す（今まで隠れていたもの

が現れる場合）

・ 聞く （自然に聞こえてくる音声を耳で感じる場合） ，聴く （意思を持って念入
りにきく場合）

・ 執る（措置を講ずる場合） ，採る（幾つかの措置のうち特定の措置を選択する
場合）

。 合わせる（ちょうど同じにそろえる場合） ，併せる（あるものを取り込み，一
緒にする場合）

用法が定まっている漢字,語句『

・ 附則，附属，附帯，附置，寄附についてのみ「附」を用いる。

・ 改訂（書物の内容に手を加えて正す場合） ，改定（それ以外の場合）

・ 配付（譲与税配付金特別会計のような特別な場合） ，配布（それ以外の場合）

符号

｢･｣(中点一なかてん）

外国の国名，人名等のつなぎ

名詞相互が密接不可分で一体的な場合

法令中の文言

繰り返し符号

． 「々」を用いる。

． 「坐」 「、」は，用いない。

表,軽易な事務連絡等で使用できる符号

。 「～」 （波ダッシュ，波形）…「 ・ ・ ・から・ ・ ・まで」を示す場合
「〃」

｢． 」

｢一」

「 ： 」

(ノの字点）…同一の語句全体を繰り返す場合

(ピリオド）…日付

(ダッシュ）…語句の説明，番地の省略等

(コロン）…時刻



数字

原則アラビア数字を用いる

(例外）

・ 固有名詞

・ 熟語（一般一概に一部分）

・ ひとつ，ふたつ，みつつ等と読む場合（二人五日目）

・ 概数（二，三日数百倍千五，六百人）

・ 大きな数を表す場合（1万円 1兆200億）

数字の書き方Eヨ

区切りを付ける場合は， 3位区切り （1， 000人） 。区切りには「， 」

(コンマ）を用いる。

小数点を示すには「． 」 （ピリオド）を用いる。

分数は「2分の1」などと記載し， 「1／2」 とはしない。

●

●

日付,時刻,時間の書き方‐？ ，

｢平成29年4月1日」

｢午前11時5分」 「午後零時45分」

｢6時間30分」

●
■
●

外国語，外来語，外国文字

安易に用いることなく，当該文書の種類内容，名宛人等から個々の語の使

用の是非について慎重に判断し，言い換え語を用いたり，必要に応じて注釈を

付すなどの配慮が必要である。

地名，人名等の固有名詞

原則として， 「常用漢字表」の通用字体で記載してよい。ただし，人名につ

いて，戸籍の記載どおりとすべき文書については，そのとおり記載する。



接続詞等

｢及び」 「並びに」ー

二つの語句を単純に並列に結びつける場合には， 「及び」を用いる。

等格の三つ以上の語句を並列に結びつける場合には，最後の接続だ
け

小さい接続だけに

」を用いる。「

（
条例でこれを定め

なければならない。

｢又は」 「若しくは」

二つの語句を単純に並列に結びつける場合には， 「又は」を用いる。

等格の三つ以上の語句を並列に結びつける場合には，最後の接続だ

けに「又は」を用い，他は「， 」を用いる。

には，一番大きい接続だけ
「 」を用いる。巽択には｜宅

（

裁判所は，検察官若しくは弁護人の請求により又は職権で，裁判員
等選任手続の期日を変更することができる。

｢同」

「同」は，一つの文章の中で，最も近い場所に表示された条，項，
号等と同一の条，項，号等を表示する場合に用いる。

…第○条…第△条…同条

「同」で受けることができるのは， 同一の文章の中だけであるが，

進鐘L畳X瞳後段のj主蚕本文又は前段の中の条，項，号等を「同」で
受けることは差し支えない。



句読点

句点

①字句が名詞形で終わ

る場合には，原則とし

て句点を打たない。

（例外） 「こと」又は「とき」

で終わる場合及び更に字句が

続く場合には，句点を打つ。

②字句が名詞形以外で

終わる場合には，原則

として句点を打つ。

（例外） 「…のとおり」 ， 「…

について」 ， 「…から…まで」

で終わる場合には，句点は打

たない。

読点の用い方（例）

判所は，相手方に通知ただし， ヨーヤニしよ． 御

しな’

JJf



表記一般

①東京都 「東京都」の記載を省略しオ

②他の道府県原則として、道府県名‘

亜干IlHT公jT卜

① （ ） （括弧）及

②一つの語を分断す

○恨職した者（軒

③略

ヨ'一〃〕T庄

住所

略称



用語の使い分け

｢とする」 「とするものとする」 「しなければならない」

「 ・ ・ ・とする」

事実について創設的，拘束的な意味を持たせる場合に用いる。

「 ・ ・ ・とするものとする」

「 ・ ・ ・しなければならない」より若干弱いニュアンスを表し，一般

的な原則や方針を示す場合に用いる。

｢なお」 「おって」

付加事項がある場合に用いる接続詞

付加事項が一つの場合には「なお」

付加事項が二つの場合には「なお」 「おって」

付加事項が三つの場合には「なお」 「また」 「おって」

｢場合」 「とき」8コ

仮定的な条件を示す。

いずれかを統一して用いる。

同時に用いる場合には，最初の大きな条件を「場合」 ，次の小さな条
件を「とき」を用いて表す。

｢者」 「物」 「もの」

「者」は，法律上の人格者（自然人，法人）を指す場合に用いる。

「物」は，人格者以外の有体物を指す場合に用いる。

「もの」は，抽象的なものを指す場合や「●●であって●●」のよう
に要件を重ねて限定する場合に用いる。

の他」 に

ある場合

の他の」
ろ場合に

詞(7~)偶刀+肌のlの頁mlこ西



司法行政文書の起案の心得

1 立案する目的及び事柄の内容を十分に理解する。

2決裁事項を明確にする。

3事務の根拠，決裁を受ける内容について本来意思決定権限を有する主体

及び発送文書の発信者名義を法令等で確認する。

4関係する法規，通達その他の資料を調査し，収集し，及び整理する。

5必要に応じて，上司の指示又は助言を受ける。

6他の部署の事務と関連する案件については，必要に応じてその関係部署

と協議する。

7宛名及び発信者名の決定に当たっては，その釣合い等を考慮する。

8文の飾り，暖昧な言葉及び回りくどい表現はできるかぎり用いず，簡潔

かつ論理的な文章とする。敬語についても，なるべく簡潔な表現とする。

9文体，常用漢字，送り仮名等の用法を誤らないようにする。



｢壼壺菫壼司
通達の改正
一

【改正方式の概要】

＞ 通達を改正する方式には，①一部改正，②全部改正，③廃止制定がある。

＞ 実務上最も用例の多い一部改正方式では，法制執務に準拠して，一部改正通

達に「記○中「○○」を「○○」に改める。 」等の改正文言を用いて，既存の

通達のどこをどのように改めるかを示して行われることが多いが，改正部分が

多く，改正文言が複雑になる場合は，実質的に改正の必要のない部分も含めて

別紙を用いてある程度まとまった部分をまるごと改正する方法も採り得る。

＞ 全部改正方式は，通達の改正ではほとんど使われない。

＞ 廃止制定は，既存の通達を廃止し，新たな通達を定めるものである。既存の

通達は形式的にも実質的にも消滅する。

【改正方式の選択】

＞ 実務上は，通達の改正において全部改正方式を採る例は少なく，一部改正方

式又は廃止制定方式を採ることが多い。いずれの方式を採るかは，明確な基準

があるわけではないので，改正部分の範囲や分量，改正前の制度と改正後の制

度の継続性等を考慮して選択する。

【一部改正方式について】

＞ 一部改正をはじめ通達の改正，廃止は，既存の通達と同一の形式によって行

群

フ。

＞ 通達の一部改正は，原則として，既存の通達に記載されている順に，前の方

から行う。

＞ 改正する必要がある部分を特定して「改める」 ， 「加える」等の改正文言を



用いて改める方法のほか，実質的に改正の必要のない部分を含めて別紙である

程度まとまった部分をまるごと改める方法も許容される（規則，規程は対象外

） 。

＞ 資料（一部改正の方式について）の「具体的方法」に記載されていることは

概要に過ぎず他にも細かいルールがあるため，改正部分を特定して「改める」 ，

「加える」等の改正文言を用いて改正するときは，適宜「司法行政文書の書き

方（7訂） 」や法制執務に関する文献（ 「ワークブック法制執務（第2版） ・

法制執務研究会編・ぎようせい」等）を参照されたい。



｢逼罰霞司
改正方式の概要

O既存の通達の一部を改正する方ヨ

○改正の方法

◇ 「記○中「○○」を「●●」 に

●●」を加える。 」等の改正文言

達のどこをどのように改めるの力

◇実質的に改正の必要のない部分

まった部分ごと改正する方法

※いずれの方法存採るかは．改TF

(_)中’○○の次にl

.･IFBnl .て臨左の径

学割』鄙

O既存の通達を屡

○既存の通達を属

当該通達の一部敬

○既存の通達の廃

の付記で行う場合

蘆α

陸

改正方式の選択について

通達の改正においては，全部改正方式が採られることはほとんどなく，一部改正方式か廃

止制定方式かを検討することになる。

改正方式の選択については，法制執務上も明確な基準があるわけではないが，一般的に次

に掲げる事項を勘案して選択することが多い。

・ 改正部分の範囲及び分量

・ 当該通達に係る制度そのものの基本を維持する必要性

・ 新旧両制度の継続性を強調する必要性

一部改正

○既存の通達を全面的に改正する方式

○既存の通達を全部改正すると，既存の通達の一部改正通達の付記は消滅

する ｡

※法令においては，廃止制定の方式のほか，改正する法令を形式的には

存続させつつも内容を全面的に改める全部改正の方式が採られることが

あるが，通達においては，全部改正の方式を採ることはほとんどない。

ヨ

三

』

宮

二

廃止制定

。

三



一部改正の方式について

1 形式

一部改正をはじめ通達の改正は，現行の通達と同一の発信者，宛名及び文書の種類によって

行う。よって，通達とは異なる形式である規則の形式や異なる発信者による一部改正等はでき

ない。

2順序

｢壼亘雨珂序云蔀珂
別紙別表

別紙様式

3具体的方法

（1）既存の通達のどこをどのように改めるのかを改正文言で示す方法

字句の改正等

改正部分の特定

改めるべき部分に応じ，適切に特定

「記2の(1)のア中」 「記3 （(1)から(3)までを除く。 ）中」
改正すべき字句の引用

完結すべき独立の語を引用

「平成29年度」のうち「29」のみの引用はできない。

「改める」 「加える」 「削る」方式

「 「○○」を「●●」 と改める。 」 「 「○○」の次に「●●」を加える。
改正単位

記の部分については，通常1， 2等の見出しごと

●

●

●

項目の追加

項目の繰下げ

冒頭又は既にある項目と項目の間に追加する場合には，

のための場所を空け，新たな項目を追加する。
繰り下げられる事項に字句の改めが必要な場合
字句の改めを行った後に，繰下げを行う。

●

既存の項目を繰り下げ，そ

●

項目の廃止

． 「削る」方式

見出し記号を含めて項目を跡形もなく廃止する方法。冒頭又は中間の項目を削る場
合には，後ろにくる項目の繰上げを要する。

． 「削除」方式

見出し記号を除いて項目のみ廃止する方法。見出し記号の次に「削除」 と溶け込む
ことにより，廃止する項目は欠番にならず形骸が残る。

(2) 別紙を用いる方法

実質的に改正の必要のない部分を含めて別紙を用いてある程度まとまった部分ごと改
める方法


